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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）学校法人及び短期大学の沿革  

常磐会短期大学は、大阪府師範学校の同窓会「友松会」から分かれた大阪府尋常師範

学校女子部と大阪府女子師範学校の同窓生 269 名によって明治 38（1905）年１月 29

日に発会した同窓会「常磐会」を母体として誕生した。  

「常磐会」が結成され活動をはじめた明治後期から大正時代は、日清・日露の戦争や

関東大震災、米騒動など庶民の暮らしに多大な犠牲が生まれた時代であり、また当時

の社会では、女性が高等教育を受けることや職業生活を送ることなどの社会進出に苦

難のある時代でもあった。さらに続く昭和初期には、大きな戦争と敗戦を体験するこ

とになる。 

昭和２（1927）年、同窓会「常磐会」は、当時まだ少なかった「常磐会幼稚園」（現

認定こども園常磐会短期大学付属常磐会幼稚園）を創設。昭和 12（1937）年６月「常

磐会」を社団法人とし、初代理事長に西脇りか  が就任。昭和 19（1944）年には財団法

人組織となったが、翌昭和 20（1945）年 8 月に日本は敗戦を迎えた。  

その後、昭和 28（1953）年４月、文部省から指定を受け「指定常磐会幼稚園教員養

成所」（養成期間１年、夜間部のみの定員 40 名）を開設。昭和 29（1954）年には第１

回卒業生 58 名を「常磐会」会員として迎え入れるとともに、各方面からの要望により

昼夜２部制を開設。定員は昼・夜各 40 名とした。続く昭和 30（1955）年には、教員

免許法改正により幼稚園教員養成を２年制とし、同年９月には学校法人常磐会学園を

設立。西脇りか 初代理事長が就任。昭和 32（1957）年、教員養成所を学校法人常磐会

学園に移管。昭和 36（1961）年には、「学校法人常磐会学園常磐会保育学院」と名称を

変更した。 

昭和 39（1964）年「常磐会短期大学」の設置が認可され、保育学院の１部を常磐会

短期大学に改組、「保育科」を創設し５月に開学式を挙行。２部の「保育学院」は、昭

和 51（1976）年まで存続した。  

昭和 43（1968）年には「常磐会東住吉准看護学院」が創設。昭和 48（1973）年に

は「保育科」を「幼児教育科」と改称、入学定員を 200 名とした。そして翌年に「幼

児教育専攻科」を開設。さらに昭和 52（1977）年には、「初等教育科」を開設、入学定

員を 100 名とした。また昭和 54（1979）年、「幼児教育科」の定員を増やし入学定員

300 名とした。 

昭和の時代が終わり平成元（1989）年、常磐会短期大学に「英語科」を開設、入学

定員を 100 名とした。平成２（1990）年には「初等教育科」を閉学、平成４（1992）

年「英語科」の入学定員を 200 名に増員し、「英語専攻」を開設、入学定員は 20 名と

した。そして平成 11（1999）年、４年制大学「常磐会学園大学国際コミュニケーショ

ン学科」を創設し、平成 12（2000）年「英語科」を閉学した。  

常磐会短期大学は、以上の変遷を経ながら定員 300 名の「幼児教育科」の短期大学

として存続してきたが、令和３（2021）年には、今後の少子化等を鑑みて定員を 200

名に変更して現在に至っている。  
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＜学校法人の沿革＞  

昭和２（1927）年 常磐会幼稚園を創設  
  

昭和 28（1953）年 常磐会幼稚園教員養成所を開設  
  

昭和 30（1955）年 学校法人常磐会学園を設立  
  

昭和 36（1961）年 常磐会幼稚園教員養成所を常磐会保育学院と改称  
  

昭和 43（1968）年 常磐会東住吉准看護学院を開設  
  

昭和 46（1971）年 常磐会短期大学付属泉丘幼稚園を増設  
  

昭和 49（1974）年 常磐会幼稚園を常磐会短期大学付属常磐会幼稚園と改称  
  

昭和 52（1977）年 常磐会保育学院・常磐会東住吉准看護学院を閉学  
  

昭和 58（1983）年 常磐会学園茨木高美幼稚園を増設  
  

平成元（1989）年  常磐会学園茨木高美幼稚園を常磐会短期大学付属茨木高美幼稚園
と改称 
 

平成 11（1999）年 常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際コミュニケー
ション学科を創設（定員 1 年次 100 人、3 年次 100 人、同時開学） 
 

平成 12（2000）年 常磐会学園大学国際コミュニケーション学科教職課程（英語 1 種）
の認定を受ける  
 

平成 13（2001）年 常磐会学園大学国際コミュニケーション学科教職課程（情報 1 種）
の認定を受ける  
 

平成 16（2004）年 認証保育所いずみがおか園開設  
  

平成 17（2005）年 認証保育所いずみがおか園が総合施設モデル事業の指定を受ける  
  

平成 18（2006）年 常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際幼児児童教育
学科を設置（定員国際コミュニケーション学科１年次 60 人、国際
幼児児童教育学科 1 年次 50 人、３年次編入学 20 人） 
教職課程（小学校教諭１種、幼稚園教諭１種）の認定を受ける  
 

平成 19（2007）年 認証保育所いずみがおか園は認可保育所となる  
認定こども園（常磐会短期大学付属泉丘幼稚園・いずみがおか園）
の認定を受ける  
常磐会学園大学国際コニュニケーション学部・国際幼児児童教育
学科に指定保育士養成施設の指定を受ける（定員 30 人） 
幼稚園教諭上級免許状取得講座の開設（特別科目履修生）  
 

平成 22（2010）年 常磐会学園大学が、日本高等教育評価機構による平成 21 年度大
学機関別認証評価において「大学評価基準を満たしている」と評
価を受ける  
 

平成 23（2011）年 常磐会学園大学国際こども教育学部・国際こども教育学科を設置  
（定員 1 年次 110 人、3 年次編入学 20 人） 
常磐会学園大学国際コミュニケーション学部・国際コミュニケー
ション学科、国際幼児児童教育学科の学生募集停止  
指定保育士養成施設の定員を 30 人から 60 人に変更 
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平成 27（2015）年 常磐会幼稚園が幼稚園型認定こども園常磐会短期大学付属常磐会
幼稚園となる  
泉丘幼稚園・いずみがおか園が幼保連携型認定こども園常磐会短
期大学付属いずみがおか幼稚園となる  
常磐会学園大学国際コミュニケーション学部を廃止し、国際こど
も教育学部国際こども教育学科一学部一学科となる（定員 1 年次
118 人、3 年次編入学 4 人に変更） 
指定保育士養成施設の定員を 60 人から 100 人に変更 
 

平成 28（2016）年 常磐会学園大学の教育課程に学校図書館司書教諭講習科目を開設
する 
 

平成 29（2017）年 常磐会学園大学は（公財）日本高等教育評価機構が定める大学評
価基準に「適合」していると認定された  
 

平成 31（2019）年 
令和元年 

常磐会短期大学付属茨木高美幼稚園は、特定教育・保育施設（施
設型給付）となる  
 

令和２（2020）年 地域社会貢献の拡充を目指して常磐会幼稚園隣地佐官邸土地購入  
 

令和３（2021）年 茨木校舎近隣地区が彩都開発のため有償譲渡を打診され売却  
 

 

＜短期大学の沿革＞  

昭和 39（1964）年 常磐会短期大学保育科を開設（定員 80 名） 
  

昭和 40（1965）年 常磐会短期大学保育科が保母養成課程の指定を受ける  
  

昭和 47（1972）年 常磐会短期大学幼児教育研究会を設置  
  

昭和 48（1973）年 常磐会短期大学保育科を幼児教育科と改称  定員 200 名に変更 
  

昭和 49（1974）年 常磐会短期大学に専攻科幼児教育専攻を設置（定員 20 名） 
  

昭和 52（1977）年 常磐会短期大学に初等教育科を増設（定員 100 名） 
  

昭和 54（1979）年 常磐会短期大学幼児教育科の定員を 300 名に変更 
  

平成元（1989）年  常磐会短期大学に英語科を増設（定員 100 名） 
情報教育センターを設置  
 

平成２（1990）年 常磐会短期大学初等教育科を閉学  
 

平成３（1991）年 常磐会短期大学英語科の定員を 200 名に変更 
 

平成４（1992）年 常磐会短期大学に専攻科英語専攻を設置（定員 20 名）学位授与機
構の認定を受ける  
 

平成６（1994）年 常磐会短期大学専攻科幼児教育専攻が学位授与機構の認定を受け
る 
常磐会学園教育センターを設置（短大設立 30 周年記念）  
 

平成 11（1999）年 常磐会短期大学専攻科英語専攻を廃止  
  

平成 12（2000）年 常磐会短期大学英語科を閉学  
  

平成 19（2007）年 常磐会短期大学専攻科幼児教育専攻を廃止   
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平成 21（2009）年 常磐会短期大学は（財）短期大学基準協会による第三者評価にお
いて「適格」であるとの認証を受ける  
 

平成 27（2015）年 常磐会学園こどもセンターを設置  
  

平成 28（2016）年 常磐会短期大学は（一財）短期大学基準協会による第三者評価に
おいて「適格」であるとの認証を受ける  
 

令和元（2019）年 常磐会短期大学の定員変更申請により令和 3 年より定員 200 名と
する申請予定  
常磐会幼稚園・いずみがおか幼稚園・茨木高美幼稚園の定員変更
および茨木高美幼稚園の園舎建て替えおよび幼稚園型認定こども
園への移行を検討  
 

令和２（2020）年 常磐会短期大学入学定員 200 名 
長期履修制度を創設し入学生 19 名を受け入れる  
 

令和３（2021）年 
 

一般入試におけるスカラシップ（ときわスカラシップ TSS）制度
を創設 
令和４年度入試から実施  
 

 

（2）学校法人の概要  

◼ 学校法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

◼ 令和 4（2022）年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍数 

常磐会学園大学 
大阪市平野区 

喜連東1-4-12 

118 
（3年次編入4）  

480 375 

常磐会短期大学 
大阪市平野区 

平野南4-6-7 

200（2回生） 

200（1回生） 
400 337 

認定こども園  

常磐会短期大学付属  

常磐会幼稚園 

大阪市平野区 

流町2-2-28 
学級数11 

302 

認可定員 
184 

幼保連携型認定こども園  

常磐会短期大学付属  

いずみがおか幼稚園  

堺市南区 

三原台3-3-1 
学級数11 

215 

認可定員 
180 

常磐会短期大学付属  

茨木高美幼稚園 
茨木市小川町7-3 学級数７ 

210 

認可定員  
174 
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（3）学校法人・短期大学の組織図  

◼ 組織図 

 

 

◼ 令和 4（2022）年 5 月 1 日現在 

区分  法人本部  常磐会  

学園大学  

常磐会  

短期大学  

常磐会  

幼稚園  

いずみがおか  

幼稚園  

茨木高美  

幼稚園  

教員 本務  20 18 18 16 10 

 兼務  42 48 11 25 9 

職員 本務 12 12 12 1 3 1 

 兼務 0 12 22 5 21 4 
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ  

 

◼ 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）  

大阪府は、東京都、神奈川県に次ぐ人口の  884 万 2,523 人（1）を有し、関西の経済・

文化の中心地としての位置を占めている。その中で大阪市は、人口 273 万 5,003 人（2）

と横浜市に次いで第 2 位の人口規模であり、さらに本学が立地している大阪市南部に

ある平野区の人口は 193,414 人（3）と、大阪市でも一番人口の多い地区となっている。 

大阪府の年齢別人口（5 歳階級）による 0～4 歳児の令和元年人口では 334,625 人（4）、

大阪市は 100,370 人（5）、平野区は、6,854 人（6）で大阪市でも有数の年少人口を有し

ている地区である。  

脚注  

（1）大阪府総務部統計課『令和 2 年国勢調査による大阪府の人口及び世帯数（速報）』令和 3 年 6 月

18 日（令和 2 年 10 月 1 日現在実施の国勢調査速報値）  

https://government-pr.com/api/articles/84a3b1de1d4c49bb98216985b135f662#! 

（2）～（6）大阪府 HP『大阪府市区町村別 年齢（5 歳階級）別推計人口』（令和元年 5 月 1 日現在） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3387/00014690/201905suikei5sai.pdf 

注 1) 当該月の推計人口を人口総数とし、同月の住民基本台帳上の年齢（５歳階級）ごとの構成比を乗じ

て算出。  

注 2）大阪市については、大阪市が公表している「年齢別推計人口」による。 

 

◼ 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表）  

地域 

H.29 

（2017）年度 

H.30 

（2018）年度 

R.元 

（2019）年度 

R.2 

（2020）年度 

R.3 

（2021）年度 

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

人数  

（人）  

割合  

（％）  

滋賀          1 0.6 

京都  1 0.4         

大阪  248 91.2 234 93.6 195 94.7 131 93.6 163 93.6 

兵庫  1 0.4 1 0.4   2 1.4   

奈良  12 4.4 8 3.2 9 4.4 5 3.6 4 2.3 

和歌山  4 1.5 3 1.2 1 0.5   2 1.1 

香川    2 0.8   1 0.7 1 0.6 

愛媛  2 0.7 1 0.4 1 0.5     

長崎  1 0.4         

宮崎  1 0.4       1 0.6 

その他  
2（宮城  
長野）  

0.7 1 0.4 1（青森） 0.5 1(高知 ) 0.7 2（島根

岡山）  
1.4 

合計  272  250  206  140  174  

 

 

https://government-pr.com/api/articles/84a3b1de1d4c49bb98216985b135f662
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◼ 地域社会のニーズ  

地域社会のニーズに関して、府内には、保育所・認定こども園等の保育施設が 2,631

か所（7）あり、国公私立合わせて 569 園（8）の幼稚園とともに子どもの保育・幼児教育

を担い、今後も保育者の養成は地域社会の大きなニーズを背負っている。大阪府・大阪

市などの都市においては、保育者の確保が大きな課題となっていて、大阪府内におけ

る保育士等確保のための実態調査（保育士等資格取得見込み者向け調査）（9）の実施や、

保育人材の確保を図るため、指定保育士養成施設に在学し保育士資格の取得を目指す

者への修学資金制度（大阪府内保育所等で一定期間従事することなどで返還免除とな

る無利子の貸付け）（10）が創設されるなど、また大阪府社会福祉協議会人材支援センタ

ーでは、「大阪府保育士・保育所支援センター」（11）を開設し保育現場と保育の有資格

者や保育者を目指す学生のリクルート支援活動を展開するなど、保育者の確保雇用は

政策課題となっている。本学学生の出身地は約 90％以上が大阪府下であるという状況

の中で、本学は創設以来、保育者養成に取り組み、25,000 余名の卒業生の大半は保育

者として就職し、子どもの成長に重要な役割を担っている。  

脚注  

（7）大阪府 HP『保育所等利用児童数・利用待機児童数等』、（R2-H31 各４月）  

https://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoikusyo-taikijidou/ 

令和 2 年 4 月 1 日時点の①特定教育・保育施設（保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こ

ども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園）②特定地域型保育事業（小規模保育事業、

家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）③特例保育④国庫補助事業（認可化移行運

営費支援事業、幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業、幼稚園における一時預かり事業（幼

稚園型Ⅱ））⑤企業主導型保育事業⑥地方単独保育施策⑦その他の保育の受け皿を計上。待機率〔％〕

＝待機児童数／（利用児童数＋待機児童数）×100 は、0.19 で 348 人。  

（8）大阪府 HP『令和 2 年度学校基本調査（確報）（令和 3 年 1 月公表）』「Ⅰ学校調査 1 幼稚園」

による。  

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3259/00382751/110Kindertocollege.pdf  

（9）大阪府 HP『平成 25 年度大阪府ニーズ調査の概要について』平成 26 年 4 月 3 日  

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2182/00148478/siryou1.pdf  

（10）（11）大阪府社会福祉協議会大阪福祉人材支援センターHP「大阪府保育士・保育所支援センター」

http://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/Public/topic/21 

 

◼ 地域社会の産業の状況  

平野区は、大阪市の南東部に位置し、加美・平野・喜連・瓜破・長吉の５地区からな

っている。南部の喜連・瓜破・長吉地域は市営住宅や中高層住宅が建つ比較的新しい町

並みの中に農地や遺跡が存在し、本学の立地する中央部の平野地域は古い家々と多数

の神社・仏閣が存在する町並み、北部の加美地区は、正覚寺集落、鞍作集落を中心に形

成された市街地を囲むように耕地整理がなされ整然とした区画を形成し、城東貨物線・

旧竜華操車場周辺に工場のあるまちが広がっているため町工場も多く、いきいきとし

た産業の営みが身近に感じられるまちである。区内の交通機関は、北部を JR 大和路

線、中央部から東南部は地下鉄谷町線が通り、それぞれ市の中央部と直結しているが、
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いずれも概ね東西に走っており、以前から南北の交通網は道路の整備とともに遅れて

きた。しかし鉄道では（旧）城東貨物線を利用した大阪外環状線の「おおさか東線」全

線完成により、本学の近隣駅「新加美」から「新大阪」まで約 30 分となるなど、大阪

北東部からのアクセス利便性が高まったが、一方で都市計画道路では『平野瓜破線』が

一部開通（喜連東  3 丁目～平野南 3 丁目間）を見たものの、『加美平野線』が見直し

により計画廃止となった。   参考：「平野区 HP 区の概要」より 

https://www.city.osaka.lg.jp/hirano/page/0000002046.html  

 

短期大学所在の大阪府・市区町村図 

大阪府における平野区の位置  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=  

 

 

 

 

 

 

平野区内における常磐会短期大学の位置  

https://www.bing.com/images/search?view 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況  

 

① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事

項への対応について記述してください。  

（基準別評価票における指摘への対応は任意）  

2014 年度・短期大学基準協会 認証評価指摘事項  

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題）  

①[テーマ A 建学の精神] 

建学の精神・校是・常磐会精神、教育方針・教育理念などの用語について、各用

語の持つ意味や内容、相互関係を整理し、建学の精神、教育の目的・目標、学習成

果の関連を明確にし、教職員や学生に分かりやすく示すことが望まれる。  

 

②[テーマ A 人的資源] 

 SD 活動は、合同事務連絡会議を中心に SD 研修の充実が図られているが、規程

として明文化し整備されたい。  

 

(b) 対策 

①建学の精神・教育目標とディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アド

ミッション・ポリシーとの関連を踏まえて、教職員や学生に理解できるように示す

必要があるという問題意識から、平成 31(2019)年 4 月からの教職課程及び保育士養

成課程の改訂に伴い、独自にカリキュラム・マップとカリキュラム・ツリーを融合

させた指針を作成、それを履修カルテと関連付けて「学びの記録と短期大学での過

ごし方 [カリキュラム・マップ、履修カルテ]」として学生に示し教育指導するこ

とで自身の学習成果を可視化できるようにした。 

令和２(2020)年度から令和３(2021)年度は、新型コロナウイルス感染症流行下に

あったが、令和２(2020)年９月 30 日の執行部会で建学の精神・教育目標に基づく

教育の質保証に関する問題意識の共有と内部質保証システム構築の原案共有を行

い、令和２(2020)年２月 17 日（水）の教員全員参加による FD 研修会で学生教育の

課題を「ワールドカフェ」方式で検討し、これまでの本学の教育の特色が「学びあ

うクラスづくり教育」、「実習教育」、「行事教育」の３つにあること、またこれは本

学の建学の精神である「和平」、「知天」、「創造」に合致している事を再確認した。

さらに令和３(2021)年度に、学長室において建学の精神・教育目標と３ポリシーの

関連およびアセスメント・ポリシーと具体的アセスメント指標を検討したうえで、

常磐会短期大学・教育のグランドデザイン図を構成し、特に前述の学生教育の三本

柱を本学の教育として推進していくことを、令和３(2021)年５月 26 日の執行部会

で再確認の上、令和３(2021)年６月２日の教授会で示した。 

 

②SD 活動を担保するための規程は、平成 27(2015)年に策定され、規程に基づいて

SD 委員会が設置されている。令和３(2021)年度の SD 活動では、常磐会学園大学・
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常磐会短期大学の統合に向けて事務局長の下、ミドルマネジメント会議が立ち上げ

られ、令和３(2021)年５月 13 日（第１回）、８月４日（第２回）、９月９日（第３回

リモート配信）、12 月 24 日（第４回）と開催され、ICT 導入による業務の効率化・

合理化、効果的な予算編成、事務職員の資質向上、情報の共有化とペーパーレス化

の促進、法人・大学・短大の情報環境の共有化、業務システムや労務管理、ワーク

フロー等のグループウェアの導入などの課題と学園の現状を共有した。 

 

(c) 成果 

①令和３(2021)年度に示した本学の建学の精神「和平・知天・創造」をもとにした

「学び合うクラスづくり教育」、「実習教育」、「行事教育」を本学の学生教育の三本

柱として本学ホームページの学長メッセージに載せ、また実習指導室広報誌で学内

や実習先などに向けて表明をはじめた。 

また、これら三本柱教育の基盤となる個々の学生の総合的相談支援体制につい

て、IR 担当の学長補佐を中心にプロジェクトを構成して検討をはじめた。また、ク

ラスづくり教育のさらなる推進のため１回生配当科目「基礎演習」の教育指導体制

の再考を行うとともに、感染症流行下で十分な活動ができなかった行事教育につい

ては、令和４(2022)年度に向けて検討、「基礎演習」の授業を再構成して行事教育と

連動できるような内容を盛り込んだ。実習教育については、令和４(2022)年度から

実習指導室から実習指導部と実習指導課に再編し体制を拡充した。  

 

②令和２年度は、感染症対策下にあって SD 活動が思うようにできなかったが、教

職員が人権という観点から共通の認識をもって感染症下の大学運営が図れるよう

に、本学専任教員の高村公一先生による感染症陽性者に対する適切な対応のための

啓発コンテンツ動画「今後に向けて私たちが考えておきたいこと こんな時こそ学

んでおきたいこと」を制作。令和 2(2020)年 6 月 8 日の常任理事会および令和２

(2020)年６月 17 日の教授会での視聴とともに職員はコンテンツをフォルダに入れ

るなど職員全員が視聴するかたちで「SD・FD 人権研修」を行い、学生には「人権

概論」の授業で視聴し共有した。 

令和３(2021)年度の SD 活動では、現在の学園が置かれている状況の共有と将来

構想を検討するため、事務局長のもと前述の常磐会学園大学・常磐会短期大学のミ

ドルマネジメント会議が立ち上げられたが、さらに理事長のもとで立ち上げられた

常磐会学園大学と常磐会短期大学の幹部教職員で学園の将来構想を考える「常磐会

学園将来構想検討会議」へと繋がり、学園の今後を見据えた検討をはじめ、年度末

には幹部教職員による「統合準備室」を構成し具体的な将来構想への取り組みをは

じめた。 
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② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。  

 

(a) 改善を要する事項  

18 歳人口の減少と 4 年制大学志向により短大のマーケットが縮小している中、

将来構想と具体的な将来計画を立てて進捗管理していく必要がある。  

 

(b) 対策 

令和元(2019)年に、学園全体及び短期大学の将来計画の明確化を図るために「中

期計画 2020-2024」が策定された。常磐会短期大学・中期計画では、①学生の成長

を支える魅力ある教育・研究の実現、②教職員組織の活性化、③安定した経営基盤

の確立のテーマごとに課題が立てられ、令和２ (2020)年度から「ときたん

Agenda2024」を作成し、令和３（2021）年２月 25 日および令和４(2022)年３月 18

日の執行部会、令和３（2021）年３月３日および令和４(2022)年３月 23 日の教授

会、令和３(2021)年３月１日および令和４(2022)年３月 14 日の常任理事会、令和３

(2021)年３月９日の理事会等に報告して進捗管理を行っている。  

 

(c) 成果 

学園全体の将来構想検討会議を踏まえて令和３(2021)年３月 28 日に第１回目の

統合準備室（理事長、局長、学園大学長、事務長、入試広報次長、短期大学長、事

務長、入試広報課長で構成）が開催され具体的な将来構想の検討に向けて動き出し

ている。 

 

 

③ 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で

指摘された事項の改善後の状況等について記述してください。  

 

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事

項」） 

①[テーマ B 教育の効果] 

 評価の過程で、学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的につい

て短期大学設置基準の規定どおり学則等に定められていないという問題が認めら

れた。当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善されたことを確認し

た。今後は当該短期大学の継続的な教育の質保証を図るとともに、法令順守の下、

より一層自己点検・評価活動の向上・充実に努められたい。  

 

(b) 改善後の状況等 

①平成 26(2014)年度から諸規程類の制定、改正についてのマニュアルを作成し管理

を行いコンプライアンスの確保に努めている。また諸規程類一覧は、従来事務所に

備えていたが、令和元(2019)年度から教職員共用フォルダに格納し、各部署の教職
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員が閲覧できる体制を整えた。  

 

②大学の質保証について、令和２(2020)年度は、執行部会を中心に内部質保証の体

制について検討し、大学内部質保証推進のための組織に関する規程の制定案と改定

案の準備をし、令和３(2021)年度に学長及び ALO を補佐する IR 担当学長補佐の規

程を定め任命するとともに、学長及び ALO 及び IR 担当学長補佐による学長室を設

置し、「常磐会短期大学 内部質保証に関する方針」、「常磐会短期大学 内部質保証

に関する規程」などの規程を制定した。また成績評価の妥当性検証や教育情報の公

開に関して、再度本学の公表情報を点検し改善に向けて動いている。 

 

 

④ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設

置に係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指

摘事項が付された学校法人及び短期大学は、指摘事項及びその履行状況を記述して

ください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。  

(a) 指摘事項 

なし 

(b) 履行状況 

なし 

 

 
学生データ（学校基本調査のデータを準用）        
 
①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率  

学科

等の

名称  

事項  29年度  30年度  R元年度  

 

R２年度  R3年度  備考  

幼

児

教

育

科  

入学定員  300 300 300 300 200  

入学者数  

男  0 0 0 0 0 

 女  272 250 207 140 174 

計  272 250 207 140 174 

入学定員充足率（％）  90 83 69 46 87  

収容定員  600 600 600 600 500  

在籍者数  

男  0 0 0 0 0 

その他  

休学  

女  528 519 462 359 322 

１年次  272 250 207 140 174 

２年次  244 263 247 207 142 

その他  12 6 8 12 6 

計  528 519 462 359 322 

収容定員充足率（％）  88 86 77 59 64  
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②卒業者数（人）  

区分  29 年度  30 年度  R 元年度  R2 年度  R3 年度  

幼児教育科 

男  0 0 0 0 0 

女 
3 月卒業  243 254 233 198 130 

9 月卒業  2 1 0 2 2 

計  245 255 233 200 132 

 

③退学者数（人）  

区分  29 年度  30 年度  R 元年度  R2 年度  R3 年度  

幼児教育科 

男  0 0 0 0 0 

女  11 13 10 5 0 

１年次  7 7 3 4 0 

２年次  4 6 7 1 0 

計  11 13 10 5 0 

 

④休学者数（人）  

区分  29 年度  30 年度  R 元年度  R2 年度  R3 年度  

幼児教育科 

男  0 0 0 0 0 

女  11 7 12 5   6 

１年次  2 1 2 2 0 

２年次  9 6 10 3 6 

 計  11 7 12 5 6 

 

⑤就職者数（人）  

区分  29 年度  30 年度  R 元年度   R2 年度  R3 年度  

幼児教育科    235   244   214 191 122 

 

⑥進学者数（人）  

区分  29 年度  30 年度  R 元年度  R2 年度  R3 年度  

幼児教育科  1 1 4 0 0 

 

（６）公的資金の適正管理の状況（令和 3（2021）年度） 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」及び「研 

究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき機関内の責任

体系を明確化し、行動規範と不正防止計画の策定、不正に関する情報提供等の仕組  

みなどを定めてホームページで、これらの取り組みを公開するとともに、科学研究

費補助金事務取扱要領、学内の事務処理に関する規程等を定めて適正な研究費の管

理に努めている。 

しかし、令和３(2021)年度に、文科省による研究倫理に関するガイドライン・チェ

ックリスト調査で「常磐会学園大学・常磐会短期大学  競争的資金等の適正管理及び  

研究活動における不正行為の防止等に関する取扱要項」に関して以下の指摘事項が

あったため要項の改定を行った。当該要項の改正は、常任理事会での取り扱い事項

となるため、令和３(2021)年 12 月 6 日の常任理事会で承認を受け、同 12 月 21 日の

第 9 回理事会において以下の４点の改正を報告した。  

①「常磐会学園大学・常磐会短期大学 競争的資金等の適正管理及び研究活におけ  
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る不正行為の防止等に関する取扱要項」第２条の（定義）において、不正行為は「故  

意によるもの、研究者としての基本的注意義務の懈怠である」ことを明記。  

②同要項の表題において、「競争的資金等の適正管理及び研究活動」を「研究活動  

 における不正行為の防止、対応及び競争的資金等の適正管理」と名称の改正。  

③昨年度、研修をしていない（科研費等を受けている該当者だけでなく全員を対象

にしないと研修について不備があると指摘）ようであるので、今年度内に実施す

ること。 

これについては令和３年度に全教員を対象として日本学術振興会による e-Learning 

の受講を令和３(2021)年 10 月 27 日の執行部会で決定し、同年 11 月 10 日の教授会

で周知して執り行い、結果全教員から受講証の提出を受けた。  

④研修の期間が明示されていないので定めること。これは３年ごとに研修を行うこ

と、必要がある場合には、これに依らないことを要領に明記。 

なお、研究倫理審査体制の構築については、令和３(2021)年７月 26 日の常任理事 

会で「研究倫理規程」、「研究倫理委員会規程」、「申請セット（申請書・倫理チェック

シート・ 研究計画書）」、「審査様式」を提示し問題提起をしたが、全学園的な体制

の構築が必要であるため継続審議となった。  

 

2．自己点検・評価の組織と活動 

◼ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員）  

 

 

 

 

 

常磐会短期大学評価規程 

第８条（専門部会の構成と担当領域）    

領域 事項 チーフ 分担 

教育領域 教育活動に関わる事項  教務部長  教務部及び教学課  

学生生活領域  学生生活に関わる事項  学生部長  学生部及び教学課  

就職領域 学生の進路及び就職に  

関わる事項  

就職部長  就職部及び就職課  

図書館領域 図書館運営及び学生の図

書館活用に関わる事項  

図書館長  

（または図書

委員長）  

図書委員会及び図書課 

令和３年度 内部質保証推進委員会（執行部会） 

学長 農野寛治 

学科長(ALO) 平野真紀 

学長補佐(IR 担当) 恒川直樹 

教務部長  卜田真一郎  

実習指導部長  田村みどり  

学生部長  土田幸恵 

入試部長  中村妙子 

就職部長  原田邦子 

事務長 山本泰三 

学長室（R.3 より） 

学長 農野寛治  

学科長（ALO） 平野真紀  

学長補佐（IR 担当） 恒川直樹  

事務長 山本泰三  
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入試広報領域  学生募集及び入試に 

関わる事項  

入試部長  入試部及び教学課 

実習指導領域  実習指導及び実習に 

関わる事項  

実習指導部長  実習指導部及び実習指導課 

研究領域 教職員の研究活動に  

関わる事項  

学科長 総務課 

管理運営領域  短期大学運営及び管理に

関する事項  

学長 事務長及び総務課 

 

 

 

令和３年度／自己点検・評価委員会（担当者、構成員）  

No. 号 職名 氏名 No. 号 職名 氏名 

１ １ 学長（委員長） 農野 寛治 ９ ４ 図書館長 農野 寛治 

２ ２ 学科長（ALO） 平野 真紀 10 ５ 事務長 山本 泰三 

３ ６ 学長補佐（IR） 恒川 直樹 11 ６ 総務課長 植松 幹雄 

４ ３ 教務部長 卜田 真一郎 12 

 

 

６ 教学課長代理 柳生 雪絵 

ひろ子 ５ ３ 学生部長 土田 幸恵 13 

 

 

６ 会計課長 翠川 伸明 

６ ３ 入試部長 中村 妙子 14 ６ 就職課長 今中 閲子 

７ ３ 就職部長 原田 邦子 15 ６ 図書課長 植松 幹雄 

８ ３ 実習指導部長  田村 みどり   

 

 

 

自己点検・評価専門部会 （令和３年５月１日現在） 
 

領 域 部 署 名 役  職  者 専 門 委 員 

 

教育領域  
教 務 部 卜田 真一郎  

岡本和惠、白井由希子、恒川直樹、  

吉見英里、山田薫  

教 学 課 柳生 雪絵 島田惠子、手嶋弘江 

実 習 指 導 部 田村 みどり 山田薫、飯尾雅昭、原田邦子 

実 習 指 導 課 川口 栄美  

 

 

学生生活領域  

学 生 部 土田  幸恵  
川野敬子、久保葉子、村上成治、  

吉見英里  

教 学 課 柳生 雪絵 島田惠子、手嶋弘江 

保 健 セ ン タ ー  村上 成治 留野奈美  

就職領域  

進路支援センター 加藤  達雄  原田邦子、中村妙子  

就 職 部 原田 邦子  

就 職 課 今中  閲子  森田有紀 

 

入試広報領域   入 試 部  中村  妙子  
石岡正通、小谷朋子、恒川直樹  

平野真紀  

 入 試 広 報 課 檜本  直之  西前佳子、土井考功、岩佐真悠  
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図書研究領域  

図書館運営委員会 農野  寛治  
石岡正通、高村公一、吉見英里  

紀 要 委 員 会 農野  寛治  
石岡正通、糠野亜紀、恒川直樹、 

平野真紀 

 
図 書 課 今中  閲子 坂井克朱  

 

 

管理運営領域  

事 務 長 山本  泰三   

総 務 課  植松  幹雄  奥野英俊、奥山直美  

会 計 課 翠川  伸明  橋詰絵理香、村尾大樹 

 

 

◼ 自己点検・評価の組織図  

 

近年の大学の内部質保証の取り組みが求められている中、「常磐会短期大学内部質保

証に関する方針」、「内部質保証に関する規程」、「学長室規程」、「常磐会短期大学評価規

程」、「執行部規程」、「部規程」、「外部評価委員会規程」など組織規程類の改訂や新規制

定について、令和３(2021)年４月 7 日の教授会、令和３(2021)年４月 12 日の常任理事

会で審議、令和３(2021)年４月 20 日の理事会に諮り制定し、学長の補助機関としての

学長室（構成メンバーは、学長・学科長[ALO]・学長補佐、事務長）を設置し、毎月開

催される各部長で構成される「執行部会」を「内部質保証推進委員会」とし、そのもと

に各部課長をトップとする「自己点検・自己評価委員会」及び「専門部会」が改善の実

効に向けて動いていく以下のような体制を構想した。 

 

 

図１ 自己点検・自己評価及び内部質保証のための組織図  

 

※「常磐会短期大学 内部質保証に関する方針 内部質保証システムの再構築について」より  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

理事長（理事会） 

常任理事会  

学長（学長室） 

内部質保証推進委員会（執行部会） 

自己点検・自己評価委員会  

自己点検自己評価専門部会  

機関別認証評価 

外部評価委員会 

地域社会・  

業界等の評価 

評議員会  

ＡＬО 

ＰＤＣＡサイクルを循環させる仕組み 

監事 
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参考：従前の組織体制図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 常磐会短期大学  

自己点検・自己評価及び内部質保証のためのサイクル  

※「常磐会短期大学 内部質保証に関する方針 内部質保証システムの再構築について」より  

 

 

 

 

教育研究活動等の進

捗状況の確認。改善・

向上方策の達成度等

について自己点検を

実施。学外者からの

意見聴取。学外有識

者等からの外部評価

受審  

取組計画をもとに各部局

による教育研究活動等の

改善実行／自己点検自己

評価専門部会  

学長及び ALO のもと  

内部質保証推進委員会からの

改善要求に対する取組計画の

策定／自己点検・自己評価委

員会及び専門部会  

自己点検・外部評価

等報告書の結果を

検証し、学長及び

ALО のもと内部質

保証推進委員会が

改善点を指摘  

〇建学の精神、教育理念、目的、教育目的 

〇DP・CP・AP 

〇内部質保証に関する方針 〇常磐会学園中期計画  

A・改善 P・計画 

D・実行 C・評価 

①短期大学内部質保証ルーブリックによるチェック  

②自己点検・自己評価報告書の作成とチェック 

委員長 

監事  

ＡＬＯ 

学生部  

教学課  

保健センター 

教務部  

教学課 教育領域 

理事長 
自己点検・評価  

委員会 就職領域 

学生生活領域 

図書研究領域 

入試広報領域 

管理運営領域 

入試部  

教学課  

入試広報室  

図書館運営委員会  

紀要委員会  

図書課 

事務長  

総務課  

会計課  

就職部  

就職課  

進路支援センター 

専
門
部
会 
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◼ 組織が機能していることの記述（根拠を基に）  

 

本学では、平成11(1999)年に「大学評価規程」を、平成17(2005)年に「自己点検・

自己評価実施規程」を、平成24(2012)年に「外部評価委員会規程」を制定して自己点

検・評価に務めてきた。平成26(2014)年の前回の第２回認証評価受審以降は、毎年、

「自己点検・自己評価報告書」を作成し本学のホームページで公表してきた。令和３

(2021)年度以降は、前述の体制でPDCAを回していく実践を積み上げていきたいと考

えている。 

 

◼ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録  

（自己点検・評価を行った令和3（2021）年度を中心に） 

 

自己点検・評価委員会は、第1回会議を令和３(2021)年６月９日に開催。自己点検・

評価の進め方とスケジュール、報告書の分担について確認し、常磐会短期大学中期計

画の進捗状況を共有した。また「認証評価受審計画および進捗表」及び令和元(2019) 

年度の評価に基づく「第三者評価委員意見」をとりまとめ「2019年度・外部委員の意

見への対応について」を作成し、令和３(2021)年９月１日の第９回教授会で共有し、 

令和３(2021)年９月21日の理事会には、「認証評価受審計画および進捗表」を報告し

た。 

令和３(2021)年９月22日には、第２回目の自己点検評価委員会を開催。令和元(2020)

年度の外部評価委員からの指摘事項を踏まえて、評価基準項目において考えるべきポ

イントを示した資料及び認証評価受審までの進捗状況を可視化するためのExcel資料を

Teams上の自己点検評価委員会チームに格納し、各分門からの取り組みと課題と考え

ている事項を共有した。  

外部評価委員による評価は、令和２(2020)年度に引き続き、感染症流行のため書面に

よる開催とし、令和４(2022)年4月に郵送し、評価と意見聴取を行っている。  
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出‐1 常磐会短期大学学則 第 1 条 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/tokiwakai_regulations2021.pdf?20210412 

提出‐6 本学ホームページ「教育目的・目標」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/educationl  

提出‐5 本学ホームページ「建学の精神・教育理念」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/philosophy 

備付‐1「学校法人常磐会学園について 理事長あいさつ」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/tokiwakaigakuen  

備付‐2 本学ホームページ「学長メッセージ」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/message 

提出‐2「2021 年度 学生便覧」 

提出‐4 「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」P.02、P.41 

備付‐3 「学園報第 14 号」 

備付‐4 「2021‐2022 求人と採用のための学校案内」  

提出‐3 「2021 年度 1 回生 基礎演習テキスト」P.5‐P.8 

提出‐2 「2021 年度 学生便覧」「教育方針 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・

ポリシー、アドミッション・ポリシー」  

提出‐9 本学ホームページ「教育方針‐３つのポリシー‐」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy 

備付‐5「2019 年度評価 令和元年度第三者評価委員会 ご意見への対応」自己点検・

評価委員会 令和 3(2021)年 8 月 27 日 Teams 配信 

備付‐6 令和３(2021)年 5 月 26 日 執行部会議事録・提出資料「教育理念・目標の

具体的展開について」2021 年 5 月 21 日 学長室作成資料  

備付‐7 令和３(2021)年６月２日教授会議事録・提出資料「建学の理念・各ポリシーの

検討 常磐会短期大学・教育のグランドデザイン」  

備付‐8「令和４(2022)年度 シラバス」 

備付‐9 本学ホームページ「卒業生の方へ 2021 年度教員免許状更新講習」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/alumni/license 

備付‐10「教員免許状講習受講者アンケート」 

備付‐ 11 令和３ (2021)年８月４日「大阪市平野区と常磐会学園との協働に

関する協定書による地域貢献プロジェクトを開催しました」平野区ホームペ

ージ資料） https://www.city.osaka.lg. jp/hirano/page/0000543391.html  

備付‐12 大阪市平野区と学校法人常磐会学園との協働に関する協定書  

備付‐13 大阪市平野区と学校法人常磐会学園との協働に関する協定書による地域貢

献プロジェクト会議 協働項目 

備付‐14 平野区役所と常磐会学園との協働事業一覧 

様式 5－基準Ⅰ 
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備付‐ 15 常磐会こどもセンターホームページ   

http://www.tokiwakai-kodomocenter. jp/course.html  

備付‐ 16「常磐会学園こどもセンター年報 Vol.5 常磐会学園乳幼児教育研究

会研究誌 Vol.37 2020」  

備付‐17「資格審査委員会／昇格人事基準策定プロジェクト議事録」2020 年 10 月 21

日（水） 

提出資料‐規程集 15「常磐会短期大学 専任教員選考基準規程」 

備付‐18「常磐会短期大学 昇格基準」 

備付‐19 「令和 2 年度・令和 3 年度 教員の社会貢献資料」  

備付‐20  本学ホームページ 情報公開 教育情報の公開「教員の学位・業績等」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/educational 

https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/Researcher/dyu0220/result?o=10

2 

備付-21 本学ホームページ「平野南イブ・プラット“クリスマス・コンサート”」 

https://www.hiranomachisen.com/posts/28066475?categoryIds=1507758 

提出‐1「常磐会短期大学学則」第 2 条第 2 項、第 3 項 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/tokiwakai_regulations2021.pdf?20210412 

提出資料‐規程集‐34「常磐会短期大学 長期履修制度規程」 

備付‐22「長期履修生 有償ボランティア協力園」  

備付‐23 本学 HP「インフォメーション 常磐会短期大学と常磐会学園大学の合同

文化祭を開催しました。」https://www.tokiwakai.ac.jp/news/event/9169 

 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。  

（2） 建学の精神は教育基本法等に基づいた公共性を有している。  

（3） 建学の精神を学内外に表明している。  

（4） 建学の精神を学内において共有している。  

（5） 建学の精神を定期的に確認している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

本学は昭和 39（1964）年に保育学院から短期大学に改組するに際し、「専門の学芸

を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成すること」を基盤に、学則第１

条で「豊かな情操・高い知性と教養を身につけた女性を育成し、特に幼児教育者として

のすぐれた資質を培うこと」を教育の目的としている（提出-1）。また、学則第３条の

２では、幼児教育科の幼児教育科における人材の養成に関する目的その他の教育研究

上の目的として「生きることの大切さと生きることの喜びをすべての人びとと共有で

きる豊かな感性と、子どもたちの健全な心身の発達を支援するために必要な確かな知

識を身につけた専門的職業人の養成に資する教育研究を行う。」と示している。これら

は本学創設当時の初代学長、西脇りか が提唱した「和平 知天 創造」を設立の根本
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精神と教育方針として引き継いできた校是・校訓に依った教育目的・目標として広く

社会に向けて示したものである。 

「和平」とは、協力調和・信愛礼譲を示し、一人ひとり誇りをもって一日一日をしっ

かり生きること、そして生きているものすべてが互いにやわらぎ、和み、平和にすごす

こと。「知天」とは、遵法守規・義務責任を示し、天命を知ること。一人ひとり使命を

探求し、発見し、自覚すること。「創造」とは、勤勉精励・実践躬行を示し、創る喜び、

共に創り出す喜びを体験すること。一人ひとりが新しい価値あるものを創り出すこと

と、それぞれ読み解き、「和平 知天 創造」は常磐会短期大学の校是・教育理念とし

て脈々と受け継がれ今日に至っており（提出‐6、提出‐5）、創設者の建学の精神と学

校教育法にもとづく大学としての教養教育・専門教育を提供する短期大学として人材

育成及び教育研究の目的を明確に持ち学生教育の歴史を積み重ねてきた。  

この建学の精神と教育理念は、本学ホームページでの新理事長就任の挨拶(備付-1)、 

や学長メッセージ（備付‐2）、学生便覧への掲載（提出-2）や受験生を対象とした学校

案内の冊子（提出-4）、学園報、求人と採用のための大学案内（備付-4）など各種の媒

体により広く周知して学内外に示している。  

学内においては、花田峰堂書の扁額を会議室に、そのレプリカを本学正面玄関に掲

げて、学生や教職員が常に目に触れることができるようにするとともに、本学への訪

問者へもその精神を示している。また、学長の入学式及び卒業式での式辞において、建

学の精神を示唆する挨拶が行われ、周知徹底を図っている。さらに学生便覧や初年次

開講の「基礎演習」授業において基礎的学習能力の育成とともに建学の精神を学ぶプ

ログラムをテキストに盛り込んでいる（提出‐3）など、本学の建学の精神は教育法規

に則り、公共性を有する短期大学としての教育理念・理想を学外に公表するとともに

学内で共有している。  

建学の精神の定期的な確認については、本学では建学の精神と教育理念の下、卒業

認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー／DP）、教育課程編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー／CP）、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー／AP）

を策定し、これらに基づく教育を進めてきたが、その成果を点検しながら、教育の質保

証に努め、より質の高い保育者養成に向けた体制づくりのために、毎年作成している

「自己点検・自己評価報告書」をもとに外部の第三者による評価委員会を毎年開催し

て意見を求めている。令和２(2019)年度自己点検・自己評価に関する外部評価委員の意

見では、「カリキュラム・デュプロマ・ポリシーの中への落とし込みがみえてくれば、

更に素晴らしい取り組みとして評価できると思います。」、「さらに学生に周知するため

には、評価表の項目など具体的行動にまで落とし込むなどの方策が有効ではないか。」

などの意見を頂戴し、意見への対応を検討し自己点検・評価委員会で共有した（備付‐

5）。 

これらの外部評価委員の意見を念頭に、令和３(2021)年度は、これまでに積み上げて

きた本学の建学の精神から導き出される教育方針と３つのポリシーを含む教育実践の

全体像を「常磐会短期大学教育のグランドデザイン」として示し、教育体系を可視化す

るとともに、成果を点検し教育の質保証に向けた PDCA サイクルを展開するためにア

セスメント・ポリシーの検討をした（備付‐6、備付‐7）。また、学生が履修する上で、
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よりディプロマ・ポリシーを意識できるように、令和４（2022）年度に向けて、全科

目シラバスの中に対応する DP の明示することとした（備付‐8）。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教

育を含む）等を実施している。  

（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を締

結するなど連携している。  

（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 

教員免許更新制度が置かれて以来、「教員免許状更新講習」を開催し、リカレント

教育に貢献してきた。令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症流行のため断

念せざるを得なかったが、平成 30(2018)年度の自己点検評価に対する外部評価委員の

意見では、「教員免許更新講習は、他大学との連携をしたか。それとも本大学でニー

ズに応えられたか。」という意見が付されたため、令和３(2021)年度は、本法人の常

磐会学園大学との共催で実施し、幼稚園教員免許状更新講習に加えて小学校教員免許

状更新講習も開催することとして、当初令和元(2019)年度と同様の８月・11 月・12

月の年間３回で、講習内容は、必修科目を６時間(４コマ)、選択必修科目を６時間４

コマ)、選択科目を 18 時間(12 コマ)の計 30 時間(20 コマ)を開講する予定としていた

が、新型コロナウイルス感染症流行が収束せず、また教員免許状更新講習のあり方に

ついて国の方針が変わるという報道を受けて受講生が減少したため、当初の開講予定

を縮小して８月と 11 月の２回開講で実施するとともに急遽オンデマンド形式による

リモートによる開講とした（備付‐3、備付‐9）。 

オンライン講習の方法は、担当教員が講習教材用の動画を作成し、「YouTube の限定配

信」を利用した「オンデマンド配信方式」で実施。受講に必要な試験問題やレジュメは事

前に受講生に送付し、受講生は動画視聴により１ヶ月程度の視聴期間で講習受講を行った。  

受講終了後は、試験問題回答と講習評価アンケートが受講生から返送され、担当教員が試

験採点を行い、受講生全てが合格し、認定を受けた。その後、履修証明書の郵送を行い、

一連の講習の流れを全てリモートで完了した。受講生による受講後評価の一例を挙げると、

「教職生活を振り返るとともに、教職への意欲の再喚起、新たな気持ちでの取り組みの契

機となった」、「受講前より講習内容への興味が深まり、教員としての知識技能の厚みや多

様性を増す一助となった」の問いに、94%の方がそう思うと回答している（備付‐10）。 

令和４(2022)年度以降、教員免許状更新講習は制度廃止となるが、リカレント教育につ

いては、保育者養成校の責務として今後も継続して行う必要性があるため、「新たな教師の

学び」に対応できる体制と内容を検討中である。  
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※当初予定 

開催月 実施日（予定） 対象（定員） 備考 

 8 月 12（木）・13（金）・

14（土）・16（月）・17（火） 

幼稚園教員免許状 150 名  

小学校教員免許状 50 名 

大学・短大共催 

 

11 月 11（木）・12（金）・13

（土）・15（月）・16（火） 

幼稚園教員免許状 100 名 短大主催 

12 月 18（土）・19（日）・

25（土） 27（月）・28（火） 

幼稚園教員免許状 100 名 短大主催（可能であれば、大学

教員も授業担当） 

 

※※実施概要 

開催月 実施日 対象（定員） 

および受講者数 

備考 

 8 月 （定員）200 名 

幼稚園教員免許状 150 名  

小学校教員免許状 50 名 

（受講者数）108 名 

大学・短大共催 

 

11 月 （定員）150 名 

幼稚園教員免許状 150 名 

（受講者数）45 名 

大学・短大共催 

 

地域・社会との連携による社会貢献では、平成 20(2008)年９月に本学が立地し

ている大阪市平野区と学校法人常磐会学園との協働に関する協定書を取り結び「地

域貢献プロジェクト会議」を構成し、①学生の区制への参画、②大学の知の提供、③

地域と大学の共生の三本柱での協力を行い、まちづくり・地域福祉・子育て支

援・生涯学習等さまざまな分野において人的交流及び知的・物的資源の相互

活用により、それぞれの活動の充実と地域の持続的な発展に寄与している

（備付‐ 11、備付‐ 12、備付‐ 13、備付‐ 14）。  

 また、地域の子育て支援拠点として平成 27(2015)年「常磐会学園こどもセン

ター」を開設し、センター長を短大学長が、運営委員長を短大の教員が担って

いる。平成 29(2017)年には、大阪市地域子育て支援事業を受託し「つどいの広

場  ときわっこ」がオープンしている（備付‐ 15）。以降例年、おとな・こど

もを合わせて延べ１万人程度の来館者があったが、令和２ (2020)年度は新型コ

ロナウイルス感染症拡大により、５月まで閉館を余儀なくされた。それでも電

話相談は継続して行い、感染症が少し収まった６月からは開館。七夕のつどい

や伝承遊び、音楽の広場などのお楽しみ会や子育て講座を再開、「ときわっこ

だより」で広報し、来場者は予約の上、時間と人数を限定したかたちで実施。

「つどいの広場ときわっこ」の令和２ (2020)年度の年間（ 198 日の実施）参加

者数は、おとな 2305 人、こども 2786 人となった。  

令和３ (2021)年度も引き続きコロナ禍の中で、４月 27 日〜６月９日まで臨
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時休館となり６月 10 日以降は、感染症拡大防止対策をとりながらの事業展開

となった。令和２年度と同様、予約の上、時間と人数を限定し、午前・午後を

入れ替えとしたかたちで実施し、毎月の子育て講座やお楽しみ会は、概ね開催

できた。令和３ (2021)年度は新たに「正月遊び」を開催し好評で、令和３ (2021)

年度の年間 (207 日実施 )参加者数は、おとな 2638 人、子ども 3119 人となった。  

また、付属幼稚園教員と短大教員で創設した常磐会学園乳幼児教育研究会は、

地域の園に開かれた公開講座としての保育講座や公開保育を開催してきた。令

和元（ 2019）年度の保育講座は、8 月 24 日 (土 )に伊丹晶一先生を講師にお招き

し「子ども理解と関わり方の視点」のテーマで開催し 127 名の参加を得た。  

令和２ (2020)年度及び令和３ (2021)年度は、新型コロナウイルス感染症の流

行により、保育講座の開催を残念ながら断念したが、例年発刊している「常磐

会学園こどもセンター年報 VOL.5 常磐会学園乳幼児教育研究会  研究会誌  

VOL.37」が令和３ (2021)年３月 31 日に発行され、こどもセンターのあゆみ、

来館者数、ブックスタートの様子、子育てアンケートの調査結果、こどもセン

ターでおこなわれた講座とお楽しみ会の一覧等を掲載した（備付‐ 16）。  

地域社会への教員の貢献では、平野区市政への協力として、理事長が大阪市こども・

子育て支援会議専門委員及び平野区政会議議長を務めている。学長は平野区民生委員

推薦会委員長職務代理者や平野区人権教育ネットワーク副会長として就任するなど地

域に対して貢献している。個々の教員も子育て支援活動への助言、育児相談、教育相

談、研修会講師の依頼や参加を積極的に行っている。令和３(2021)年度は、社会福祉を

専門とする教員が中心になり、学内でオレンジリボン運動や赤い羽根共同募金活動を

実施し、研究活動や支援活動を展開している。これらの諸活動は大学教員として評価

できるため、令和２（2020）年度には、教員の昇格人事基準の中に、「社会貢献」の評

価項目を置き明確化、全面的な見直しを図った（備付‐17、提出資料‐規程集 15、備

付‐18、備付‐19、備付‐20）。 

 学生の主体的ボランティア活動等を通じた地域社会への貢献については、学業で多

忙ななかでも、ボランティア活動に主体的に取り組む学生は一定数おり、特に吹奏楽

部や人形劇部の学生は、地域のイベントや近隣の保育施設等に出向き、地域との交流

を深めている。令和 3（2021）年度は、コロナ禍により様々な活動が制限される中で、

吹奏楽部や有志学生が平野区南地域活動協議会主催のイベントに参加した（備付‐21）。  

さらに多忙な短大の２年間の履修に余裕を持たせ、実務体験を積むことで、より質

の高い保育者を養成するとともに社会活動による貢献も見込み、令和２ (2020)年に長

期履修制度に関する学則変更を届出（提出‐1、提出資料‐規程集 34）。令和３(2021)

年４月に 18 名、令和４年度に 24 名の長期履修生が入学した。長期履修生は、１回生

の時点では、２年制の学生と同じように科目を履修していくが、令和４(2022)年度には

２回生となり、大学での学習時間に余裕が持てるため、令和３(2021)年度には、学生の

インターンシップ、有償ボランティア先等に向けて現場の開拓を行った（備付‐22）。 

 毎年 10 月に実施される大学祭では、地域の障がい福祉サービス事業所が出店し、

各クラス、ゼミ等の学生が段ボール迷路、スタンプラリー、輪投げ、舞台発表、おや

つ試食会など地域の子どもたちが参加できる催し物を展開し、文化的交流の場となっ
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ていたが、感染症蔓延の影響を受け、2020（令和２）年度は中止、2021（令和３）

年度は系列の常磐会学園大学と合同の文化祭を学内者限定で開催した（備付‐23）。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞  

建学の精神及び教育の目標について、本学のこれまでの歴史を踏まえて一定の整理

をし、教育のグランドデザインを示したが、今後はこれらの教育実践の成果を可視化

して実証していくことが求められる。また、教職員や学生の社会貢献については、戦略

的な取り組み、環境整備ができていないことや、本法人系列の４年制大学とも連携を

図る必要があり今後の課題となる。  

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の特記事項＞  

建学の精神について、理事長による講話等だけではなく、学生にとってさらに身近

に親しみの持てるような啓発教育を行うために、学生のグループワークやアクティブ・

ラーニングの手法を検討していく。  

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出‐9 本学ホームページ「教育方針‐３つのポリシー‐」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy 

備付‐24 令和２(2020)年・令和３(2021)年度・実習先へのアンケート調査結果  

備付‐25 「実習指導室報 てしお 第 15 号」2021 年 3 月 31 日発行 

備付‐26 「実習指導部報 てしお 第 16 号」2022 年 3 月 31 発行 

備付‐27 ディプロマ・ポリシーと実習評価の関係性についての取り組みについて  

備付‐28「成績評価の妥当性検証について」2021 年 4 月 28 日 執行部会提出資料  

備付‐29「就職先から卒業生に対する評価結果」  

備付‐30「卒業生アンケート調査」 

提出‐2 「学生便覧」教育方針 ディプロマ・ポリシーp.3 

備付‐8「令和４年度 シラバス」  

備付‐31 令和４(2022)年３月２日 教授会資料「令和３(2921)年度 卒業認定会議

資料」 

備付‐32 「三者面談・四者面談資料」 

提出‐4 「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」P.41 

提出‐7 「履修要覧」カリキュラム・ポリシーp.20.-21. 

備付‐33「入試部兼・アドミッション・プロジェクト・ポスト 2021 会議録」令和２

(2020)年８月 19 日 

備付‐34「実習指導部・ディプロマ・ポリシーと実習の評価の関係性について」検討 
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資料 

備付‐35「依頼文書・兼任講師説明会資料」  

提出‐8「2021 年度入学生 学びの記録と短期大学での過ごし方」 

提出‐3 「基礎演習 テキスト」 

提出‐15「2021 年度・常磐会短期大学 学生募集要項」 

提出‐16「2023 年度・常磐会短期大学 学生募集要項」 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。  

（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。  

（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応え

ているか定期的に点検している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

 建学の精神に基づいた教育目的・目標の確立では、短期大学士の学位を与えるにふ

さわしい基礎的・汎用的能力を示したディプロマ・ポリシーと教育職員免許法及び児

童福祉法に基づき幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得を認める専門的能力と資

質を明確に示して公表している（提出‐9）。 

 これらの教育目的・目標が地域・社会の要請に応えているかの定期的な点検につい

て、教育中においては実習先にアンケート調査を行い、本学の今後の課題について等

の評価をもらっている（備付‐24）。また、令和２(2020)年度は感染症流行のため実

施できなかったが、令和３(2021)年度は、実習先との懇話会を Zoom で開催し、本学

の学生実習教育指導についての意見をもらった。これらの結果は、実習指導部による

報告書『てしお』に掲載して実習先と学生と教員とで共有している（備付‐25、備付

‐26）。また、学生の実習評価項目と建学の精神、ディプロマ・ポリシーとの連動に

ついて実習指導部で検討した（備付‐27）。 

 令和２(2020)年度に、大学の成績評価（GPA）と実習先の実習評価との関係性、お

よび公立園合格との関係性について、成績評価の妥当性検証の一環として分析し令和

３(2021)年４月 28 日の第１回執行部会および令和３(2021)年５月 12 日の第４回教授

会で示した（備付‐28）。 

また毎年、学生の実習先に卒業生がいる場合、実習巡回の教員が学生本人の様子や

雇用者の意見を聴いて就職課に報告することや（備付‐29）、就職課では、卒業生本

人にもアンケート調査をしている（備付‐30）。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。  

（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めて

いる。 

（3） 学習成果を学内外に表明している。  



30 

（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

短期大学としての学習成果は、「ディプロマ・ポリシー」において「知識・理解」、

「関心・意欲」、「思考・判断」、「技能・表現」、「態度」の５つの観点から、より具体

的に本学教育の目標を明示するとともに、本学は幼児教育科のみの短期大学である

が、「短期大学士の授与方針」と「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさ

わしい者と認めるにあたっての方針」を別に設定している。これにより、短期大学と

しての学習成果を「短期大学士の授与方針」、「幼児教育科」としての学習成果を「幼

稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」

として示している。そしてこれら各項目と本学の建学の精神（和平・知天・創造）と

の関連を「学生便覧」の教育方針 ディプロマ・ポリシーにおいて下記のような表で

明記している（提出‐2）。近年、本学に入学してくる学生の学力が多様化する中、デ

ィプロマ・ポリシーで「短期大学士の授与方針」および「短期大学士の授与方針と幼

稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」

を明示し、『学生便覧』で学生に周知していることは、本学の校是の理解と学生の基

礎学力向上や社会人基礎力育成の意識化という点で有益であると考えている。 

 

ディプロマ・ポリシーにおける二つの方針 

観点 

短期大学士の授与方針  

（短期大学教育の課程を修了し

た知識・能力の証明として授与され

る学位）  

幼稚園教諭二種免許状・保育士資

格の取得にふさわしい者と認める

にあたっての方針  

知識・理解 

社会生活に必要な知識を身につ

け、理解している（知天）  

子どもの育ちとそれを支える保

育・幼児教育、子育て支援について

の基本的知識を身につける（知天） 

関心・意欲 

自己・他者・社会への関心を持ち、

教養を備えた人間として、生涯を通

じて学び続ける姿勢と、社会・環境

に働きかける意欲を持つ（知天・創

造） 

保育・幼児教育の職に就く自覚と

誇りを持ち、子どもを取り巻く環境

に関心を持ち、自ら実践しようとす

る意欲を持つ（知天・創造）  

思考・判断 

自ら、あるいは他者との協同の上

で設定した課題について、学問領域

の研究方法を用いて、分析し考察す

ることができる（創造） 

日々の実践の中から課題を見出

し、子どもの最善の利益につながる

課題解決の方法を考察することが

できる（創造）  

技能・表現 

体得した技術・技能を用いて、口

頭あるいは文章によって論理的に

表現することができる（知天・創造） 

専門職としての基本技術や技能

を体得し、ことば・からだ・芸術・

情報機器などを通じて、論理的に豊

かに表現できる（知天・創造）  
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態度 

人権感覚を身につけ、自らの義務

を着実に果たし、知識や能力を活か

して、社会に貢献できる（和平・知

天・創造）  

人間関係を大切にし、協同して物

事に取り組みながら、子どもが健や

かに育つ社会の実現に向けて行動

できる（和平・知天・創造）  

 

また、保育者養成校である本学においては、開設されている科目が幼稚園教諭二種

免許状および保育士資格の取得に関わるものであるため、「教職課程コア・カリキュ

ラム」及び「保育士養成課程」に示された方針に基づき作成された各教科目における

「目標」と「内容」をカリキュラム・ポリシーで設定しており、各教科目担当者は、

その方針に基づき授業を展開している。学習成果の学内外への表明では、「ディプロ

マ・ポリシー」によって示し、ホームページ等において公表している（提出‐9）。教

科目ごとの学習成果についてはシラバスに記載されており、学生や教職員といった学

内関係者に対しては「履修要覧」をポータルサイトに載せて、いつでも閲覧できるよ

うにしている。また、本学のホームページでは、授業概要（シラバス）も公開してお

り、学外関係者に対しても、各科目における学習成果について公表されている。各科

目とディプロマ・ポリシーとの関連については、令和４（2022）年度より、授業概要

に各科目とディプロマ・ポリシーの関連を明示する方針が確認され、令和３（2021）

年度内で検討を行い、シラバスに記載するようにした。（備付‐8）。 

学校教育法の短期大学規定に照らした学習成果の定期的な点検では、年度末３月の

教授会での単位取得認定・卒業認定会議において単位取得状況や GPA の状況、卒業

認定および学位取得状況、資格取得状況等の確認を行い、学習の支援が必要な学生に

ついては、保護者・学生・教員による３者もしくは４者面談など、機関・教育課程レ

ベルと個人レベルで点検を行っている（備付‐31、備付‐32）。 

人材養成の成果が地域・社会の要請に応えているかの定期的な検証は、例年実習先

との懇談会を通じて行ってきたが、令和２(2020)年度は、実習先へのアンケートを実

施し、令和３(2021)年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により、実習懇話会を

リモートで開催するとともに実習先へのアンケートを行い、結果については実習指導

室報「てしお」に掲載し実習先指導者と学生と教員に開示した（備付‐24、備付‐

25、備付‐26）。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者

受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。  

（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。  

（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。  

（4） 三つの方針を学内外に表明している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カ
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リキュラム・ポリシー）、入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）を策定

し、本学の教育を一体的に示すものとして「大学案内」、「履修要覧」、本学ホームペー

ジ等で示し、これらに基づいて教育活動を行っている（提出‐4、提出‐7、提出‐9）。 

平成 31（2019）年 4 月に教職課程及び保育士養成課程が改訂されるにあたり、多岐

に亘る教育内容を関連する教科目群でグループ化することにより学生が学びの内容を

整理して捉えられるように教務部・教学課を中心にカリキュラム・ポリシーの再検討

とカリキュラム・マップの策定を行い、令和元（2019）年度入学生より示している。  

アドミッション・ポリシーは、令和３(2021)年度の入試方法と内容の再考にあたり令

和２年(2020)年８月 19 日に入試部会兼アドミッション・プロジェクトを建てアドミッ

ション・ポリシーと入学者選抜方法の妥当性を検討した（備付‐33）。 

令和３(2021)年度には、実習指導部で学生の実習評価票の評価指標項目についてデ

ィプロマ・ポリシーとの関連を再検討している（備付‐34）。 

これら三つのポリシーについての組織的議論では、各部が関わって素案が作成され、

執行部会での検討を経て教授会で審議・策定し、さらに専任・兼任を問わず、すべての

教員が本学の三つのポリシーについて共通認識を持つことが必要であるため、兼任講

師も参加する教科目連絡会で確認することやシラバス作成に取り組む際と各年度の開

始の際に、全教員に文書での依頼および４月に開催される兼任講師会での説明を通し

て共通理解を図っている（備付‐35）。 

三つのポリシーを踏まえた教育活動に関しては、カリキュラム・ポリシーに基づく

教育課程において各々の教員がディプロマ・ポリシーを踏まえた教科目のシラバス作

成と授業の実施と学生の評価に基づいて展開しているが、入学時に学生に配布される

「学びの記録と短期大学での過ごし方」の冊子（提出‐8）の中で、カリキュラム・マ

ップを掲載し、各セメスターの授業終了後に、カリキュラム・ポリシーに基づいて作成

されたカリキュラム・マップに、単位を修得できた科目に（秀・優・良・可）によって

色を変えて塗ることで、学生自身が、自分自身の成績の状況や各分野の得意・苦手を視

覚的に理解できるようにすることで、学習の振り返りと目標の明確化につなげている。

特に１回生に対しては、履修オリエンテーションや「基礎演習」科目で、本学の校是と

共に、三つのポリシーの説明を行い（提出‐3）、アドミッション・ポリシーについて

は、入試における面接試験に際して、本学のアドミッション・ポリシーへの理解を求め

ており、オープンキャンパスなどの機会で本学への入学を希望する人に、本学として

の方針が理解できるように学生募集要項などに示している（提出‐15、提出‐16）。 
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常磐会短期大学カリキュラム・マップ 

 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞  

教育の効果に関しては、多様な観点から具体的な指標を設定してエビデンスを収集

し検証、それを改善に繋げる取り組みを進めていく必要がある。  

現在のところ、実習現場指導者に実習評価アンケート調査を行い、その結果を実習

指導室報『てしお』に掲載して実習現場と学生と教員で共有することや、学生の実習評

価項目と建学の精神およびディプロマ・ポリシーとの関連と整合性の有無を検討する

こと、成績評価の妥当性検証のなかで、学生の実習先評価と GPA の相関を検証し、令

和３(2021)年４月 28 日の第１回執行部会および同年５月 12 日の第４回教授会で報告

するなど取り組んできたが、建学の精神に基づく教育の見える化を図る教育成果指標

の設定とそれを定期的に確認する体制をさらに確立することが課題である。  

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞  

 現在、改善中のため特になし。  

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付‐36 本学ホームページ「自己点検・評価」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/evaluation 

備付‐7 令和３(2021)年６月２日教授会議事録・提出資料「建学の理念・各ポリシーの

検討 常磐会短期大学・教育のグランドデザイン」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/evaluation
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備付‐37 「常磐会短期大学 内部質保証に関する方針」（新規）  

提出資料‐規程集 35 「常磐会短期大学 内部質保証に関する規程」（新規）  

提出資料‐規程集 33 「常磐会短期大学 学長室規程」（新規）  

提出資料‐規程集 20「常磐会短期大学執行部規程（改正）」 

提出資料‐規程集 21 「常磐会短期大学  部規程（改正）」 

提出資料‐規程集 29「常磐会短期大学評価規程（改正）」 

提出資料‐規程集 30「常磐会短期大学外部評価委員会規程」 

備付‐38「常磐会短期大学 内部質保証システムの再構築について」  

備付‐39「常磐会短期大学第三者評価委員会 委員一覧」 

備付‐40 配布資料「2021 年度 成績評価と再試験等についてのお願いについて」 

備付‐41 令和３(2021)年４月 28 日の第１回執行部会、令和３(2021)年５月 12 日第

４回教授会提出資料「成績評価の妥当性検証について」  

備付‐42 令和２(2020)年 2 月 17 日（水）15 時 30 分 FD 研修会報告書  

備付‐8 令和４年度「基礎演習」 シラバス 

備付‐43「規程制定及び一部改定一覧」  

備付‐44「学長表彰関係資料」  

 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組

んでいる。］ 

（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。  

（2） 定期的に自己点検・評価を行っている。  

（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。  

（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。  

（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。  

（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

 自己点検・評価については、平成 11(1999)年に「常磐会短期大学 評価規程」を、

平成 17(2005)年に「自己点検・自己評価実施規程」を、そして平成 24(2012)年に「第

三者評価委員会規程」を制定し、規程にもとづく自己点検・評価委員会と各領域を担当

する自己点検・評価専門部会の教職員の協力のもとで、毎年「自己点検評価・報告書」

を作成してホームページ等で公表してきた（備付‐36）。 

さらに内部質保証について全学的で組織的な取り組みを進めていく必要があるため、

令和２(2020)年度にモデル的に設置した学長室や従来の執行部会を中心に、教育の質

保証をするとともに自己点検の PDCA を動かす中核組織を検討し、令和２(2020)年９

月 30 日の執行部会および同年 11 月 9 日の第 23 回常磐会学園常任理事会で説明、同

年 12 月９日の学長室会議（仮称）で具体的体制のあり方を詰め、執行部会を内部質保

証推進委員会として位置付け、各組織に関する規程類の見直しを図り、内部質保証シ

ステム体系を構築し運用する準備を整えた。続く、令和３(2021)年度は、「建学の理念・
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各ポリシーの検討 常磐会短期大学・教育のグランドデザイン」（備付‐7）を検討す

るとともに、内部質保証に関する諸規程案を令和３(2021)年４月２日の教授会で説明、

同年４月７日の教授会で採決。同年４月 20 日の第１回理事会に諮り承認され、以下の７

本の内部質保証体制の基礎となる規程の制定と改正を行った。  

 

趣旨：体制構築の基盤となる質保証の方針と規程の策定 

1．常磐会短期大学「内部質保証に関する方針」（備付‐37） 

2．常磐会短期大学「内部質保証に関する規程」（提出資料‐規程集 35） 

 

趣旨：PDCA サイクルの核となる組織の設置 

3．常磐会短期大学「学長室規程」（提出資料‐規程集 33） 

4．常磐会短期大学執行部規程（提出資料‐規程集 20） 

 

趣旨：「実習指導部」の新設および各部執務内容の再編  

5．常磐会短期大学部規程（提出資料‐規程集 21） 

 

趣旨：外部評価等にかかる文言の整理と根拠規程としての質保証規程の追記、自己点検・

自己評価委員会および専門部会の執務内容の再編 

6．常磐会短期大学評価規程（提出資料‐規程集 29） 

7．常磐会短期大学外部評価委員会規程（※規程名称変更）（提出資料‐規程集 30） 

 

 これらの活動について高等学校等のステークホルダーによる意見聴取は、毎年、外

部評価委員を依頼して「自己点検・自己評価報告書」に基づき、評価点検をしてもらっ

ている。令和２年(2020)年度、３(2021)年度は、感染症の拡大により書面会議となって

しまったが、外部評価委員より貴重な意見を頂いた。評価の結果については、集約して

検討し、次の外部評価の際に委員にフィードバックしている。これらの取り組みによ

って、自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している（備付‐39）。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。  

（2） 査定の手法を定期的に点検している。  

（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。  

（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵

守している。  

 

＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞ 

学習成果を焦点とする査定の仕組みについては、アセスメント・ポリシーの策定が

求められるが、感染症流行への対応に尽力が注がれて策定を行うことができなかった。

学習成果の査定について、中央教育審議会の答申「学士課程教育の構築に向けて」（平
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成 20 年 12 月 24 日）では、「①教員間の共通理解を土台に、成績評価基準を策定し、

その明示について徹底する」ことがもとめられているが、本学の成績評価基準／90～

100 の「秀」は、全体の１割以内とするとして、専任・兼任の全教員に配布資料で周知

している（備付‐40）。また、同答申では「②成績評価の結果について、基準に準拠し

た適正な評価がなされているかの組織的な事後チェックを実施すること」が求められ

ている。教育の向上・充実のための PDCA サイクルの活用については、前述のように

従前の教学体制でのチェックのみならず、教学 IR の取り組みについて学長室を中心に

内部質保証推進組織としての執行部で執り行うことを構想した。  

令和２（2020）年度は感染症流行により、通常対面授業の実施が困難になる中、か

つて経験したことのない遠隔授業を行うことになり、成績評価の妥当性を検証する必

要が生じたため、モデル的に設置した学長室が中心となって、１回生時に対面で授業

が行われた２回生の GPA 成績と、ほぼ１年間に遠隔授業が展開された１回生の GPA

成績とを比較することや、「③成績評価の通用性を高める方策として学内の教員以外の

第三者の参画を求める仕組みを検討する」ことなどが求められているため、学習成果

に対して外部からの査定となると思われる学生の実習先での実習評価と学生の GPA評

価との相関などを令和３(2021)年４月 28 日の第１回執行部会で提示し、令和３(2021)

年５月 12 日の第４回教授会で共有して検討した（備付‐41）。 

教育の向上・充実のための PDCA サイクルの活用では、令和２(2020)年 2 月 17 日（水）

15 時 30 分よりの FD 研修会で、学びあうクラスづくり教育への課題について全教員参

加で話し合う「ワールドカフェ」方式で開催し、これまでの本学の教育の特色が「学び

あうクラスづくり教育」、「実習教育」、「行事教育」にあること、そして、それが本学の

建学の精神である「和平」、「知天」、「創造」に合致している事を再確認するとともに、

３つのポリシーだけでは見えてこない各教育方法と教育資源との関係を検討すること

ができることが理解され教員で共有することができたことを踏まえて（備付‐42）、  

令和３(2021)年度に、これらの教育方法についての課題を、教務部・学生部協働による

クラス運営のあり方についての FD 研修会の実施、実習指導部・実習指導課による実

習指導体制の再構築と実習先との協働のための学生実習評価の再考、学生部と学生自

治会による行事教育のあり方と教務部と基礎演習プロジェクトによるクラス運営と連

動した「基礎演習」科目の内容のリニューアルなどに取り組むこととして、令和４

(2022)年度に向けて準備を行った（備付‐43）。 

法令の遵守については、今回の質保証体制と学習成果の検証で再度、関係法令や文

科省、中央教育審議会等の答申などを検討し取り組んだ。また毎年度の規程類の制定・

改正が確認できるように一覧を作成して管理を行っている（備付‐44）。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞  

 内部質保証については、その体制を構想し、取り組み始めたばかりである。今後は、

具体的なアセスメント・ポリシーの策定と、それに基づくエビデンスの収集と分析を

踏まえた公表や、学生個々の学びの可視化と蓄積を進め、教育の質保証と改善のため

の PDCA を回していくことが課題となる。  
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＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞  

現在進行中のため、特記事項なし。  

 

 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞  

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

 前回の平成 26(2014)年度の自己点検・評価における「建学の精神と教育の効果の行

動計画」では、「３つのポリシーの改定」と「建学の精神に沿った学長賞の授与」が挙

げられていた。それぞれの課題についての改善状況は以下の通り。  

(1)３つのポリシーの改定  

 建学の精神と教育効果が具体的に明確化されるような取り組みとして、まずは教職

員が再度「建学の精神」を現代的にアレンジして学内外ともに理解できるような内容

になるように３つのポリシーを再度点検していくとしていた。その後、アドミッショ

ン・ポリシーとディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの再考と一部の改定が

行われたが、今回の認証評価ではこれら改定された３つのポリシーを基盤として、建

学の精神から導かれる「クラスづくり教育」、「実習教育」、「行事教育」という３つの教

育実践方法を示し、それぞれにおける主要科目・活動と主要関係部署という教育資源

も視野に入れたグランドデザインを構想した。 

 

(2)建学の精神に沿った学長賞の授与  

 学生に対しても校是および建学の精神をさらに周知浸透できるようにするため、入

学式や主要な学校行事等の中で意識的に校是や建学の精神を強調するとともに、学長

賞を創設して建学の精神を最も良く体現できた学生、努力した学生に学長賞を授与す

るとしていた。平成 27(2015)年から学長賞が創設され、学生の主体的活動を表彰して

いたが、令和３(2021)年には、教授会で検討し学生部、実習指導・就職部、クラス担任

団、入試部からの推薦により学生表彰を行った（備付‐45）。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

(1)内部質保証推進体制の実質化と教育成果の可視化  

今回、構想したグランドデザインに沿って、教育成果を可視化して実証し公表して

いく必要がある。これらを実行、推進していくためには、学長室会議の定例化と執行部

会（内部質保証推進委員会）による毎年の各部課題共有と年度末の実施報告などによ

って内部質保証推進組織の活動が根付いていること、学長室が中心となった IR の体制

が確立していること、アセスメント・ポリシーが示されて教育のエビデンスが明確に

なっていることが前提となる。  

 

(2)学生の多様な学びの成果  

 学生の多様な学びの成果については、上記の課題と連動している。令和３ (2021)年度
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は、学生の学びの成果を学生 GPA と実習先の評価や公立園採用の結果などとの相関を

検証することを試み、教育情報の公開内容などについて再検討したが、今後は学生の

学びを多面的に拾い上げて、卒業時点でのディプロマサプリメントとすることやファ

クトブック、データブックの要素として公表していくことが求められる。  

 

 

 

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

[テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程] 

 

＜根拠資料＞ 

提出‐1「常磐会短期大学  学則」  

提出資料‐規程集 4「常磐会短期大学幼児教育科学位規程」 

提出‐2「2021 年度 学生便覧」 

提出‐7 「履修要覧」 

提出‐11 2021 年度「シラバス」 

備付‐45「常磐会短期大学学則」第 6 条 2（令和 4 年 4 月 1 日施行）  

備付‐46「2022 年度 「常磐会短期大学幼児教育科学務規程」  

備付‐47「2022 年度 学生便覧」 

提出資料‐規程集 2「常磐会短期大学幼児教育科学務規程」 

備付‐8「令和４年度 シラバス」 

提出資料‐規程集 26「人権教育推進委員会規程」  

備付‐48「人権教育推進委員会報第 33 号」 

提出‐3 「2021 年度 1 回生 基礎演習テキスト」  

備付‐43 令和４年度「基礎演習」 シラバス 

備付‐49 FD 研修会のパワーポイント  

備付‐50 進路ガイダンス資料  

備付‐51「常磐会会報ときは 第 122 号」 

備付‐3 「学園報第 14 号」 

備付‐52「シラバス修正一覧」  

備付‐53 卒業生からの就職相談一覧  

提出‐9「教育方針‐３つのポリシー‐」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy 

備付‐54「令和２年入試部会兼・アドミッション・プロジェクト・ポスト 2021 会議録」 

提出‐15「TOKIWAKAI COLLEGE 学生募集要項 2022」 

提出‐4 「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」 

備付‐55 令和３(2021)年度入試 入試面接評価資料  

備付‐56 令和３(2021)年度 「ピアノ演奏法講習」資料  

提出資料‐規程集 6「常磐会短期大学 入学試験委員会規程」  

様式 6－基準Ⅱ 
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提出資料‐規程集 19「常磐会短期大学 教授会規程」  

提出‐15「2022 年度 学生募集要項」 

提出‐4「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」 

備付‐57 本学ホームページ「学費等納付金」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/admission/tuition/ 

備付‐58「ちょっと気になるお金のはなし」  

備付‐59 本学ホームページ「お問い合わせ」https://www.tokiwakai.ac.jp/inquiry 

提出‐4「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」 

備付‐60 本学ホームページ「学生広報スタッフブログはれときどきときわ」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/staff_blog/about/ 

備付‐61 2021 年度 入試部会資料 

備付‐33「入試部兼・アドミッション・プロジェクト・ポスト 2021 会議録」令和２

(2020)年８月 19 日 

備付‐5 「2019 年度評価 令和元年度第三者評価委員会ご意見への対応」  

備付‐62 本学ホームページ「就職実績」  

https://tokiwakai.ac.jp/career/career_results. 

備付‐63「シラバス作成の手引き」  

備付‐64「履修カルテ指導要領」  

備付‐65「成績通知書の様式」  

備付‐66 「学生生活満足度アンケート」  

備付‐29「就職先から卒業生に対する評価結果」  

備付‐67  FD 委員会議事録  

備付‐68 本学ホームページ「GPA 等の設定と適正な成績管理の実施について」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/gpa2.20220520 

備付‐28「成績評価の妥当性検証について」2021 年 4 月 28 日 執行部会提出資料  

備付‐24「令和 2(2020)年度・令和３(2021)年度 実習先へのアンケート調査結果」  

備付‐26「実習指導部報 てしお 第 16 号」2022 年 3 月 31 日発行 

備付‐69 「2021 年 Teams 説明会 PPT 資料」 

備付‐70 「実習先配当一覧」  

備付‐71 「実習代替授業実施一覧」  

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）を明確に示している。］ 

 

（1） 卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。  

 ①卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要

件を明確に示している。 

（2） 卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。  

（3） 卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。  



40 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」については、建学の精神を

もとに設定され、「学則」第９条及び「常磐会短期大学幼児教育科学位規程」に明記さ

れている（提出‐1、提出資料‐規程集 4）。本学に２年以上在学し、「学則」第７条に

定める授業科目及び単位数を修得した者には教授会の議を経て、学長が卒業を認定す

るとし、同第９条では、前項の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるとこ

ろにより短期大学士の学位を授与するとしている。  

卒業認定と学位の授与、資格取得の要件についてはすべて、「学則」第２章及び第３

章で、修業年限、修得すべき単位数等の卒業要件を定めており、「学生便覧」、「履修要

覧」においても明記している（提出‐2、提出‐7 p.3-p.9）。 

本学のディプロマ・ポリシーは、平成 23(2011)年度の本学教育課程改定に併せて整

備され、当初から「短期大学士授与の方針」と「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の

取得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」を分けて示していた。これは、「短期

大学士」の学位を与えるにふさわしい基礎的・汎用的能力を示すのみならず、保育者養

成校として、より具体的な各専門的能力に対する目標を明確化する必要があると考え

たからである。よってこの「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者

と認めるにあたっての方針」については、「学習成果」と同様の位置づけとして扱って

きた。 

なお、各教科目とディプロマ・ポリシーとの関連について、これまでは、授業担当者

の判断を尊重し、明確な方針を示していなかったが、令和３(2021)年度に教務部及び教

科目連絡会で検討し、関連を明確にし、「履修要覧」の学科目配当表及び令和４(2022)

年度から各シラバスに明記している（提出‐7 p.8-p.9、備付‐8）。 

本学の学科・専攻課程の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）は「知

識・理解」、「関心・意欲」、「思考・判断」、「技能・表現」、「態度」の五つの観点から記

述しているが、これは文部科学省が提唱する「観点別学習状況の評価の観点」を踏まえ

ており、現代の学校教育で育みたい力を検討する際の観点であるといえる。また、幼稚

園教員養成課程および保育士養成課程として求められる基準に即した学修内容の習得

を単位認定の根拠としている。これらは、本学の卒業認定・学位授与の方針が社会的・

国際的な通用性を持つものであることの根拠であるといえる。  

学科の卒業認定・学位授与方針の定期的な点検については、教職課程や保育士養成

課程の改定に伴う教育課程改定等のタイミングで見直しを行うとともに外部第三者評

価委員会からの意見等を参考にして適宜見直しを行っている。改訂にあたっては執行

部会と教務部の協働により素案を策定し、その素案を教授会で議論するという形で組

織的な見直しを行っている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を明確に示している。］ 
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（1） 教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。  

（2） 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。  

 ① 短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。  

 ② 学習成果に対応した、授業科目を編成している。  

 ③ 単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数につい

て、年間又は学期において履修できる単位数の上限を定める努力をしてい

る。 

 ④ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定してい

る。 

 ⑤ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間

数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。  

 ⑥ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面

接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。  

（3） 教育課程の見直しを定期的に行っている。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

本学の教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）は、「H：人権」、「L：

リテラシー」、「P：保育・教育・福祉の理念」、「A：保育・教育・福祉の実践 A」、「B：

保育・教育・福祉の実践 B」、「M：心と体」、「C：保育内容とカリキュラムマネジメン

ト」、「E：表現と運動」の８科目群に示され、これらは卒業認定・学位授与の方針に対

応している（提出‐7 p.20-p.21）。 

本学のディプロマ・ポリシーは「短期大学士授与の方針」と「幼稚園教諭二種免許

状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」に分けて示されて

いる。このうち、「短期大学士」の学位を与えるにふさわしい基礎的・汎用的能力は、

開講されているすべての科目を通して習得されるものとして位置づけられるが、学力

の根本を成す「口頭あるいは文章によって論理的に表現する（DP の４）」力量形成の

ための『L：リテラシー』に関わる科目群と「人権感覚を身につけ、自らの義務を着実

に果たし、知識や能力を活かして社会に貢献できる（DP の５）」力量形成のための『H：

人権』に関わる科目群については、本学が考える基礎的・汎用的能力の根幹を成すもの

として設定している（提出‐7 p.22）。 

保育者としての専門性の育成に関しては、「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取

得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」に基づき、カリキュラム・ポリシーにお

いて下記の科目群を設定している。  

「保育・教育・福祉の基本概念と理念を理解することを目的とした科目」として、

『P：保育・教育・福祉の理念』を置いている。また、保育者としての実践力の向上の

ために、「保育・教育・福祉の方法の基礎を身につけ、自ら実践する力の育成を目的と

した科目」として『A：保育・教育・福祉の実践 A』に関わる科目を、特別支援や保護

者支援など、より具体的な対象に即した「保育・教育・福祉の対象に即した援助の方法

を理解し、実践できる力の育成を目的とした科目」として『B：保育・教育・福祉の実
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践 B』に関わる科目を置いている。  

さらに、保育者としての専門的な力量形成に関わって、「子どもの心身のありようと

発達を理解し、適切な関わりを身につけることを目的」とした『M：心と体』に関わる

科目、「保育内容についての知見を深めるとともに、乳幼児期にふさわしい保育を組み

立て、適切な関わりができる力の育成を目的」に『C：保育内容とカリキュラムマネジ

メント』に関わる科目を置いている。特に、平成 30（2018）年度から施行されている

幼稚園教育要領・保育所保育指針等の改訂の中で注目されている「カリキュラムマネ

ジメント」という文言を科目群の名称に取り入れることで、保育者の専門性における

カリキュラムマネジメントの力量の重要性を学生自身が意識できるようにしている。  

保育の技術を習得する科目として位置づけられる音楽・美術・体育等の分野におけ

る実技力の向上は教科目配置における重点事項であり、これまでも本学教育課程にお

いて重視してきた事項である。「豊かな実技力と運動能力を身につけ、子どもの表現活

動・運動への指導・援助ができる力の育成」を目的とした『E：表現と運動』の科目に

おいては、本学のこうした蓄積を体現した科目配置となっている。すなわち、保育士資

格・幼稚園教諭二種免許状取得のための必修科目である「身体表現」、「音楽表現」、「造

形表現」、「言語表現」のみでなく、より基本的な実技力からの積み上げを可能にする

「身体表現入門」、「音楽表現入門」、「造形表現入門」の３科目を置き、さらにより発展

的な実技力と実践力の獲得を目標とした「あそびと運動」、「子どもと音楽」、「あそびと

造形」の３科目をそれぞれ選択科目として設置している。こうした「三層構造」による

実技科目の設定は本学における実技力向上のための取り組みの中核をなすものである。

なお、「入門」科目については、卒業選択必修科目として３科目中１科目の履修を義務

付け、発展的な力量の獲得を目指した選択科目については、３科目中１科目は履修す

るように指導する方針で指導を行っており、学生の実技力の強化に繋がるようにして

いる（提出‐7 p.10）。 

本学の教育課程は、短期大学設置基準の「短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授

し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的

な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない」に則

り、専門性の育成と幅広い教養や豊かな人間性の涵養に資することを目的に、本学の

カリキュラム・ポリシーに示す授業科目群に基づいて設定している。 

本学では、「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるにあ

たっての方針」を学習成果と同様の位置づけで扱ってきたが、教科目設定に関しても、

前述の通り、「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるにあ

たっての方針」に基づき、幼稚園教諭二種免許状取得に必要な教職課程、保育士資格取

得に必要な保育士養成課程を踏まえて、授業科目の設定が行っている（提出‐7 p.8-

p.9）。 

予てからの案件であった単位の実質化については、令和３(2021)年度に教務部を中

心に検討を重ね、学生が年間において履修できる単位数の上限を定め、「学則」および

「学務規程」に明記し、令和４(2022)年度から実施することとなった（備付‐46、備付

‐47、備付‐48）。 

成績評価基準については、短期大学設置基準に則り、「学則」第８条において、「授業
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科目を履修し、その試験に合格した者には所定の単位を与える」としたうえで、「前項

の試験の評価は、秀・優・良・可・不可の５種の標語をもって表し、秀・優・良・可を

合格とする」と明記している。試験については、「学務規定」の第２章において、試験

の形式・評語・実施方法・試験の評価を受けることができる条件・定期試験の実施方

法・不正行為への対応方針について明記している。また、「学生便覧」、「履修要覧」に

も明記することによって、学生への周知を図っている（提出‐1、提出‐2 p.74-p.75、

提出‐7 p.14-p.16）。  

シラバスは、適宜、学生に明示する項目の見直しを行っている。令和３(2021)年度は、

学習成果、授業時間数、授業内容、事前・事後学習の内容と所要時間、成績評価の方

法・基準、教科書・参考書等を明示し、さらに令和３(2021)年度に教務部内で検討を行

い、令和４(2022)年度より各教科目におけるディプロマ・ポリシーとの関連をシラバス

に明記することとした（備付‐8）。なお、令和３(2021)年度も引き続くコロナ禍の中、

より質の高い授業を保障するという観点からポータルサイトに加えて Microsoft 

Teams を本格的に導入するとともに、事前・事後学習のための授業内容配信を行った。 

直近の教育課程の見直しでは、教職課程の再課程認定に伴って令和元(2019)年度に

実施し、カリキュラム・ポリシーの再設定とカリキュラム・マップの策定を行い、科目

の変更と教科目のナンバリングを行い、教育課程のより一層の体系化を図った（提出

‐7 p.20-p.21）。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培

うよう編成している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。  

（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。  

（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

本学における基礎教育科目は、「子ども」「保育」を見据えながら、より幅広い教養を

身につけることを目的に内容が構成されている。基礎教育科目における選択科目につ

いては、自然科学にかかわる科目（「子どもと自然（幼児と環境①）」、「子どもと植物

（幼児と環境②）」、「科学あそび（幼児と環境③）」）から１科目、人文社会学にかかわ

る科目（「ジェンダーと教育」、「出会いの心理学」、「コミュニティと福祉」）から１科

目、芸術や文学にかかわる科目（「子どもと絵本」、「表現の世界」、「音楽の世界」）から

１科目を、それぞれ卒業のための選択必修科目として履修することとなっている（提

出‐7 p.10）。 

また、本学は人権教育を基盤とした教育方針を掲げており、「市民として、保育・教

育・福祉に携わる者として求められる人権力の育成」を目的とした人権関連科目を、卒

業必修科目として設定している。人権関連科目には専任教員を配置し、専任の教職員

全員で構成される「常磐会短期大学人権教育推進委員会」の企画運営部のメンバーと
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しても（令和３(2021)年度については委員長）位置づけられており、学内における人権

啓発の中核的役割として、授業の枠に収まらない人権学習の機会を提供する役割を担

っている（提出資料‐規程集 26、備付‐46）。 

さらに、社会人として保育者として求められる「言葉や情報技術を用いてコミュニ

ケーションや情報発信ができる力の育成」を目的とした、リテラシーに関わる科目を

置いていることも、本学の教養教育の内容の特質である（提出‐7 p.21）。 

初年次教育の中核である科目「基礎演習」は、令和３(2021)年度まで「短期大学にお

ける学び方」の学習や漢字力など基礎学力に関わる事項を扱う回を専任教員全員が横

断的に履修者を担当する少人数のグループ（横断編成）で開講、また行事等への取り組

みを通してコミュニケーション力の育成に関わる事項を扱う回をクラス単位で開講、

さらに２回生時の保育実践演習に向けた回を次年度配属予定のゼミ単位で開講するな

ど、教育目的に応じた柔軟な体制で授業を展開してきた（提出‐3）。 

本学の教養教育と専門教育の関連では、「基礎学力」、「専門知識」に加え、保育現場

でこれらをうまく活用していくための「社会人基礎力」育成も柱にする必要がある。社

会人基礎力に関して経済産業省は、「前に踏み出す力」（主体性、働きかけ力、実行力）、

「考え抜く力」（課題発見力、計画力、創造力）、「チームで働く力」（発信力、傾聴力、

柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力）の三つの能力と 12 の能力要

素で説明しているが、これらについて学校生活全般を通じて育成することが重要にな

る。従来本学では、さまざまな学内行事等をクラス単位で行うことを通じて、学生の社

会人基礎力の育成にあたってきたが、近年、学生の多忙化や集団形成の力量の低下な

どの中で、学内行事等の運営にさまざまな課題がみられるようになってきた。「基礎演

習」においてクラス単位で行事等への準備や振り返りを行う取り組みは、こうした課

題にこたえ、社会人基礎力を育成するものであり、学習集団としてのクラス集団作り

にも寄与するものである。  

しかしながら、令和２(2020)年度からのコロナ禍による遠隔授業対応の中で、クラス

での様々な活動が実施できず、代替となる取り組みを実施したものの、学生がクラス

集団を形成する機会は大幅に減少した。その中で、「学生間の関係性が深まらず、居

場所を見出すことが難しい」、「協同学習の質が上がらない」などの現状が指摘され、

クラスの人間関係がうまく構築されず、クラスの分裂や離脱、学生の休学や退学につ

ながる事例も確認された。また、学生が行事のために時間が割けない状況があるこ

と、行事の運営についても一部学生のみが運営している、意見が出せない、安易に多

数決を用いて決定をするなど、民主的にみんなが納得しながら準備を進めることがで

きないという、集団での行事運営の力量の低さも指摘された。こうしたことから、令

和３(2021)年度には、学び合う共同体としてのクラス集団作りの取り組みが急務であ

ることが教務部会で確認され、「基礎演習」授業のあり方を再検討するために、令和

４(2022)年３月に FD 研修会を３回実施し、「基礎演習」改定の方向性を共有し、内

容について検討する機会を持った（備付‐47）。 

その結果、令和４（2022）年度より、基礎演習の内容を下記のポイントに基づき、

大幅に変更することとした（備付‐43）。 
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【令和４（2022）年度からの「基礎演習」改定の概要】  

➢ コロナ禍による学生の自治活動の衰退やクラス集団作りの困難さの克服と少

人数指導体制の構築の必要性から、「基礎演習」は、「クラス編成回（クラス

全体）」「グループ編成回（クラス内での小グループでの実施）」「ゼミ編成

回」の 3 つの編成で実施する。  

➢ 「グループ編成回」は従来の「横断編成回」の実施内容をスライドさせるこ

とで、少人数での指導を充実させる。  

➢ 「クラス編成回（クラス全体）」は従来の内容を充実させ、6 月に「遊び場を

作り子どもたちを招待する」イベント準備を通して、民主的な話し合いの手

法を学び、協同活動に取り組む中で、クラス集団作りの機会を創出する。  

 

教養教育の効果の測定・評価と改善への取り組みでは、平成 28(2016)年度までは「基

礎演習」の中で学外事業者作成のプレスメントテストとアチーブメントテストを実施

し、学生の教養教育に関わる現状の理解を行っていたが、テスト内容が学生の現状や

保育者養成校の学習内容に合致していないと判断し、平成 29(2017)年度より実施して

いない。「基礎演習」における漢字学習については、到達度テストを実施し、保育者と

して求められる漢字力の育成に取り組んでいる。  

今後、「履修カルテ」の取り組み等と連動する何かの評価指標と自己判定の仕組みに

ついての検討が必要であるが、令和２(2020)年度、令和３(2021)年度は、コロナ禍にお

ける学習保証という喫緊の課題の解決を優先する必要があったため十分な検討を行う

ことはできていない。  

「基礎演習」の効果測定に関しては、学級集団作りという量的指標で判断すること

が難しい内容を扱っているために、学生の満足度調査や学びあう共同体づくりが学習

成果にいかに反映するかといった諸点との関連を考えながら、効果測定の方法を検討

する必要がある。現状では、基礎演習の各回の取り組み内容における学生の感想等に

基づいた質的な効果測定の方法により試行している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に

必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業教

育の実施体制が明確である。  

（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

本学学生の大半は、保育・幼児教育の専門職として育っていくため、専門教育と職業

への接続を図る実施体制は、教務部・教学課、就職部・就職課が中心となった体制を取

り、進路支援センターが具体的な情報提供と就職活動への支援を担っている。  
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職業教育に関しては、「キャリアデザイン」（２単位）科目をはじめ、全５回の保育・

教育実習及び実習指導（全 14 単位）の科目や保育者養成に必要な教養・専門科目群を

開講するとともに、進路支援センターにおいては次のような取り組みを実施している。 

職業教育を行うにあたり、保育の現場をよく理解し、ミスマッチをなくすための取

り組みとして、春夏冬休みを利用して保育所・幼稚園や施設等へのボランティア活動

の推奨、１回生から就職フェア（大阪民間保育園・大阪市私立保育園連盟等が開催）へ

の参加、２回生には保育所・幼稚園・認定こども園・施設への就職を前提とした園見学

の推奨を実施してきた。  

また、就職試験に向けた取り組みとして、１回生後期に実施される大阪私立短期大

学協会主催の｢短大生のための就職セミナー｣への参加を促すことや、１回生後期から

の進路ガイダンス（全 11 回）を実施している。進路ガイダンスでは、学生の進路希望の

把握のため、1 回生の冬に全員に個人面談を行い、それ以降、採用試験に向けて受験のル

ールや社会人としてのマナー、キャリアアドバイザーによる「履歴書の書き方セミナー」

を企画し、その後クラス担任の協力を得ながら、履歴書の添削や面接指導へと繋げて

いる。   

令和３(2021)年度については、新型コロナ感染症の影響により、いくつかのプログラ

ムは中止となったが、１回生後期からの進路ガイダンスは、実施することができた。２

回生も同様に開講方法を簡素化してガイダンスを実施した。また必要な進路情報につ

いては、学生の登校が難しくなる中、ポータルサイトを活用して積極的に提供した（備

付‐50）。 

既卒者に対する支援では、（一財）常磐会の協力を得て、会報「ときは」や「学園報」

で進路支援センターの業務内容を掲載するとともに、卒業生の動向を収集し、既卒者

に対しても職場紹介を実施している（備付‐51、備付‐3）。 

職業教育効果の検証では、令和３(2021)年度の卒業生 132 名のうち、保育士の資格

取得は 121 名（91.7%）、幼稚園免許取得は 123 名（93.2%）であった。また就職希望

者に対する就職率は 100%で、そのうち保育・福祉の専門職への就職率は 97.5%と高く

なっている（備付‐93）。この結果をもとに評価・改善を行っている。  

卒業後の実社会における職業教育全体の効果測定・評価や改善について、卒業後就

職先に訪問し実際の職場での卒業生の実情を聴取して、職業教育と進路指導の効果を

測定・評価し、改善に取り組んでいる（備付‐52）。 

また、卒業生から職場の悩み相談、転職相談などを受けて記録を取り、今後の職業指

導の参考にしている（備付‐53）。本学では、実務経験を有する教員が多数所属し、学

生の職業選択に関する情報の把握や学生への助言等は、日常の中で行われて、職業教

育の改善に必要な学生の意見は共有している。  

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・ポ

リシー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  
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（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。  

（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。  

（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。  

（4） 入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。  

（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定して、

公正かつ適正に実施している。  

（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。  

（7） アドミッション・オフィス等を整備している。  

（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。  

（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検してい

る。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

本学は保育者養成系の単科短期大学として、その学習に向かう姿勢や求められる基 

礎的な学力・技能を「アドミッション・ポリシー」に掲げているが、「学則」第１条の

教育目的及び学習成果であるディプロマ・ポリシーに定めている「短期大学士として

の資質」と「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者としての資質」

を身につける学習の基盤として必要な事項がすべて含まれている（提出‐1、提出‐9）。 

令和２(2020)年度には、本学の入試区分とアドミッション・ポリシーとの関連及び妥

当性を入試部会で検討した。（備付‐54） 

本学のアドミッション・ポリシーは、「学生募集要項」の１ページ目に明確に記載し、

すべての入試区分の出願資格において「本学のアドミッション・ポリシー（入学者受け

入れ方針）を理解」していることを求めている。あわせて「キャンパスガイド（大学案

内）」やホームページ上にも掲載している（提出‐15、提出‐4 p.41、提出‐9）。  

本学のアドミッション・ポリシーは、入学前に修得しておくべき学習成果の把握・評

価として、基礎的な学力を身につけることや自己研鑽し続ける姿勢の大切さ、保育者

としての心構え、音楽などの各方面について端的に表現しており、総合型選抜入試、学

校推薦型選抜［指定校制］入試、学校推薦型選抜[公募制]入試、一般選抜入試等におけ

る入学前の学習成果の把握・評価を明確に表していると考えている。  

また、すべての入試区分で行う面接試験では、「入学者受け入れの方針（アドミッ

ション・ポリシー）」を面接会場に掲示して受験生に喚起し、掲示されているポリシ

ー項目の中で受験生が自ら選んで答えるという面接も取り入れ、アドミッション・ポ

リシーの理解と自己覚知、自己表現力を評価している。（備付‐55）。 

本学への入学が決定した高校生に対しては、仲間づくり体験や基礎的な漢字等の基

礎学力再確認、保育体験などを行う「常磐会の歩き方」プログラムや保育者として必要

なピアノ演奏技能の進度確認を入学予定者全員対象に行い、基礎演奏技能の習得が必

要な入学生には、「ピアノ演奏法講習（無料）」を行うことで、入学予定者全員の進度把

握と演奏技能の基礎定着のための入学前教育を実施し、入学後の学習成果を明確にで

きるようにしてきたが、令和３(2021)年度は、対面のプログラムとしての実施が困難で

あったため、「常磐会の歩き方」では課題提出型とし、「ピアノ演奏法講習」では夏季に
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補講を行うかたちで実施した。（備付‐56）。 

入学後の学習に必要な学力を把握するための学力テストを実施する選抜のほかに、

学科の特性に応じた資質・適正を把握するための実技検査を課す選抜を行うなど、複

数の選抜方法を整備して対応している。その際、高等学校の調査書等を含めた総合的

評価であることも募集要項に明示している（提出‐15 p.3）。 

本学は、入学者選抜には高校教育と大学教育を結ぶ重要な側面があることを自覚し

ている。令和３(2021)年度の文科省通知「令和３年度大学入学者選抜実施要領」に示さ

れた大学入学試験の留意点である学力の３要素「知識・技能」、「思考力・判断力・表現

力」、「主体性をもって多様な人々と協働で学ぶ態度」を評価する入試内容を取り入れ、

入学後の教育との関連を十分に踏まえた上で、入学方法の多様化、評価尺度の多元化

に努めている。そして、高大接続の観点により、多様な選抜についての選考基準を設定

し「学生募集要項」に明示している。そのうえで、入学者選抜は、入学試験委員会規程

および教授会規程に基づき、公正かつ適正に実施している（提出資料‐規程集 6、提出

資料‐規程集 19）。 

令和３(2021)年度は、教員による高校訪問を延べ 163 校に対して行った他、高校の

進路ガイダンスにも 24 校参加し、本学広報とともに高校現場の情報収集を行った。こ

れらの活動により、合格後の学習継続への高校の要望を反映した「TOKIWA スカラシ

ップ制度〈TSS〉～学びつづけるアナタを応援～」という本学独自の授業料免除制度を

設けることとなるなど、高校側から得られた情報を選抜や選考基準に取り入れながら

設定し、公正かつ適正に実施している（提出‐15 p.5）。 

授業料、その他入学に必要な経費については「学生募集要項」のみならず、キャンパ

スガイドや本学公式 Web ページ上においても明示している（提出‐15 p.23 、提出‐

4 p.38、備付‐57）。 

また、令和３(2021)年度は、学生募集にかかる従来の広報冊子等以外に「ちょっと気

になるお金のはなし」という別刷り冊子を作成し、学費とともに、本学独自の奨学金制

度についての理解促進を図った（備付‐58）。 

アドミッション・オフィスについては、平成 30(2018)年 4 月より入試広報課が設置

され、令和２(202)年度より併設大学と合同の入試広報課をそれぞれに分離独立させ、

広報機能の個別化と強化を図った。現在短期大学では課長１名、専任職員３名、兼任職

員１名の体制で多様な入試や広報業務に対応している。今後はアドミッション・オフ

ィス的機能を徐々に充実、強化していくことも視野に入れているが、アドミッション・

オフィスとしての設置、機能の充実、強化をはかるには、人員配置や専門的な知見、ス

キル等、検討すべき課題がある。  

受験の問い合わせに対しては、入試広報課として受験生専用ダイアルを設置し対応

を行っている。この入試広報課への問い合わせ専用ダイアルについてはキャンパスガ

イドや学生募集要項、入試の広報的印刷物等に記載しており、また本学公式 Web サイ

トにも番号を載せて周知を図り、適切に対応できるようにしている（備付‐59）。 

令和３(2021)年度もコロナ禍が収まらない中、オンライン・オープンキャンパスや

「トキワ de ナイト LINE トーク 入試個別相談」などのプログラムを実施した。本学

のオープンキャンパスの運営には毎回多くの学生が学生スタッフとして自発的に関わ
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ってくれている。そんな学生スタッフとは別に、本学には年間を通して常磐会短期大

学の“いま”と”魅力“を発信する学生の PR 活動チーム、学生広報スタッフ（Tokiwa Girls）

が存在する。学生広報スタッフ（Tokiwa Girls）は、教職員の推薦などにより選ばれて

結成されたチームで、在学生を代表して高校生や保護者の方など学外へ向けて常磐会

短期大学の魅力の PR 活動を展開している。  

具体的な活動として、本学の公式 Web サイトのブログ「はれときどきときわ」やイ

ンスタグラムなど各種公式  SNS で、日々の出来事や学生生活、文化祭などの学内行

事、授業や実習などその時々のトピック、情報を、大学生ならではの視点で発信した

り、オープンキャンパスの人気プログラム「キャンパスツアー」、「キャンパスライフな

んでも相談ルーム」、等でキャンパスライフを紹介したり、学生生活や授業、実習に関

する個別相談を担当している（提出‐4 p.33、備付‐60）。問い合わせに対応するだけ

でなく、学生スタッフの活動も通じて受験や学校生活に関する積極的な案内も行って

いる。 

入学者受入れの方針の定期的な点検では、感染症流行下での入試運営という課題も

あり、「入試部会兼アドミッション・プロジェクト・ポスト 2021」会議で、「令和３年

度大学入学者選抜実施要項」にもとづく本学各入試方法の妥当性の確認と本学アドミ

ッション・ポリシーと本学各入試方法の整合性、入試区分ごとの入学者の入学後の成

績の検証を行った（備付‐33）。また、アドミッション・ポリシーに関する外部からの

意見聴取については、公私立の高校関係者、保育・福祉現場の関係者、本学卒業生等で

構成され、毎年実施している本学独自の「外部評価委員会」に「自己点検・評価報告書」

をもとに意見を聴取している（備付‐5）。また、入学者受入れの方針はオープンキャ

ンパスや高校訪問の折に、受験生、保護者、高等学校関係者に逐次説明し、オープンキ

ャンパス参加者のアンケートや高校訪問時のヒアリングなどをもとに、定例の入試部

会でも適宜点検を行っている（備付‐61）。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

（1） 学習成果に具体性がある。  

（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。  

（3） 学習成果は測定可能である。  

  

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

本学は保育・幼児教育専門の実践者を養成する短期大学としてカリキュラムを整え、

学内外に認知されてきた。ディプロマ・ポリシーについても前述の通り、「短期大学士

授与の方針」と「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と認めるに

あたっての方針」を分けて提示しており、後者を「学習成果」と同様の位置づけとして

扱ってきた。学習成果については、各教科目において、「幼稚園教諭二種免許状・保育

士資格の取得にふさわしい者と認めるにあたっての方針」および、「教職課程コア・カ

リキュラム」や「保育士養成課程を構成する各教科目の目標及び教授内容について」に
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基づいて到達目標を示している。  

すべての教育活動はその方針に基づいて行われており、充実したカリキュラムのも

とで学生は着実に成長している。令和３(2021)年３月に卒業した学生の就職実績では

就職希望者に対しての就職率は 100%であり、その中でも保育所（園）、認定こども園、

幼稚園、福祉施設といった保育専門職に就いている卒業生は 98.3%、内正規採用率は

99.2%である。このことから、本学の入学者受け入れの方針は、在学中の学習において

も、また取得した免許や資格を生かした就職に向かう姿勢からも一定の学習成果をあ

げており、その方針は学習成果に対応しているものだと考える（備付‐62）。 

学習成果を具体性のあるものにするために、シラバス作成の際には、「シラバス作成

の手引き」において、「本学のディプロマ・ポリシーを念頭におき、別紙「教科目の教

授内容」の内容を踏まえて記述すること」、「『知識・理解』、『思考・判断』、『関心・意

欲』、『技能・表現』、『態度』の五つの観点から学習達成事項を記述すること」、「授業内

容の学習達成事項を具体的に記述すること」、「学習者の視点から、○○について『理解

する』、『説明できる』、『論理的に述べることができる』、『類別できる』、『指摘できる』、

『関心を持つ』、『主体的に考えることができる』など、行動目標を中心として記述する

こと」と具体的に示すことを求め、記述された内容は、教務担当教員によって、具体性

のある到達目標となっているかどうかを確認している（備付‐63）。 

学習成果の獲得については、教科目ごとに具体的な学習成果が設定されているため、

授業が実施されている半期期間内、あるいは教科目毎の目標については２年間の修業

年限内で獲得可能な内容となっている。  

現在、より具体的に測定可能な学習成果指標のあり方について検討中である。これ

までは、学習成果の測定の指標は各教科担当者に任されており、本学としての各目標

の到達度に対するより客観的な指標の策定が課題となっていた。保育者養成校の場合、

各科目で学習した内容をいかに保育・教育の実践に繋げるのかが問われるため、単な

る知識や技能の獲得状況を以て学習成果を測定することには限界があるが、実践的な

力量に関わる学習成果の測定の方法についての検討が遅れており、この点を深めるこ

とが必要であると考えている。特にアクティブ・ラーニング的な学習における評価方

法についての検討を行うことで、本学が求める学修成果の測定方法を明確にする必要

がある。そのため、令和３(2021)年度に、各教科目とディプロマ・ポリシーの関連性に

ついての本学としての方針を検討し、令和４ (2022)年度シラバスから明記することと

なった（備付‐8）。これを踏まえ、具体的な効果測定の検討につなげたいと考えてい

る。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］ 

（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の

業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。  

（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学な
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どへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用している。  

（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 

学習成果の獲得状況の測定については、質的データを中心とした振り返りに取り組

んできた。個々の学生の学習成果の獲得状況の測定に関わっては、学生が自身の学習

成果を意識化するために、「カリキュラム・マップ」への成績評価の記入や「履修カル

テ」の記入などの方法で振り返りを行っており、その内容を各担当教員が確認するこ

とを通して個別支援を行ってきた（備付‐64）。 

「カリキュラム・マップ」への成績評価の記入については、本学のカリキュラム・マ

ップは、カリキュラム・ポリシーにおける科目グループごとの関連性を明確にすると

ともに、科目グループ内における各教科目の位置づけが視覚的に理解できるように整

理されている。また、単位を取得した科目に学生が評価に応じて色を塗ることで、自身

の各科目グループにおける成績の状況を視覚的に理解し、自身の保育者として求めら

れる資質・能力にかかわる「もちあじ」を理解できるようにしている。  

学習成果の量的データによる検討について、本学で現在常時測定可能なデータは、

GPA 分布、単位取得率、学位取得率、免許や資格の取得率である。単位取得率や学位

取得率については、大半の学生が単位・学位を取得してきたため、その取得率を問題に

する必要性がなかったため、経年比較等は行ってこなかった。しかしながら、近年、卒

業単位は取得できても免許や資格が取得できず卒業後に科目等履修生となる学生が増

加しており、今後、単位取得率等の指標をどのように用いるべきか検討を行った結果、

令和４(2022)年度より経年比較を行うとともにその結果を公表することとした。ただ

し、本学の場合、比率を問題にする以前に、単位取得ができない可能性がある学生への

個別支援については十分に行っており、科目等履修生となった学生への就職支援等も

十分に行っているため、比率を数値的に出すことがどのような支援につながりうるの

かを視野に入れた検討を行う必要がある。GPA についても、単位取得率は成績不振の

学生に対する個別支援のツールとして用いられている。学生には成績発表時に GPA を

公表しており、学生自身の学習の指標となっている（備付‐65）。 

インターンシップや留学、大学編入学等は数が少ないためデータとしては活用して

いないが、学生調査や学生による自己評価、同窓生・雇用者への調査、在籍率、卒業率、

就職率については、「学生生活満足度アンケート」、「実習訪問時における卒業生の雇用

者への調査」（備付‐66、備付‐29）などを活用し、本学の教育の見直しや就職指導の

見直しに用いている。こうした結果は FD 委員会において検討され、本学の教育活動

の方向付けを行うための基礎資料となっている（備付‐67）。 

学習成果の公表については、令和２(2020)年度より実施された「高等教育の修学支援

新制度」に関わって、各学生が、自身の GPA 値と学年内における位置づけを理解する

ことが必要となったため、学年全体の GPA 値の分布については公表している（備付‐

68）。 

なお、基準Ⅰ‐B で述べた令和２(2020)年度の学生成績評価（GPA）と実習先の実習

評価及び公立園合格との関係性について成績評価の妥当性検証の一環として分析し、
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令和３(2021)年４月 28 日の第１回執行部会および令和３(2021)年５月 12 日の第４回

教授会で示した（備付‐28）が全学的な方針の提示が今後の課題であるため公表して

いない。 

［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。  

（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 

 進路先の卒業生の動向や評価については、就職部と就職課で当該年度や過年度入職

者の資料を作成して、実習巡回時に各巡回教員が聞き取りをして把握し、書面で報告

されて、就職課でそれを集約している（備付‐52）。また、学生の実習に関する評価に

ついては、例年、実習先との懇話会を 1 月に開催し、学生の学習成果にてついての意

見を聴取しているが、新型コロナ感染の状況により、２年間対面方式での懇話会が実

施できなかった。その間、実習先へのアンケート調査を行い、学習成果の分析と点検を

行った（備付‐24）。 

令和３(2021)年度は、ZOOM を使用して懇話会を開催した。幼稚園実習園 8 園、保

育実習園 17 園、施設実習施設４園に参加いただき実習中の学生の姿や就職後に大切に

したいことなど生の声を聴くことができた。  

実習先からのアンケート結果、ZOOM 懇話会の内容については、実習指導部報「て

しお第 16 号」に掲載し、実習先にフィードバックするとともに教育改善のための資料

とした（備付‐26）。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞  

 学力等の多様化に応じた教育内容の精査と学習支援体制の構築が課題である。さま

ざまな支援を必要とする学生が増加する中、学習支援を教職員が個別対応の中で行う

ことには限界がある。本学はクラス制を採用しているが、クラスが学習集団として機

能することで学びに向かう雰囲気が高められ、より効果的で深い学びが実現するが、

反対にクラス集団が学生の居場所として機能せず、学びに向かう雰囲気が形成されな

い場合、そのクラス内での学習の成果は不十分なものになるかも知れないと推測され、

これまでもクラス集団作りを意図した様々な取り組みを行ってきた。令和２(2020)年

度以降のコロナ禍による影響でクラス集団が形成されないことの負のインパクトの大

きさを痛感する中、令和３(2021)年度には、令和４(2022)年度の実施に向けて教務部、

学生部で１回生配当の「基礎演習プロジェクト」を立ち上げ、再検討したが、短期大学

における「学び合う共同体づくり」を確立させることが本学における教育課程の中核

的課題である。 

また、学習成果の可視化や単位の実質化などの教学改革への取り組みも課題となる。

幼児教育科としてふさわしい学習成果をどのように設定し、どのような方法で可視化

するかの検討が必要である。  
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＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞  

令和３(2021)年度も、新型コロナウイルス感染症の流行にあって、下記のような取り

組みを行うことによって、授業保証が行えたこと、令和２(2020)年度の後半からは、

Microsoft Teams を活用し、段階的に遠隔授業の内容を充実させることにより、学生に

とっても無理のない形でのオンライン授業への移行が実現したことは特記事項である

（備付‐69）。 

令和３(2021)年４月に第１回目の基礎演習の授業で Teams を使用して会議を行い、

対面に近い形での授業の試みを教員・学生で実施した。令和３(2021)年４月９日から

14 日まで感染者発生による休校になった後、大阪府の要請を受け、６月 19 日までの

期間が遠隔授業となったが、Teams や本学のポータルサイトを使用して、遠隔授業の

充実を図ることにつながった。令和２(2020)年度前期の「課題を学生の自宅に郵送して

の遠隔授業」よりも対面授業に近い形での授業展開を行うことで、すべての学生の学

修を保証し遠隔授業の質の向上を目指した。  

実習については園によって、緊急事態宣言やまん延防止措置が発出されている間は

実習受け入れをしないという場合も多くあったが、保育者養成校として体系的に編成

している中の実習は最重要科目となるので、すべての学生が実習に参加できるよう、

他の園、施設に依頼した（備付‐70）。 

依頼については、本学の実習園との長年の信頼関係と実習指導担当教員の園や施設

とのコネクションを活かし、また、依頼後は新設した実習指導課が園との連絡を密に

行い、実習生も実習園・施設も安心感をもって実習に取り組むことができた。  

また、６月に予定を組んでいた実習について、２回生を７月に、１回生を９月に実施

時期を変更し、実習を選択した学生全員が現場での実習を体験できるようにした。同

時に、本人が感染したり、実習先が感染症のため、休園措置をとったりしている期間

等、現場での実習が叶わなかった学生に対しては、実習の不足期間分を学内での代替

授業を実施し、単位の取得を実現することができた（備付‐71）。また、実習前２週間

は、感染リスクを軽減させることを目的に、学内での対面授業を中止し、遠隔での授業

実施とした。特に９月実習では、学生の感染者、実習園での感染者が多く、代替授業を

受けた学生は 25 名であった。  

こうした取り組みの結果、令和３(2021)年度については、すべての教科目において年

度内に授業を無事終えることができ、学生の卒業・免許や資格の取得にもマイナスの

影響を与えることはなかった。  

上記の取り組みに際して、各教科目の授業内容の変更等が生じた場合は、シラバス

を各教科担当者の責任で修正するとともに、教学課への提出、および、実習の成績や代

替授業においては実習指導課に提出を行うことで、確実に学習活動が展開された根拠

を残している（備付‐52「シラバス修正一覧」）。 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出‐11「2021 年度 シラバス」 

提出‐8「2021 年度入学生 学びの記録と短期大学での過ごし方」 

備付‐72「2021 年度 授業評価アンケート」  

備付‐73「2021 年度『学生による授業評価』結果に対する感想と抱負」  

備付‐74「授業に関するお問い合わせや連絡の体制につきまして」（学科長・ALO 

2021 年 4 月 6 日） 

備付‐75「2021 年度授業運営についての説明会 PPT」 

備付‐76「Teams『会議』学習会 PPT」 

備付‐77「令和 4（2022）年 2 月 1 日 教授会資料【基礎演習 PJT】2022 年度のチュ

ーター団体制」 

備付‐32 「三者面談・四者面談資料」 

備付‐78「履修オリエンテーション実施概要」  

備付‐63「シラバス作成の手引き」  

備付‐40 配布資料「成績評価について」  

備付‐80「履修カルテ指導要領」  

備付‐79「「大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保」予算申

請書類」 

備付‐81 常磐会学園大学ホームページ「長吉出戸小学校 2 年生をお迎えして学校見学

会を行いました」  

https://www.sftokiwakai.ac.jp/2021/12/06/%E9%95%B7%E5%90%89%E5%87%BA%

E6%88%B8%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A12%E5%B9%B4%E7%94%9F%E

3%82%92%E3%81%8A%E8%BF%8E%E3%81%88%E3%81%97%E3%81%A6%E5%A

D%A6%E6%A0%A1%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1

%8C/ 

提出‐13「令和４(2022)年度生 ４月の入学に備える!! 入学前教育」 

提出‐3 「2021 年度 1 回生 基礎演習テキスト」  

備付‐82 令和 4（2022）年度新入生向け「入学手続きについて」  

提出‐7 「履修要覧」 

提出‐8 「2021 年度入学生 学びの記録と短期大学での過ごし方」 

提出‐4 「CAMPUS GUIDE-2022-TOKIWAKAI」 

提出‐2 「2021 年度 学生便覧」 

備付‐83「クラブ連合規約」 

備付‐84「クラブ顧問連絡会議事録」 

備付‐85「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うクラブ活動ガイドライン」  

備付‐86「自治会規約」 

備付‐87 本学ホームページ「常磐会短期大学と常磐会学園大学の合同文化祭を開催し

ました。」https://www.tokiwakai.ac.jp/news/event/9169 
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備付‐88 本学ホームページ「12/4(土 )スポーツフェスティバルを開催しました。」

https://www.tokiwakai.ac.jp/news/event/9319 

提出資料‐規程集 36「常磐会短期大学育友会奨学金規程」 

提出資料‐規程集 63「常磐会学園奨学金規程」 

備付‐89「一般財団常磐会奨学金規程」 

備付‐90「TOKIWA スカラシップ制度にかかわる内規」 

提出‐15「2022 年度・学生募集要項」 

備付‐91「常磐会短期大学育友会奨励金規程」 

提出資料‐規程集 13「学校法人常磐会園 保健センター規程」 

提出資料‐規程集 22「常磐会短期大学 学生相談室規程」 

備付‐92「学生相談室年報 第 18 号」 

備付‐66「学生生活の満足度に関するアンケート」 

提出資料‐規程集 81「常磐会短期大学 障がい学生支援規程」 

提出‐1「常磐会短期大学 学則」 

提出資料‐規程集 34「常磐会短期大学 長期履修制度規程」 

提出資料‐規程集 79「学生の賞罰に関する規程」 

備付‐93「受験報告書」 

備付‐94「進路ガイダンス出席表」 

備付‐95 冊子「輝ける未来に」 

備付‐96「就職の手引き」 

備付‐97「教養講座・採用試験面接対策講座」 

備付‐53「卒業生からの就職相談一覧」 

備付‐98「新型コロナウイルス感染症を想定した『新しい通学様式』の実践」 

備付‐99「学内施設利用時の注意事項」 

備付‐100「新型コロナウイルスに感染された方・自宅待機となられた方へ」 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。  

 ① シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価してい

る。 

 ② 学習成果の獲得状況を適切に把握している。  

 ③ 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。  

 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。 

 ⑤ 教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。  

 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。  

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。  

 ① 所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献して

いる。 
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 ② 所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。  

 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行ってい

る。 

 ④ 学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。  

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用し

ている。 

 ① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のために

支援を行っている。  

 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させてい

る。 

 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。  

 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切に

活用し、管理している。 

 ⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用

技術の向上を図っている。  

 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

シラバスに示した成績評価基準（到達目標及び評価方法）は、全ての授業について

「授業概要」に明記されており、評価方法については試験やレポート、受講態度等の具

体的項目毎に評価全体に占める割合を百分率で示している（提出‐11）。教員はこの成

績評価基準に基づいて、試験やレポート、発表、作品提出その他授業内容に適した方法

によって学生の学習成果を把握している。  

なお令和２(2020)年度、令和３(2021)年度については、新型コロナウイルス感染症予

防の観点から、集合筆記試験の形式で行う評価方法である「定期試験」の実施を取りや

め、その他の方法での試験の実施を全教科目（ただし、ピアノ演奏法を除く）に対して

依頼した。 

教員による学習成果獲得状況の適切な把握について、学習成果の可視化は今後の検

討課題であるが、現在、学生の学習の振り返りについては、「履修カルテ」において行

われており、教員は、この履修カルテの記述に基づいて、学生の学習成果の獲得状況の

把握を行っている（提出‐8）。「履修カルテ」の記入については、各学期の初めに、学

生生活全般と各科目に対する目標を立て、各学期の終わりにはその振返りをし、自分

自身の履修状況や学びをより確かなものにするための取り組みを配布されたプリント

に手書きで記入するという形式で行っている。令和３(2021)年度においては、年度当初

が遠隔での授業実施となったため、「履修カルテ」の記入方法についてプリントを送付

して各自で取り組むように指導を行った。その後、対面授業実施後に、改めて「履修カ

ルテ」記入の意義と方法の伝達を行った。当初が遠隔での説明となったため、学生自身

が自己の学びを振り返るという取り組みの意味を十分に理解できたかどうかについて

は、その効果を精査する必要がある。  

 

学生による授業評価は、各学期末（授業第 14 週～第 15 週）に実施している。本学
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では、授業評価アンケートはあくまでも「授業担当教員の授業改善につなげるための

資料」として位置付け実施している。学生による授業評価の結果は、集計作業を経て次

学期当初には各科目担当教員へ授業担当クラスのものが配付されている。結果は評価

項目毎の集計表とレーダーチャート（当該科目の点数と同科目の平均点、全科目の平

均点）及び自由記述内容である。結果を配布する際に、「『学生による授業評価』結果に

対する感想と抱負」という文書により、結果への認識と今後の授業改善のための活用

についての記入提出を求めており、各教員の責任で改善へ努力している（備付‐72）。 

 

授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整については、関連分野の

科目を代表する専任教員で組織される「教科目連絡会」において実施されている（備付

‐74）。授業の内容や成績評価の公平性を確保し、より充実させるために、同一科目担

当者間、または関連分野科目担当者間での打ち合わせ等は専任教員を中核として随時

実施されている。各教科目担当者間で年に１回は打ち合わせを実施するように要請し

ており、次年度授業の担当教員が決定した時点で、シラバス作成等の機会に合わせて

の教科目担当者間での打ち合わせを複数の教科目群において実施するとともに４月の

入学式実施後に開催される「兼任講師説明会」の終了後に、各担当者間での授業内容の

打ち合わせを実施することを基本としている。令和３(2021)年度については、コロナ禍

のため、通常、入学式後に実施されていた「教科目連絡会」の会議を持つことはできな

かった。その代わりに、遠隔での授業実施が必要になったため、「2021 年度授業運営に

ついての説明会」を下記の日程でオンライン開催した（備付‐75）。また、Teams を用

いた授業実施の方法について、「Teams『会議』学習会」として、基本的な使い方のレ

クチャーと共に、専任・兼任の教員がともに、オンラインでの授業実施方法について意

見交換を行った（備付‐76）。こうした機会がより充実したオンライン授業の実現につ

ながったと考えている。  

 

◎2021 年度授業運営についての説明会 

専任教員対象 2021 年 3 月 17 日（月）15：00～16：30 

兼任教員対象 2020 年 3 月 24 日（水）10：00～12：00 

◎Teams『会議』学習会  

第 1 回：2021 年 4 月 22 日（金）16：30～17：30  

 

 また、令和３(2021)年４月には、教科目担当者における日常的な情報交換と意思疎通

のため、Teams 内に「教科目連絡会」のチームを設定し、日常的な連絡調整を教科目

担当チーフの専任教員が行う体制を構築した。  

学科の教育目的・目標は「学生便覧」に教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）及び学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）として記載されているが、令

和３(2021)年度内に、各教科目におけるディプロマ・ポリシーとの関連を明確化したこ

とで、今後は教育目的・目標の達成状況を把握・評価する具体的な取り組みにつなげた

いと考えている。 
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学生への履修指導に関しては、本学では、クラス担任・教務部教員・教学課・執行部

教員が分担しながら、学生に対する丁寧な個別指導を行ってきた。  

本学は令和３(2021)年度までは、専任教員による２種類の担当制を敷いていた。一つ

はクラス担任制（１クラス 30 名程度で原則として２年間持ち上がり）であり、もう一

つは１回生の「基礎演習」ならびに２回生の「保育実践演習」という少人数授業であ

る。これらにより、個々の学生への履修及び卒業に至る指導は「クラス担任」教員と

「基礎演習／保育実践演習」担当教員とが役割を分担しながら行っていた。指導はク

ラス担任によるホームルーム（年間３回程度）、各教員が週当たり２回設けているオフ

ィスアワーを中心として随時行われてきた。  

しかしながら、多様な学生が在籍する中、精神面・学習面・経済面等について個別支

援が必要な学生が増加しており、担任が中核になり、副担任・学生相談室・保健センタ

ー・教学課・実習指導室などが支援にあたっている現状があったが、中核になる担任が

30 名以上の学生の状況を把握し、指導することに限界が生じていた。こうしたことか

ら、令和３(2021)年度内に検討を重ね、令和４(2022)年度から、従来のクラス担任制を

さらに充実させ、細やかな個々の学生サポートを行うためにチューター制を導入する

こととなった（備付‐77）。学修に課題を持つ学生に対しては、１回生、２回生の成績

不振者等を中心にした個別面談（保護者同伴の面談も一部含む）が執行部の教員によ

って行われている（備付‐32）。 

履修登録に関わる指導は、１回生と２回生それぞれの履修登録に関わるオリエンテ

ーションが教務部・教学課によって実施され、その際にクラス担任も同席して指導し

ている（備付‐78）。 

卒業延期者や多くの科目を再履修している学生に対しては、執行部教員による三者

面談、担任教員や教学課職員による個別指導などを積み重ねるなど学修へのモチベー

ションの向上に努めてきている。また、学生支援の窓口となる関係部署の担当者間の

連携を強化することで、個別支援の内容がより充実するように令和３(2021)年度は学

生相談室と教員による学生のカンファレンスを開催するなどの取り組みを行った。こ

うした取り組みが行われることにより、学修への意欲の向上や生活状況の改善がみら

れる学生も多くみられるが、取り組みの成果が見られない学生もおり、より早期から

の適切な対応や支援のあり方に向けて検討を積み重ねる必要がある。また科目等履修

生については、学科長を科目等履修生の担任として位置づけ、日常的な連絡・相談を行

っている。 

学生の学習成果の事務管理は、常磐会短期大学学則及び学務規程に則り教学課が担

っている。教員組織の教務部と連携をはかり、学生の学習成果獲得に向けて、専任兼任

教員の授業管理、学生の出欠管理、成績評価の管理事務等を行い、学内で情報共有して

いる。 

従前から、学生の資格や免許の取得に係る事務や成績優秀者への本学独自奨学金や

学生表彰に関する事務も行うなど、職務を通じて学生教育指導に貢献している。また、

学外奨学金に係る事務も担当し、高等教育の修学支援新制度がはじまったことで、学

生個々の成績評価についての管理は、重要な事務として十分に課内で認識されている。 

1 年間の授業運営に関する事務は時間割編成やシラバス作成依頼から始まるが、教
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務部でシラバス依頼方針が確定された後、本学のディプロマ・ポリシーや教職課程コ

ア・カリキュラム、教科目の教授内容に基づき教員がシラバス作成を行えるよう、依頼

書類の作成やマニュアル調整、教員からの問い合わせ対応等を行っている（備付‐63）。 

学生の授業出欠管理は通常、学期につき２回集計を行い（前期は５月・７月、後期は

10 月・12 月）、１科目につき３回以上欠席がある学生の指導用資料を作成し、担任教

員に指導を依頼している（備付‐80）。ただし令和２(2022)年度については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で、対面授業だけではなく授業資料提供・課題発行等による

遠隔授業なども実施するとともに課題等の提出をもって出席を認めるなど、さまざま

な授業方法が混在した状況での運営を行わざるを得ず、指導学生の抽出は、単なる出

欠の集計ではなく各授業担当教員と学生の状況について連絡を密に行い、指導が必要

な学生は事案が発生するごとに担任教員へ連絡し、状況確認や遠隔授業受講方法の相

談・指導を依頼した。  

また、新型コロナウイルス感染症の影響で開始された遠隔授業においても、できる

限り学生の学習成果獲得に繋がるよう遠隔授業加速化予算で雇用した情報技術職員が

教員への技術的支援を日々行った（備付‐79）。 

成績評価については教務部での成績評価依頼方針が確定された後、ポータルサイト

での成績登録方法や評価の基準等について資料を作成し、各教員に評価依頼を行った

（備付‐40）。例年であれば本試験で再試験対象となった学生は、各クラスのホームル

ームで担任教員から追再試験受験申込書を配付し、教務部教員による指導を受けた上

で、追再試験受験手続きを行うこととなっているが、令和２(2020)年度についてはホー

ムルームを行うことが難しく、各学生にメールを送ることで不合格科目発表を行った。

不合格科目や再試験対象科目がある学生資料を教務部教員・担任教員と共有し、指導

が必要な学生については遠隔での指導を依頼した。  

特に２回生での不合格科目は免許資格取得に直結するため、学生の未修得単位につ

いて資料をまとめ、進路支援センター・就職担当教員等と共有し、就職指導に関する連

携を行った。また、卒業時に免許資格取得が不可となった学生については、教務部教員

へ卒業後の科目等履修生としての履修について指導を依頼した。  

各学期の成績確定後、成績通知書・高等教育の修学支援制度にも関連する GPA 通知

資料、教務部・執行部用の GPA 資料作成を行った。成績通知書は保護者・学生連名で

郵送し、同時に概ね下位４分の１に該当する学生は三者面談の案内状も同封した。  

三者面談は今後の履修指導や生活指導も含め、執行部教員・学生・保護者で行うが、

該当学生の履修状況・出欠状況・奨学金状況・ヒアリングシート等の面談用資料を作成

し、提供した（備付‐32）。対面での面談実施が難しい保護者から連絡が入った場合は、

日時調整を行い担当教員に電話やオンラインでの遠隔面談を依頼した。  

個々の学生の学習達成状況について、学生は様々な相談を行うため教学課窓口を訪

れるため、教学課では、個々の学生の学習状況について把握をしている。特に履修相談

については、学生の申し出や状況を確認した上で、教学課としても履修指導を行うが、

履修計画は就職等にも影響するため、主に教務部長へ履修指導の引継ぎを行っている。 

学生の成績記録については、「常磐会短期大学学則」及び「学務規程」並びに「GPA

制度規程」に則り、学務システムにより適切に管理、保管されている。紙で出力した採
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点簿は、学科目配当表の科目順・クラス順にファイリングして施錠ができる場所に保

管し、最終成績データ・成績通知書データは年度ごとにサーバーに保管している。学生

から提出された１年間ごとの履修カルテについては、教員のコメントが記載された段

階で電子化を行い、サーバーに保管した状態で学生に返却をしている。  

学生の教育・保育実習について令和３(2021)年度に教学課から、実習に関する事務を

「実習指導課」として独立させ新しく課を立ち上げ、教員及び、教学課、保健センター

との連携がより密になり、適切な実習運営と学生への実習に関する学修や、実習の準

備、参加に対して後方支援を行い、貢献することができた。  

本学図書館は、学生の学習成果の獲得や教員の研究活動に資するため、収書、配架、

閲覧、貸出、複写、レファレンスサービス等の基本的機能を果たしている。また、こど

も教育を中心とした関連図書や絵本をはじめとする紙芝居・児童図書の収書に力を入

れて、特色ある図書館としての蔵書構成を目指している。  

令和３(2020)年度末における蔵書は、図書が 103,773 冊、継続購入雑誌が 80 タイト

ル、視聴覚資料 777 点を有している。絵本の新規受け入れ数は 398 冊で、総数 9,447

冊、紙芝居の新規受け入れは 12 冊で、総数 328 冊、児童書の新規受け入れは 116 冊

で総数 3,060 冊となった。閲覧室には、図書 77,953 冊が配架され、日本十進分類法

（NDC）に基づき整理されている。閉架書庫には、古資料や利用頻度の少ないものを

中心に図書約 25,820 冊を収納している。 

また、情報検索用端末や AV 機器も設置し、図書館の資料はオンライン蔵書目録

（OPAC）を利用することにより、目的の資料を効果的に探すことができるように利便

性を高めている。 

本学図書館は、大学・短大合同の図書館運営委員会を構成しており、例年は図書館蔵

書のための学生による選書ツアーや絵本の読み聞かせコンテストを催してきたが、令

和３(2021)年度は、10 月～11 月末の間に旭屋書店なんば CITY 店及び MARUZEN & ジ

ュンク堂梅田書店で教員のみによる選書会を実施した。また恒例の長吉出戸小学校から

の大学図書館等の見学会は、小学校からの申し出により令和３(2021)年 11 月 30 日に

実施することができた。（備付‐81） 

令和３(2021)年度も感染症流行のため、イベントの実施に困難をきたしたが、蔵書等

の利用に関しては、学生からの依頼により郵送で貸し出しをすることや、図書館広報

誌第 64 号「TOKIWAKAI LIBRARY NEWS」を発行するなどの取り組みはできた。  

教職員は、研究室や事務局、各教室等の PC を日常的に活用しており、学内 LAN 経

由で在学生用ポータルサイトを中心とした情報管理システムにより必要な情報の入力

や閲覧、学生への連絡等に用いている。令和３(2021)年度は、感染症の流行により ICT

を用いた授業を行う必要があったことから、過去に例のない情報システムの高度な利

用が求められた。このため文部科学省の「大学等における遠隔授業の環境構築の加速

による学修機会の確保」予算を申請し、遠隔授業展開のための情報機器の整備と技術

的支援をしてもらう情報技術者の雇用をはかった。これにより、遠隔授業の基盤とし

て Microsoft Teams をコミュニケーションツール及び利用可能に設定することや遠隔

授業講義作成に利用し、Web カメラの活用支援とともに録画映像を編集して遠隔授業

としての利用、パワーポイントなどの資料に埋め込む映像としての活用支援、リアル
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タイム遠隔授業の接続に関する不具合に対する支援など教員への支援と、対面授業に

参加できない学生へのリアルタイム遠隔授業やオンデマンド授業支援、リモート大学

祭の支援などを行った（備付‐79）。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。  

（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。  

（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス

等を行っている。  

（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行してい

る。 

（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。  

（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。  

（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学習支

援の体制を整備している。  

（8） 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。  

（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。  

（10） 学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検して

いる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

入学手続者に対して入学前教育の機会を通じ、基礎的な学力や保育や実習に関連す

る授業に向けたプログラムを本学教員が実施しており、それがオリエンテーションの

１つとなっている。また「常磐会の歩き方」という入学前教育の一環として、本学で行

うイベントには入学手続者は参加することになっており、その日のプログラムで授業

の雰囲気を体験できると共に、在学生との交流の機会もあることから学生生活につい

ての情報も知る機会となっている。しかし令和３(2021)年度は、新型コロナウイルス感

染症の拡大により、本学に集結してのプログラムの実施は実現せず、入学前教育冊子

の郵送と、動画の配信により、本学での学生生活への期待を高める取り組みを行った

（提出‐13）。 

学習のためのオリエンテーションについては、令和３(2021)年度においては、年度当

初のオリエンテーションにおいて実施された。  

学習成果の獲得に向けてのガイダンスは、入学時の履修オリエンテーション時に本

学の教育課程の説明と共に実施されると共に、２回生授業開始前の３月に実施される

履修オリエンテーションにおいて、自身の学習の振り返りと履修登録の説明を通じて

行われている。入学時の履修オリエンテーション時においては、本学の学則、三つの

ポリシー、卒業要件、本学で取得できる資格や免許、教育課程、成績評価方法、授業

の受講方法、実習等についての説明を行っている。また、２回生授業開始前の履修オ

リエンテーションにおいては、卒業要件、本学で取得できる資格や免許に関わっての
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学生自身の単位取得状況と次年度に履修する科目の確認を行っている。  

また、１回生時の「基礎演習」において、大学における学習の方法について説明し

ている（提出‐3）が、令和３(2021)年度については、前期授業では「基礎演習」を

実施できなかったため、後期授業から開始された授業内で、上記の点についての学習

を行った。 

入学手続者に対して授業や学生生活についての情報については、「学生便覧」だけで

はなく、新入生向けの「入学手続きについて」という冊子を配布して周知を図っている

（備付‐82）。その中の「入学前教育について」という項目で、入学してからの授業を

イメージする１つとして「ピアノの進度確認」や「ピアノ演奏法講習」を行う旨を紹介

している。 

なお学習に必要な内容についての情報提供については、「履修要覧」と「授業概要」

によって実施されている。「履修要覧」については、この１冊を見れば、履修にかかわ

る情報がすべて理解できるように構成されている（提出‐7）。 

また、履修カルテやカリキュラム・マップなどを別途保存するための「学びの記録」

のファイルを作成し、在学中も卒業後も自身の学びの内容を振り返ることができるよ

うにしている（提出‐8）。 

本学においては、基礎学力が不足する学生を個別に対象とする形での補習授業は行

っていない。しかしながら、各教科目において、授業内で指示された課題の完成が困難

な学生に対して授業担当教員が個別に学生の支援を行うことは日常的に行われており、

結果的に基礎学力が不足する学生への支援となっている。また、実習・美術・情報・音

楽（ピアノ）については教科助手を配しており、学習面で課題のある学生へのサポート

を適宜行っている。特に音楽助手については、ピアノ演奏の力量に課題がある学生へ

の支援のために配置されている。  

また「基礎演習」授業では、漢字学習にも取り組んでいる。保育者として必要な漢字

力を高めるために、保育者養成校の学生の学習に特化した市販の漢字テキストを用い、

年間に２回の漢字テストを実施している。合格ラインに達しなかった学生に対しては、

追加の課題を発行し確実に漢字力が身につくようにしている。  

本学では、担任や執行部教員による学生との個別面談や個別指導を重視しており、

学習上の悩みなどの相談についても、執行部教員による成績不振者に対する保護者を

交えた三者面談、成績票配布時における担任からの個別指導を実施している。令和３

(2021)年度においては、GPA 値を根拠に面談対象者を決定し、前期成績不振者は 10

月 14 日・15 日・16 日に、後期成績不振者は令和４(2022)年４月７日・８日・９日に

三者面談を実施した（備付‐32）。また、多欠席の学生に対して担任教員から注意喚

起を促す個別指導を実施しており、教員が学生の学習上の悩みを把握し、適切な指導

助言に繋げるための機会となっている。  

本学は学生と教職員の関係性が近く、日常的に学生に教員が声をかけ、学生の状況を

把握し、相談に繋げるという風土が息づいているが、令和３(2021)年度については、コ

ロナ禍による遠隔授業が続き学生の学校生活や学習への不安が増大した１年であった

ため、教員と学生相談室合同で学生の状況についてのカンファランスを令和３(2021)

年 10 月６日に開催し、心配な学生の状況を確認した。 
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進度の早い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮は本学の課題となっている。進

度の高い学生や優秀な学生に対する配慮としては、公立の幼稚園・保育所・認定こども

園への就職を希望する学生に対する学外事業者による対策講座を実施し、学生はテキ

スト代のみで受講できるようにしている。加えて就職試験対策では、専任の教員によ

る学習支援が行われており、その結果、公立園への就職人数がここ数年で急激に増加

している。しかしながら、後者については、教員の献身的な努力によって実施されてい

る面があるため、組織的な公務員試験への受験対策体制の構築は課題となっている。  

令和２(2020)年度より、成績優秀学生への奨励金制度として、育友会成績優秀者奨励

金を授与しているが、令和３(2021)年度は、累積 GPA 上位学生として、１回生５名に

各２万円、２回生 10 名に対して各３万円の奨励金を給付した。  

本学においては留学生の受け入れは行っていないが、従来、短期海外幼児教育研修

プログラムとして、オーストラリアとドイツの２か国での研修プログラムを実施して

きた（提出‐4 p.32）が、令和２(2020)年度および令和３(2021)年度については、新

型コロナウイルス感染症流行によって、オーストラリアおよびドイツの海外研修プロ

グラムの中止を決定したため実施していない。この状況が続く可能性があるため、海

外研修の代替プログラムの検討が必要である。  

学習成果の獲得状況の量的・質的データに基づく学習支援方策については、その根

拠となる学習成果に関わるデータの整理方法について検討を行っている状況であり、

今後の課題となっている。令和２(2020)年度に、この課題に応えるために、教務部会に

おいて、「学力向上」に向けて検討するチームを組織しており、令和３ (2021)年度引き

続き、学生の学習成果の課題の把握と学習支援方策について検討を行う予定であった

が、コロナ禍での授業対応を優先する必要が生じたため、十分な議論を展開すること

ができておらず、今後の課題となっている。  

 

 

［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 

（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備してい

る。 

（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われる

よう支援体制を整えている。  

（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。  

（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。  

（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図ってい

る。 

（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。  

（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。  

（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。  

（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体

制を整えている。  
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（10） 社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。  

（11） 障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整え

ている。 

（12） 長期履修生を受入れる体制を整えている。  

（13） 学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的

に評価している。  

 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

 学生生活支援については、学生部教員と教学課の担当職員が中心となって支援して

いる。また本学は、１クラス 30～35 名程度のクラス制を設けており、それぞれにクラ

ス担任を置き、学習面、学生生活、及びその他の相談に応じる体制をとっている（提出

-2 p10）。支援が必要な学生を早期に把握するために、1 年時には副担任も配置してい

る。さらに、令和３(2021)年度は前期授業開始直後から対面授業停止となったため、遠

隔授業等を通して配慮の必要な学生を把握し、支援につなげるためにマイクロソフト

社の Teams を活用した連携・共有の仕組みを整備した。①教科目連絡会、②担任・副

担任、③教学課で把握した個別案件への連携対応や、各部署での支援計画等を「学生支

援 Team」で共有し、チームとして取り組んだ（学備付-1）。担任および学生の日常的

なコミュニケーションツールとしてクラス Team を作成し、遠隔授業期間中も定期的

にホームルームを実施した。  

クラブ活動については、専任教員がクラブ顧問となり、学生の活動を支援している。

またバレーボール部、バスケットボール部、吹奏楽部については学外からも指導者を

招聘し、顧問とともに指導に当たっている。各クラブ部員から選出されたクラブ連合

会は、クラブ結成や継続の審議を行い、クラブ活動活性化に向けて取り組んでいる（提

出-2 p.53、備付-83）が、近年は、学業や実習、アルバイト等で多忙なため、クラブ活

動に参加できない学生が多くなり、部員数減少の問題に直面している。 

各クラブ顧問、学生部長、クラブ担当教員、教学課職員からなるクラブ顧問連絡会を

設け、クラブ活動の広報や顧問・指導者の待遇改善等、クラブ活動活性化にむけた取り

組みを行っている（備付-84）。令和３(2021)年度入試からスタートしたクラブ活動入部

確約入学金免除制度（提出-4 p.37）を利用した学生（4 名）については、顧問と学生部

が連携し支援している。また、バスケットボール部は令和３(2021)年度より併設大学と

の合同チームとして活動を開始した。活動中の感染症対策については、令和２ (2020)年

に策定した「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うクラブ活動ガイドライン」（提出

-2 p.56、備付-85）を改訂（Ver.3）し、日報を義務付け、感染拡大予防を徹底した。  

 

 

令和３（2021）年度 クラブ部員数         単位：人 

体育系クラブ 1 回生 2 回生 大学生 文化系クラブ 1 回生 2 回生 

バレーボール 3 6 - 吹奏楽 1 9 

バスケットボール  6 4 3 人形劇 0 4 
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硬式テニス 0 1 - 多文化共生研究 0 2 

ダンス 0 0 - おもちゃ研究 0 4 

 

学校行事について、学生自治会は、学生全員が正会員となって構成し、自治会本部会

での活動を希望する学生が役員となって学生行事や課外活動の企画・運営を行ってお

り、学生部および教学課を中心に支援を行っている（提出-2 p.47、備付-86）。「三大行

事」と称される体育祭、文化祭、合唱祭は、クラス単位で企画運営が行われ、他者の意

見を尊重し協力しながら作り上げていくことから「学びあうクラス集団」に結実して

いる。クラスの行事運営には、担任・副担任も積極的に支援しており、「行事教育」お

よび「クラス集団作り教育」は、建学の精神である「和平」「創造」を体現していると

考えている。令和２(2020)年度に引き続き、令和３(2021)年度も、感染症蔓延により行

事の開催が危ぶまれたが、10 月に併設大学との合同文化祭を実施し、オンライン配信

を中心に入場者を限定した対面企画も織り交ぜたハイブリッド開催が実現できた（備

付‐87）。例年５月に実施していた体育祭は、コロナ禍でも実施可能なスポーツフェス

として形を変え、12 月に実施した（備付‐88）。クラス対抗のドッジボールリーグ戦お

よびリレーを実施した。2 月にはエクスチェンジミーティング（学生交流会）を実施し

1・2 回生の交流を図った。 

 

自治会役員数 

学年 
令和元（2019）年

度 

令和２（2020）年度 
令和３（2021）年度 

１回生 10 人 10 人 5 人 

２回生 4 人 3 人 1 人 

 

学生食堂は、本学キャンパス内に１箇所、併設大学に１カ所あり、学生は両キャンパ

スの食堂利用が可能である。売店は設置されていないが、パンや菓子類、清涼飲料水等

の自動販売機が食堂内に設置されている。１号館４～７階にあるラウンジや４号館学

生ホールなど、フリースペースが充実しており、学生同士が集いコミュニケーション

を図る場所となっている（提出‐4 p.30）。 

宿舎が必要な学生への支援について、本学は大半が自宅通学者であるため学生寮は

ないが、入試広報課が窓口となり下宿を希望する学生には近隣の不動産業者のパンフ

レットを配布し情報を提供している。  

通学のための便宜について、従来から本学は最寄り駅から遠いという意見があり、

令和２(2020)年度から無料の通学バス運行を開始した。現在は、大阪メトロ平野駅、JR

平野駅の２カ所から運行している。自転車通学者には、構内に 200 台分の駐輪場を設

け、交通安全講習の動画視聴と駐輪場利用ステッカー貼付を義務づけ、許可している

（提出-2 p14）。 

学生への経済的支援については、本学独自の奨学金制度として、「常磐会短期大学育

友会奨学金」（半期授業料の半額を上限として給付）（提出資料‐規程集 36）、「常磐会

学園奨学金」（半期授業料の半額を給付）（提出資料‐規程集 63）、「一般財団法人常磐
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会奨学金」（学習補助金 5 万円を給付）（備付‐89）を整備している。入学前から本学

独自の奨学金制度および日本学生支援機構奨学金制度（高等教育の修学支援新制度）、

大阪府保育士修学資金貸付制度等を周知し、経済的な心配をせずに入学し学業に専念

できるよう支援している（提出‐2 p.24、提出‐4 p.38、備付‐82 p.29）。入学後も随

時ポータルサイトや掲示板、ホームルーム等での周知を徹底している。令和元年から

令和 3 年度の受給者数および修学生数を表Ⅱ-B-3-③～⑤に示した。また令和４(2022)

年度入学生より、TOKIWA スカラシップ制度（TSS）を導入し（備付‐90、提出‐15 

p.5）、選考試験得点上位者 10 名の授業料免除が決定している（全額免除１名、半額免

除２名、1/4 額免除７名）。さらに令和３(2021)年度より成績優秀者に対する奨励金と

して、常磐会短期大学育友会奨励金規程（備付-91）を整備し、１回生修了時の累積 GPA

上位者５名に２万円、卒業時の累積 GPA 上位者 10 名に３万円を給付することとした。

令和３(2021)年度は学位授与式で表彰授与した。  

 

本学独自奨学金の受給者数 （令和元年度～令和３年度）  

内 訳 

令和元 

（2019）年

度 

令和２ 

（2020）年

度 

令和３ 

（2021）年

度 

常磐会短期大学育友会奨学金  15（34） 3（20） 4（23） 

常磐会学園奨学金  11（34） 9（20） 8（16） 

一般財団法人常磐会奨学金  15（22） 14（14） 14（14） 

( )は応募面接者数 

表Ⅱ-B-3-④ 日本学生支援機構奨学金の受給者数（令和元年度～令和３年度）  

内 訳 
令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

給付 21 63 71 

貸与（第一種） 63 102 90 

貸与（第二種） 80 129 111 

 

表Ⅱ-B-3-⑤ 保育士修学資金貸付制度 修学生数（令和元年度～令和３年度）  

令和元 

（2019）年度 

令和２ 

（2020）年度 

令和３ 

（2021）年度 

14 23 16 

 

学生の健康管理については、保健センターを設置し、本学の専任教員が保健センタ

ー長を担い、養護教諭が常駐し対応している（提出資料‐規程集 59）。定期健康診断の

実施や健康に不安を抱えている学生への面談など、安心して学生生活が送れるよう常

に学生相談室や教員、他部署と連携しながら、身体面のみならず精神面への支援もき

め細やかに行っている。さらに、不在時においても併設する常磐会学園大学保健セン

ターの養護教諭や健康相談室の保健師とも連携しながら学生を支援する体制を整えて
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いる。 

学生のメンタルヘルスへの取り組みでは、学生相談室を設け、室長（臨床心理士）と

２名の学生相談室担当教員、カウンセラー２名（臨床心理士）の計５名で構成されてい

る（提出資料‐規程集 22、提出‐2 p.40）。学生が気軽に利用できる談話室「あじさい

ルーム」を併設し、カウンセラーが常時在室している。ランチタイムには、学生相談室

担当教員が曜日ごとに在室し、訪れた学生の談話に応じた。プライバシーが確保でき

る個別相談室では、カウンセラーがその都度面談に応じ、学生の希望があれば継続面

談を行っている。その他、多くの学生に学生相談室を知ってもらう機会として、「学相

Day イベント」を行うなど、学生相談室活動の啓発に努めた（備付‐92）。令和２(2020)

年度から、専任教員向けの「カンファレンス」を実施した。「気になる学生」や「対応

に配慮が必要な学生」の情報共有を目的として行った。また、専任教員の研究室にカウ

ンセラーが出向き、教員が気になっている学生や困りごとを個別に尋ね、教員が１人

で抱え込むことがないよう「連携」を強化している。それに伴い、学内の教職員同士の

連携の輪が以前よりも広がり、多方面から学生を支える体制が整いつつある。  

学生生活に関しての学生の意見聴取では、２回生に対し「学生生活の満足度に関す

るアンケート」を卒業前に実施している。令和２(2020)年度以降は「Forms」を用いた

アンケートを実施している。授業や時間割などの「カリキュラム」、校舎や備品、図書

館などの「教育施設・設備」といったハード面から、教員の授業や履修指導、学生支援

システムや各種のサポート体制といったソフト面を含む 16 問と自由記述２問から構

成されている。令和３(2021)年度の回答数は 87 名と在籍者数に対して 65％程度の回

答率であった。（備付-66）また、従来から学生自治会、クラブ連合委員、教職員（学生

部教員、教学課、総務課）からなる「三者会談」を月１回程度定期的に実施し、行事運

営をはじめとする学生の課外活動や学生生活全般に関して協議する機会を設けている。

さらに、これを拡大させ、教育及び学修に関する事項や教育環境に関する事項につい

て、学長が招集し意見聴取する機会として「学生代表者会議」を設け規程を整備し、令

和３(2021)年度に開催予定であったが、感染拡大状況下において開催を見送った。留学

生および社会人学生は令和３(2021)年度に在籍していない。  

障がい者への支援体制について、これまで明示的な形での障がい学生の入学はなく、

障がい者支援に関する規程等も整備されていなかった。しかし、法改正によって合理

的配慮の提供が義務化されることを受け、また令和４(2022)年度入試において、本学に

視覚障がいをもつ生徒からの受験希望の相談を機に合理的配慮の規程整備や様式作成、

手順の確認等を進めた。令和４(2022)年度には、学生支援委員会を設置し、「障がい学

生支援規程」を施行することとなった（提出資料‐規程集 81）。当該学生については、

受験上および合格後の履修上の合理的配慮について事前の話し合いを経た上で申請書

と決定通知書を取り交わし実施した。  

短期大学での多様な学びを保障する新たな取り組みとして、令和元年(2019)年に長

期履修プロジェクトチームを設置し、令和３(2021)年度入学生から通常２年のカリキ

ュラムを３年間で計画的に履修し卒業する長期履修制度を令和３ (2021)年度入学生よ

りスタートさせた。（提出‐1 第 2 条 2 項 3 項、提出資料‐規程集 34、提出‐15 

p.4）。入学試験出願時に申請し、２年次以降は本学と提携した有償ボランティア協力
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園で保育現場を体験することによって保育実践力を高めることを目的としている。１

期生となる令和３(2021)年度入学生は、18 名が本制度を利用して入学し、２年制の学

生とは別の独立したクラスで学んでいる。２年目の令和４(2022)年度に向けた学生募

集では、初年度を超える 24 名が入学している。 

学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対する評価につい

ては、専門職養成校での学業多忙の中、主体的活動に励む学生に対する評価のあり方

を検討し、平成 26(2014)年度から「学長賞」を授与している。建学の精神を最もよく

体現できた学生、努力した学生に対して、学業だけでなく多様な活動の評価として、学

長賞の授与を卒業時に行うこととした。令和３(2021)年度には、学長賞を各部署から選

出された８名が卒業時に表彰されるものとして規程に定めた（提出資料‐規程集 79）。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。  

（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。  

（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。  

（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就

職支援に活用している。 

（5） 進学、留学に対する支援を行っている。  

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

 学生の就職に関する調査・選考・斡旋・就職先の開拓など、就職支援に関する業務は

進路支援センターと進路支援センター運営委員会が担っている。進路支援センターは、

進路支援センター長の下、センター職員４名（内１名は兼任職員）とキャリアアドバイ

ザー４名（兼任職員）で構成され、進路支援センター運営委員会は、併設大学の教員３

名と短期大学の教員３名と事務職員１名の合計７名で構成されている。  

本学１号館３階の進路支援センターでは、就職課長以下４名の職員とキャリアアド

バイザー１名が常駐し、相談に応える態勢を整えている（提出‐2 p.34-p.37）。平成

24(2012)年より、進路相談の増加が見込め、学生がエントリーシートに挑戦する秋期

以降は、開室時間の延長（平日 18 時、土曜日 14 時）や、キャリアアドバイザーを増

員して対応していたが、学生の生活実態に合わせて、令和元(2019)年からは開室時間は

通常時間（平日 17 時、土曜 13 時）に戻している。 

進路支援センターでは、大阪市・大阪府を中心に和歌山・奈良等で開設する幼稚園・

保育所・認定こども園・施設の個別ファイルが閲覧可能な状態で設置されており、過年

度の学生の受験報告書が常に更新されている（備付‐93）。また学生用に公務員試験関

連、筆記試験関係、面接の心得、エントリーシートの書き方等の参考図書が整備されて

いる。 

進路支援センター前ロビーには、幼稚園・保育所・認定こども園・施設・企業などか

らの募集情報を職場別に掲示し、学生がいつでも閲覧でき、就職について意識するこ
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とができるように配慮するとともに、求人先の開拓、求人の受付、求人情報の提供など

の業務及び一人ひとりの学生との面談による指導を行っている。従来、「進路ガイダン

ス」を２年間で 11 回（１回生６回・２回生５回）開催し、学生の主体的な取り組みを

促しながら就職支援に係る様々な業務を担当してきたが、令和３(2021)年度は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により「進路ガイダンス」などのプログラムは、大幅に見直

す必要が生じ、１回生 4 回、２回生 1 回と書類配布や必要に応じて個別に説明するこ

とやポータルサイトで情報（お知らせ）を時期に合わせてその都度出すなどの実施と

なったが、平均 95％以上の出席率であった（備付‐94）。 

保護者に対しては、入学時に冊子「輝ける未来に―就職活動を支えていただく保護者

の方へ―」（備付‐95）を配付し、本学の就職状況や就職活動の取り組みについて周知

している。また学生には、第２回目のガイダンス（１回生後期に実施）において本学作

成の「就職の手引き」（備付‐96）を配付し、自己分析・採用試験・面接試験等、具体

的な就職指導を実施するとともに、個別指導が必要な学生には随時、実施した。  

令 和 ３ 年 (2021) 年 度 は 、 就 職 に 向 け て 「 教 養 講 座 」 を １ 回 生 対 象 に 前 期

（8/23.24.25.10/13.20 の計５日間・10 コマ）と後期（1/27.28.31.2/1.2 の計５日間・

10 コマ）に開講し、また 2 回生対象の「採用試験面接対策講座」を開講（8/19.20.10/13.20

の計 4 日間・５コマ）し、授業終了後に面接対策を実施するなど、公務員採用試験に

挑戦する学生を増やすよう促した（備付‐94）。その結果、公務員試験に延べ 16 名が

合格した。 

令和３(2021)年度３月卒業生の就職率は、令和４(2022)年５月現在で、就職希望者は 

100％決定した（内訳は、幼稚園 7.4％、認定こども園 59.0%、保育所 27.9％、施設等 

3.3％、企業 2.4％）。本学の卒業生の採用を希望される職場が増え、卒業し就職をする

学生数より多くなっている状況である。令和３年度(2021 年度)３月の卒業生の進路状

況は以下のとおりである。  

 

令和３年度（2021 年度）３月卒業者の進路  

卒業者数 就職希望者数  就職決定者数  進学 家事・その他 

132 122 122 0 10 

 

就職状況の分析と活用については、就職が内定した学生から、試験内容について報

告書を作成してもらい、進路支援センター内に設置している各職場のファイルに新し

い情報として追加している（備付‐93）。また卒業生進路状況（内定者一覧）を毎月更

新し、進路支援センター内や教授会に情報提供し活用している。  

就職支援に取り組むなか、採用試験を受ける時になって、自分の進路が決めきれず

悩む学生や履歴書作成に時間がかかる状況があるので、毎年 1 月末～２月に１回生全

員を対象に「個人面談」を実施し、キャリアアドバイザーが、「履歴書の書き方セミナ

ー」を開き、４月以降の履歴書指導・面接指導へと繋ぎ就職の準備活動がスムーズに実

施できるようにしている。今後は、より一層キャリアアドバイザーと進路指導担当職

員が連携を深めより丁寧な就職指導に努める必要がある。  

なお、令和３(2021)年度卒業生からの就職相談については、37 名（内８名は常磐会
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学園大学卒業）からの相談があり、10 名が再就職につながった（備付‐53）。 

 

卒業生への再就職支援状況  

年 度 相談受付数 内学園大学数  再就職決定数 

令和元（2019）年 20 名 3 名 4 名 

令和２（2020）年 24 名 2 名 5 名 

令和３（2021）年 37 名 8 名 10 名 

 

毎年数人の希望者がいる編入学への支援として、各大学から送られる資料をいつで

も閲覧できるように学生への情報提供をしている。  

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞  

高等教育の修学支援新制度や本学独自の奨学金等に関して、様々な方法で周知して

はいるが学生や家庭の情報格差の課題がある。担任等の個別面談により経済的困難を

抱える学生を把握した場合は、担任から呼び掛けるなどの対応も必要と考える。  

障がい学生の受け入れについては全教職員で理解と対応力を高めるために、FD・SD 研

修の機会を広げて行く必要がある。次年度以降も障がい学生を受け入れるためには、

支援コーディネ－ターを配置するなど一層の体制づくりが必要である。施設面におい

ては、エレベーター、多目的トイレ、スロープ等の設備が不十分であり、構内のバリア

フリー化推進が喫緊の課題である。  

ボランティア等、学生の社会的活動について「学長賞」を設けたが、今後は客観的評

価基準について検討する必要がある。  

 毎年増え続けるこども園、保育園の求人に対し、学生がミスマッチで早期退職とな

らないよう、時間をかけて指導していく必要がある。また、下の学年にも呼びかけアル

バイト等で現場体験することも大切になってきたので、個人面談で指導していくこと

や、卒業生の再就職への支援にも力を入れることで保育士不足解消の一助になるよう

PR の方法も考えていく必要がある。  

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞  

 経済的支援について、新型コロナウイルス感染症流行のもと学生が、遠隔授業等を

余儀なくされたため、学習環境整備のための修学支援金として、１回生に対し一律２

万円を給付した（令和３(2021)年 5 月 26 日告知）。２回生は令和２(2020)年度に一律

６万円の緊急支援金を給付したため対象外とした。また令和２ (2020)年度から始まっ

た国の事業である「学生等の学びを継続するための緊急給付金」には、修学支援新制度

の利用者以外に本学から９名の申請があり、日本学生支援機構に推薦した。  

感染症予防に係る環境整備と学生への教育について、令和２(2020)年度は、感染症予

防に係る環境整備を行い、それらを「新型コロナウイルス感染症を想定した『新しい通

学（通勤）様式』の実践」および「学内施設利用時の注意事項」にまとめた。  
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令和３(2021)年度は新型コロナウイルスに関する新しい知見を踏まえ、内容を一部

見直した（提出-2 p42）。学生には４月のオリエンテーションで説明し、また 15 分程

度の動画にまとめ学内配信するなどして、感染予防の意識化を徹底した。ワクチン接

種についても、学生への情報提供に努めた。学生に陽性が判明した場合や感染疑いが

生じた場合（濃厚接触者や発症者）の取るべき行動について、フローチャートにまとめ

学内対応の合理化を図った（備付-95、備付‐96、備付‐97）。学内調査の協力の呼び

かけや把握した情報の共有範囲について整理し、学生にも周知した。  

 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞  

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

「①新たなディプロマ・ポリシーの制定」、「②学生の時間的余裕を創出するための

時間割の変更」、「③実技系の入門科目を選択必修にする」、「④学生がより発展的な力

量をつけられるよう履修指導を行う」、「⑤学生の基礎学力向上のために教育課程外の

学修支援を開始する」、「⑥個別面談の機会や時期、情報共有システムの再検討」、「⑦学

業以外の活動に対する評価の方法を検討する」の７項目が行動計画として挙げられて

いた。 

「①新たなディプロマ・ポリシーの制定」は、平成 27(2015)年に改定が行われ、「短

期大学士の授与方針」と「幼稚園教諭二種免許状・保育士資格の取得にふさわしい者と

認めるにあたっての方針」を分けて示すことにより、「短期大学士」の学位を与えるに

ふさわしい基礎的・汎用的能力と、保育者に求められる専門的能力のそれぞれに対し

ての目標を明確化した。また、令和４(2022)年度より各教科目とディプロマ・ポリシー

の関連性を明示することにより、目標の構造化と具体化を図った。カリキュラム・ポリ

シーについては、科目群の構造を明確化する形で整理を行うとともに、科目群の構造

を明確化し、学生の学習成果の振り返りを可能にする形でカリキュラム・マップの再

構築を行った。このことにより、学びの目標の構造化と具体化を図った。  

「②学生の時間的余裕を創出するための時間割の変更」については、平成 27(2015)

年度より、それまで正規の時間割が月曜日から土曜日で設定されていたものを月曜日

から金曜日に変更し、土曜日を「補講予備日」として設定することにより、時間的余裕

を創出した。また、基礎教育科目における選択必修科目の履修すべき科目数を軽減（６

科目→３科目）するなど、カリキュラムのスリム化に取り組んでいる。また、令和３

(2021)年度から実施された長期履修制度により、クラブ活動・ボランティア活動・地域

貢献に繋がる行事への積極的な参加が可能な状況を創出している。  

「③実技系の入門科目を選択必修にする」、「④学生がより発展的な力量をつけられ

るよう履修指導を行う」については、「音楽表現入門」、「造形表現入門」、「身体表現入

門」の３科目中１科目を卒業にかかる選択必修科目とし、「子どもと音楽」、「あそびと

運動」、「あそびと造形」については、３科目中１科目の履修を推奨する履修指導を行っ

ており、実技科目の三層構造の趣旨である「苦手な分野の基礎力を高める」「発展的な
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力量をつける」ことが実現できる履修状況を実現している。  

「⑤学生の基礎学力向上のために教育課程外の学習支援を開始する」については、

公務員試験対策として外部組織との連携の中での学習機会を創出しているが、基礎学

力に関わる学習支援の外部委託は行っていない。これは、学習支援が必要な学生にと

っては正規の授業以外の学習に取り組む余裕がない状況の中では、個別の基礎学力向

上の機会創出よりも、学び合う学習集団作りのなかで学習に向かう姿勢を向上させる

ことの方が重要であるという教職員の気づきによる。そのため、基礎演習内での多様

な取り組みに方向転換を行っている  

「⑥個別面談の機会や時期、情報共有システムの再検討」については、中途退学者や

除籍者が出ないような支援体制の強化につながっているが、多欠席者への担任教員（令

和４(2022)年度からはチューター制導入）からの個別指導（学期内に複数回実施）、成

績不振者への三者面談等を充実させており、早い段階での支援に努めている。また、教

科目連絡会や兼任講師説明会等の機会を通じて、専任教員と兼任講師の間での学生指

導に対する共通理解を図るとともに、兼任講師の授業内で気になる姿がある学生につ

いて、教学課及び学科長への連絡経路を整理しており、連携・協力の中で学生支援にあ

たる体制が構築されている。個別面談については、前期及び後期の成績発表後に実施

しているが、個別支援が必要な学生については、臨機応変に時期を変更しながら実施

するようにしている。学生支援に関わる情報の共有化については、令和３(2021)年度よ

り、Microsoft Teams 内に学生支援のチームを立ち上げ、日常的な情報交換が可能な状

況を創り出している。  

「⑦学業以外の活動に対する評価の方法を検討する」については、修了時点におけ

る「学長賞」の創出により、多様な学生の努力が認められる機会を創出している。  

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

 学力等の多様化に応じた学習支援体制の構築にかかわって、短期大学における「学

び合う共同体づくり」の確立が本学における教育課程の中核的課題であるが、令和４

(2022)年度より、「基礎演習」の授業を通してのクラス集団作りの取り組みを開始さ

せる。具体的には、６月中旬に実施される「短期大学を子どもの遊び場にする」取り

組みを通して、クラス集団作りの機会を創出すると共に、保育を学ぶものとしての自

覚を喚起する機会とする。また、チューター制を生かした個別面談を実施し、安心し

て自己発揮できるクラス集団作りと個別の学生支援を並行して実施する体制を構築す

る。 

学習成果の可視化や単位の実質化などの教学改革への取り組みについては、令和４

(2022)年度より、教務部内で、本学の教育課程の再検討と、幼児教育科としてふさわし

い学習成果をどのように設定し、どのような方法で可視化するかの検討を開始する。

その中で、実践的な力量に関わる学習成果の測定の方法についての検討、学習成果の

質的データを用いた検証方法の検討を行う。また、学生自身の学習の振り返りについ

て、GPA 値やその他の指標を生かした自己評価の方法について検討を行う。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付‐101 本学ホームページ「カリキュラム・ポリシー」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/educationalpolicy#:~:text=Curriculum%20pol

icy%20） 

備付‐102 カリキュラム  https://www.tokiwakai.ac.jp/faculty/curriculum 

備付‐103  教員紹介 https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/teacher 

備付‐104  専任教員個人調書  

備付‐105  教育研究業績書 

備付‐106  兼任講師履歴書・業績書  

備付‐107  本学ホームページ 情報公開 教育情報の公開 「教員の学位・業績等」 

https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/Researcher/  

備付‐108  本学ホームページ 「就職実績」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/career/career_results 

提出資料‐規程集 15 「常磐会短期大学専任教員選考基準」  

提出資料‐規程集 17  「常磐会短期大学資格審査委員会規程」  

備付‐109「常磐会短期大学 昇格基準」 

備付‐110 「令和３年度 専任教員活動実績報告」  

備付‐111「令和２年度・令和３年度 教員の社会貢献資料」  

備付‐112 様式 17_外部研究資金  

提出資料‐規程集 66「常磐会学園 教員研究費使用規程」 

提出資料‐規程集 67「常磐会学園 教員研究旅費使用規程」 

備付‐113 「競争的資金等の適正管理に関する取扱い要項」 

備付‐114 「研究倫理 e ラーニングコース修了証（18 名分）、2021 年（研究倫理）不 

正防止計画推進部会計課研究倫理教育受講について  

備付‐115「常磐会短期大学 紀要 2020」Vol.49 、令和３(2021)年 12 月 31 日発行 

備付‐116「常磐会学園子どもセンター年報 Vol.5 常磐会学園乳幼児教育研究会研究誌  

Vol.37 2020」 

備付‐117「研究日・オフィスアワー」 

提出資料‐規程集 65「常磐会学園 職員研修規程」 

提出資料‐規程集 28「短大 ファカルティ・ディベロップメント委員会規程」 

備付‐49 「令和 3(2021)年度 FD 研修会資料」 

備付‐8「令和４年度 基礎演習 シラバス」 

https://www.portal.tokiwakai.ac.jp/public_tandai/syllabus/ABU0310/readsyllab  

us?si=9701&mod=1&con=%27t%3D%26i%3D%26vm.cn.r%5B0%5D%3D2022%26v

様式 7－基準Ⅲ 
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m.cn.y%5B0%5D%3D1%26vm.cn.ao%3D0%27%26vm.cn.os%3D0%27%26vm.cn.kos

%3D0%27%26vm.cn.cos%3D0%27%26vm.cn.cm%3D0%27%27&p=1&sid=51 

資料 20 令和３(2921)年度 校務分掌表 

提出資料‐規程集 23「常磐会短期大学 学生相談室規程」 

提出資料‐規程集 59「学校法人常磐会学園 保健センター規程」 

提出資料‐規程集 60「学校法人常磐会学園 進路支援センター規程」 

提出資料‐規程集 38「常磐会学園 事務組織規程」 

備付‐119「学校法人常磐会学園 2021 年度契約職員（テレワーク）の雇用に関する  

覚書」 

備付‐120「学内 LAN 敷設状況」 

備付‐121「Teams 教科目連絡会」 

提出資料‐規程集 

備付‐122「コロナ特休 学園確認事項」 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。  

（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数を

充足している。  

（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経

歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。  

（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）を

配置している。  

（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の

規定を準用している。  

（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。  

（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。  

 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

 本学は保育者養成の単科大学であり、その学科と専門課程を踏まえた教育課程編成・

実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて教員組織を編成している。カリキュ

ラムとしては「人権」、「リテラシー」、「保育・教育・福祉の理念」、「保育・教育・福祉

の実践 A」、「保育・教育・福祉の実践 B」、「心と体」、「保育内容とカリキュラムマネジ

メント」、「表現と運藤」という科目グループでそれぞれカリキュラム・ポリシーを設定

しており、それに基づいて体系的に科目を配置し、それぞれの専門性に合わせて専任

教員と非常勤教員で組織を編成している。（備付‐101、備付‐102）  

専任教員の数に関しては短期大学設置基準を超える人数を配置しており、乳幼児教

育分野での保育の現場とも交流を持つ専任教員も多くいることから、専門的な授業で

もその特性を生かしながら行っている。専任教員の人数と適正な配置によって、より
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専門性の高いカリキュラムの編成が保たれるようにしている。  

本学における専任教員の職位は、短期大学設置基準に基づき定められた「常磐会短

期大学専任教員選考基準」によって決定される。専任教員の教育実績や研究業績等に

ついては毎年、「専任教員個人調書・教育研究業績書」、「専任教員個人調書・教育研究

業績書」を提出し、短期大学設置基準の規定を充足している。（備付‐103、備付‐104、

備付‐105、備付‐106）また、本学ホームページにおいても教員学位や教員の研究業

績等を公開している（備付‐107）。 

保育者養成のための専門的科目については、本学の教育課程編成・実施の方針（カリ

キュラム・ポリシー）に則り、適正なカリキュラムと教員組織を配置している。専任教

員のほか 47 名の非常勤教員がおり、特に「保育・教育・福祉の実践」の科目グループ

は実習につながる科目で専任教員・非常勤教員共に保育の現場経験の実績がある教員

が多数担当している。この専門分野を生かした授業は保育の専門職への就職率や保育

の専門職への正規採用率の高さにもつながっている（備付‐108）。 

非常勤教員の採用については専任教員の資格審査の手続きに準じて執り行われてい

る。採用の際の提出資料には研究実績や教育実績等の経歴の項目があり、それらをも

とにして資格審査委員会で該当する科目との整合性を諮り、人事委員会での検討を行

っている。毎年、履歴書と研究業績を提出してもらい、短期大学設置基準の規定を遵守

できるようにしている。 

現在、短期大学設置基準以上の専任教員数と専門性を持つ多数の非常勤教員を配置

しているが、保育者養成の学科ということもあり実習・演習科目が多く、それらの科目

の教育の質の保証のためにも補助教員的な役割として教科助手を配置している。令和

３年度（2021 年度）の教科助手には、保育・教育・施設実習科目関連で２名、音楽・

美術・子どもの食と栄養の科目関連で各１名ずつ、情報科目を中心に様々な科目にお

ける教科助手として 1 名を配置して、授業の内容の質を落とすことなく実施できるよ

うにしている。 

専任教員の採用に際しては、「常磐会短期大学人事委員会規程」に定められた「人事

委員会」において任用について審議され、資格審査の適正を期するために資格審査委

員会において任用教員候補者の審査が行われており、専任教員の職位は真正な学位を

反映している。教科のバランスを踏まえて新規採用者の専門分野を「人事委員会」で検

討し、採用候補者に対しては「履歴書」、「教育研究業績書」、「これまでの教育研究活動

又は職務の経験を踏まえて、本学の学生教育についての今後の抱負」の提出を要請し

ている。「資格審査委員会」でこれらの提出書類の審査を終えたあと、対面での「面接

審査」を行い、「人事委員会」と教授会の議を経て採用の可否を決定している（提出資

料‐規程集 15、提出資料‐規程集 17）。 

専任教員の昇格については、昇格候補者が「履歴書」、「教育研究業績書」、「研究業績

書」を提出の上、「資格審査委員会」の答申に基づいて「人事委員会」を開いて決定を

し、教授会の議を経て昇格の可否を決定する。教授会で採用及び昇格が決定した後、理

事会に具申し、理事会での決定を経て任命が行われる。なお、令和２(2020)年度に資格

審査委員会／昇格人事基準策定プロジェクトを立ち上げ、昇格基準の見直しを図った

（備付‐109）。 
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［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動

を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は教育

課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。  

（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。  

（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。  

（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。  

（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。  

（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。  

（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。  

（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。  

（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。  

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。  

（10） 専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携して

いる。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

専任教員の研究活動はそれぞれの科目グループの本学の課程編成・実施の方針（カ

リキュラム・ポリシー）に基づいて行っている。専任教員は授業を行うための教育力や

保育者として社会人になる学生たちに対する指導力も求められるところではあるが、

その一方で大学教員として専門分野に関する研究活動も求められる。令和２(2020)年

度の専任教員の研究成果の総数は、共著も含めると論文発表が 8 編、学会発表が５件、

その他の講師等の社会活動や報告書等は 42 件であった(専任教員活動実績報告)。令和

３(2021)年度は、著作２本、共著を含む論文 10 編、学会発表５件、制作物７件、その

他講師等の社会活動は 41 件となった。ここ数年の感染症による影響もあり、研究活動

は十分だとは言えない部分もあるが、本学では保育や福祉の現場とのつながりが深い

教員も多く、保育現場からの要望で講師活動を行っている教員が多い。その他の講師

活動によって今の保育・福祉の現場と教員の研究とがつながっていることも多くあり、

これらも本学ならではの教育課程編成・実施の方針に基づいた活動であり、成果をあ

げている（備付‐110、備付‐111）。 

専任教員は、外部資金科学研究補助金等の外部研究費を獲得することを目指して取

り組んでおり、令和３(2021)年度の科学研究補助金では新規の獲得で専任教員が研究

代表者としての分で 1 件、平成 30(2018)年からの継続研究としては研究代表者として

1 件、令和２(2020)年からの分としては研究分担者として 1 件が継続している（備付‐

112）。 

研究活動に関しての規程について、「教員研究費使用規程」、「教員研究旅費使用規程」

で研究費の利用について定め、適切に使用している。科学研究費補助金に関する取扱
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いに関しては「競争的資金等の使用に関する行動規範」や「研究活動における不正行為

の防止、対応及び競争的資金等の適正管理等に関する取扱要項」といった取扱いの要

領で研究活動の規範を喚起しているが、今後、研究倫理等の明文化なども含め、研究活

動を適切に運営するための制定も視野に入れている（提出書類‐規程集 66、提出資料

‐規程集 67、備付‐113）。 

専任教員の研究倫理を遵守するための取組みとして、令和３ (2021)年度は日本学術

振興会が提供する研究倫理 e‐ラーニングコースの受講を専任教員に促し、専任教員全

員が修了証を取得した（備付‐114）。 

本学で定期発刊している「常磐会短期大学研究紀要」は専任教員の研究成果を発表

する機会となっている。また、常磐会学園こどもセンターの研究部門として設置され

ている常磐会学園乳幼児教育研究会が発刊する「常磐会学園乳幼児教育研究会研究会

誌」も研究成果を発表する機会となっており、誌面で発表する機会の確保をしている

（備付‐115、備付‐116）。 

専任教員が研究を行う研究室は専任教員の職位による広さや設備の差はなく、個室

が割り当てられている。特別教室を使用する教員や領域によっては割り当て場所が決

まってしまうこともあるが、研究室としての役割は各自の研究の場という意味だけで

なく、専任教員同士や、専任教員と非常勤教員との研究や教育等の情報共有・連携の場

としての意味合いも兼ね備えている。  

専任教員の研究を行う時間を確保するために、就業規則に規定する勤務時間とは別

に週 1.5 日の研究日を認めている。研究日の曜日や午前・午後の別についてはできる

限り各専任教員の希望に沿うかたちにしており、時間割との兼ね合いによって調整さ

れることもあるものの、研究に専念できる時間として研究日を確保できるようにして

いる。研修等を行う時間は、研究日を活用する、あるいは授業や学内業務以外の時間を

利用し、届出書を提出して研修に必要な時間を調整できるようにしている（備付‐117）。 

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程としては「学校法人常磐会

学園職員研修規程」として整備し、研修期間中の身分。研修期間、費用補助、給与等を

定めている（提出資料‐規程集 65）。 

FD 活動に関する規程は「ファカルティ・ディベロップメント委員会規程」として整

備し、適切に実施している。令和３(2921)年度は教務部長が委員長として委嘱され、令

和４(2022)年度の１回生配当科目「基礎演習」の再検討を専任教員全員を対象に FD 研

修会を実施（令和３(2021)年３月９日、３月 16 日、３月 23 日）し、FD 活動による授

業・教育方法の改善に向けて取り組んだ。本学ではクラス単位で授業や行事を行うこ

とが多いこともあり、クラス集団を「学びあう共同体」として構築することが学生の学

習基盤となるという方針を掲げ、他の教育活動への後押しとなることを期待している

（提出資料‐規程集 28、備付‐49、備付‐8）。 

令和４(2022)年度実施の基礎演習に関する FD 活動として、専任教員は学内業務と

して教務部・学生部・入試部・就職部・実習指導部のいずれかに割り当てられており、

そこで行われる部会では当該業務に関する学内の関連部署の職員も参加している。そ

の中でも教務部や学生部、実習指導部では、在籍している学生の教育や実習、学生生活

との関わりが多いこともあり、教員と関係する学内の部署との連携による学生の学習
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成果の獲得の向上を考えながら取り組んでいる（備付‐118）。 

 

 

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］  

（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。  

（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。  

（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。  

（4） 事務関係諸規程を整備している。  

（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。  

（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。  

（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。  

（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携して

いる。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

 学習成果の獲得を向上させるために必要な事務組織は、管理部門である法人総務課、

会計課、短期大学総務課をはじめ、教育部門としての教学課、図書課に加え令和３

(2021)年度より実習指導課を設置。他にアドミッションを担う入試広報課、進路支援を

担う就職課があり各課に責任者として課長（室長）、課長代理を配置し、必要な課員を

配置している。また学生相談室、保健センターや進路支援センターなども整備し、専門

家集団による学生支援体制の充実にも取り組んでいる（提出資料‐規程集 23、提出資

料‐規程集 59、提出資料‐規程集 60）。 

事務組織体制の整備と責任体制の明確化、業務遂行のための職場環境の整備を推進

し、教職員の保健衛生及び健康診断、新型コロナウイルス感染症対策として健康相談

室を設置しており、令和３(2021)年度は、そこに衛生管理者を専任事務職員として配置

した。ほかに各課や組織の長には、文部科学省からの通知や各種連絡資料は、回覧資料

として取り扱われ、最新の情報を提供できる体制を取っている（提出資料‐規程集 38）。 

事務関係諸規程では、「学校法人常磐会学園事務組織規程」、「大学・短大 SD 委員会

規程」をはじめ、「稟議規定」、「文書取扱規程」、「公印取扱規程」、「経理規程」、「職員

研修規程」、「施設・整備使用規程」等、必要な規程を整備している（提出資料‐規程

集）。 

学内に整備されている学内 LAN は、各課をつなぎ職員ひとり一台以上のパソコン等

を利用して事務処理や各課、組織の連絡が取れる体制を取るとともに、学内のネット

ワークがスムーズに活用できるよう、ネットワーク機器の管理をアウトソーシングす

るとともに、情報センターに情報専門の管理者が常勤している。また、これとは別にネ

ットワーク配線の定期点検も月に１回実施している。令和２ (2020)年度からは新型コ

ロナウイルス感染症対策の一環として、RDP（リモートデスクトップ）を利用した在

宅勤務（テレワーク）が可能となり、令和３(2021)年度には契約職員（テレワーク）を
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雇用し教学課に配置した（備付‐119）。 

SD 活動は「学園の財務状況に基づく経営改善計画の方向性について」というテーマ

で、事務職員には令和３(2021)年９月９日に対面で、教育職員には同年 10 月に動画視

聴と言う形で研修会を実施。それを受け学生の修学支援に関しても意見集約をするこ

とができた。なお諸規程については、今後も改訂が必要な所もあり、令和４(2022)年度

以降も見直し、改訂を行う予定である。 

日常の職員組織の連携は、短期大学内にとどまらず、併設の大学事務とも連携にも

努め、月に１回の「合同事務連絡会」を開催して情報の共有化を図っている。令和３

(2021)年度には大学・短期大学間で LAN が繋がり、業務の見直しや事務処理の点検・

評価については、全学的な自己点検・評価を通じて評価項目に従い、毎年報告書を作成

し、改善に努めている（備付‐120）。 

学生の学習成果の向上について、教学事務関係では、「教科目連絡会」を定期的に開

催し、担当教職員の情報共有と連携・協働を図っている。令和２(2020)年度の途中より

「Microsoft Teams」を導入。コロナ禍でも学生への学習コンテンツの提供（遠隔授業

も含む）や連絡ツールとして利用。また、教員間や全教職員間での連絡や確認をスムー

ズに取れるようなったため、「短期大学ポータルサイト」と役割を整理しながら両方の

システムを活用している。学習成果の向上だけでなく学生生活をサポートする役割も

果たしている（備付‐121）。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に

行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。  

（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。  

（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。  

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

 教職員の就業に関する諸規程では、「就業規則」や「36 協定」の他に、「育児・介護

休業に関する規程」、「職員任免規程」、「兼任講師の雇用に関する規程」、「兼任職員の雇

用に関する規程」、「定年規程」をはじめ、「職員倫理規程」、「安全衛生管理規程」、「ス

トレスチェック実施規程」などを整備している（提出資料‐規程集）。 

令和２(2020)年度からは、これらの規程を教職員共有フォルダに格納して、教職員が

いつでも閲覧できるようにした。また令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染症

の流行という事態の中、教職員の働き方を大きく変更させられる１年となった。教員

は遠隔授業という従前では取り組んでこなかった教育方法を採用せざるを得ない状況

となり、職員は教学課や庶務課、保健センターや学生相談室などを中心に学生対応や

大学の衛生環境構築のために多大な尽力を費やすこととなった。令和２ (2020)年度は、

感染症の流行のため在宅ワークの導入や罹患した場合、濃厚接触者となった場合を想

定した「コロナ特休」を臨時に設計し、学園確認事項として１年間の間、周知すること
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になった（備付‐122）。これらの規程に則り適正に管理している。また令和３年(2021)

年度は育児・介護休業法の改定により規程の見直しを行った。  

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞  

 財政的な厳しさのもと、人的資源の効率化と見直しが求められているため、教育資

源のマネジメントに取り組む必要がある。  

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞  

特になし。 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付‐123 本学ホームページ「キャンパスマップ 施設紹介」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/campusmap 

備付‐124 図書館広報誌『TOKIWAKAI LIBRARY NEWS』Vol.11 2021、Vol.12 2022 

提出資料‐規程集 52 「常磐会学園 施設・設備使用規程」  

提出資料‐規程集 73 「常磐会学園 固定資産及び物品管理規程」  

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、そ

の他の物的資源を整備、活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。  

（2） 適切な面積の運動場を有している。  

（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。  

（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。  

（5） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実習

室を用意している。  

（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等による

指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。  

（7） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品を整備して

いる。 

（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。  

（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席数

等が適切である。  

 ① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。  

 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。  

（10） 適切な面積の体育館を有している。  
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（11） 多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切な

場所を整備している。  

 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

 本学の校地面積（10,737 ㎡※常磐会学園大学との共用を含む）は、短期大学設置

基準（校地 4,000 ㎡）を充足している。運動場用地（3194 ㎡）、アリーナ（1,436 ㎡※

小アリーナを含む）は、在学生数に対し十分な面積を有しているといえる。校舎面積

（15,642 ㎡ ※常磐会学園大学との共用を含む）は、短期大学設置基準（3,350 ㎡）を

充足しており、障がい者への対応として、車いす利用者用インターホン、障がい者用駐

車場、点字ブロック、自動ドア、スロープ、障がい者対応のエレベーター、多目的トイ

レなどを設置している。校舎面積も短期大学設置基準を充足しており、小アリーナ、ピ

アノ練習室、音楽室、保育演習室、小児栄養実習室、小児保健実習室、アトリエなどの

特別教室を整備し、図書館には一般書をはじめ、特に絵本・児童書などの保育学習の蔵

書を充実させ、保育について学ぶための充実した支援環境を提供している。情報教育

のための端末を配置した情報教室を整備し、授業時間外でも自由に使える環境を提供

している。また、学習指導に必要なプロジェクターなどを講義室、演習室に整備すると

ともに、令和３(2021)年度には、遠隔授業などでの学習支援のために授業録画システム

を導入や WiFi 環境を順次増強し、講義室以外での学習環境の拡充をおこなった。  

教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室 11 室、演習室 15 室、実験・

実習室 2 室、情報処理学習室 3 室、語学学習室 1 室を設置している。なお本学では通

信教育による学科・専攻過程を開設していない（備付‐123）。 

図書館（639 ㎡・閲覧席 82 席）２階の書庫は開架方式とし、蔵書数は約 79,000 冊

あり新着本展示架・新聞架・特別展示架・絵本架・大型絵本架・しかけ絵本架・外国の

絵本架・紙芝居架・新着雑誌架・参考図書架（百科事典・年鑑・事典・参考書等）・児

童書架・一般書架（Ａ）・一般書架（Ｂ）・文庫本架・大型本架・視聴覚資料架・就職・

資格本コーナー・課題図書（短大）・教科書コーナー等利用しやすくまとめて配架して

いる。１階書庫は閉架方式とし、古い図書資料・利用頻度の少ないものを中心に図書約

30,000 冊と雑誌のバックナンバーを収納している。特に学科の特徴に鑑み、絵本・児

童書の収書に力点を置き蔵書の充実を図るとともに、図書館広報誌『TOKIWAKAI 

LIBRARY NEWS』を毎年発行して学生や教職員、学内関係者に配布している（備付‐

124）。図書選書については、従来から学生と教員が大型書店に出向く選書会を開催し

てきたが、令和２(2020)年度は感染症流行のために中止、令和３(2021)年度は、希望す

る教員で 10 月から 11 月にかけて丸善ジュンク堂と旭屋書店での選書会を行った。な

お、購入図書選定システムや廃棄システムについては、「学校法人 常磐会学園 図書

資料管理規程」に基づいて行っている。  

 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備
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している。  

（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。  

（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。  

（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。  

（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。  

（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。  

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

 本学では「固定資産及び物品管理規程」を財務関係規程として整備し、貯蔵品につい

ては「経理規程」に定めている。また「施設・設備使用規定」を整備し、先の「固定資

産及び物品管理規程」と併せて、台帳に基づいた、施設設備、物品の維持管理を行って

いる（提出資料‐規程集 52、提出資料‐規程集 73）。 

火災・地震対策、防犯対策を含めて、「危機管理規程」を整備し、危機事象の発生に

備えている。火災・地震対策として、消防設備点検は、消防法に基づき年２回（３月、

９月）実施、また毎月実施される諸設備定期点検時に、建物などの状況も併せて点検を

おこなっている。防犯対策として各門にレコーダー付き防犯カメラを備え、常駐の警

備員を配備し、決められた時間ごとに門での立哨・校内外の巡回・施錠確認等を行って

いる。 

 本学のコンピュータシステムのセキュリティ対策については、ファイアーウォール

等により、学内から外部ネットワークへの接続の制限及び学外からの学内サーバーへ

のアクセスの制限をしている。学内ネットワークは VLAN により校務系システムと学

習系システムのネットワークに分離し、管理している。無線 LAN においては暗号化及

び認証などにより不正接続の監視、端末の管理をおこなっている。また総合型エンド

ポイント対策ソフトを導入し、PC 端末におけるウィルス対策をおこなっている。  

 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮については、省エネルギー・

省資源対策として、１号館屋上に太陽光発電を設置し、発電した電力は、1 号館各講義

室の照明・空調機が消費する電力に充てている。照明器具は順次 LED 照明へと更新し、

その他は高効率の Hf(高周波点灯専用形)蛍光灯を使用している。外構照明においては

夏時間、冬時間とで点灯時間を分け、令和２(2020)年度に製造が中止された水銀灯など

を使用している照明器具については、講義室の照明の LED 化とのバランスをとりなが

ら計画をたて、順次 LED 照明への転換を実施している。その他「蛍光灯の間引き照明」

「長期休暇中のエレベーターの一部運転停止」などの省エネルギーの取り組みを実施

している。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞  

令和２(2020)年の新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに遠隔授業の導入等

によるデジタル化が急激に進むなか、それに追随するように既存学内システムの更

新、拡張、増強を推し進めてきた。また、多様なメディアを利用するという観点では

Wi-Fi の利用が前提となるため、Wi-Fi 環境の拡充もすすめ、基盤設備は整備されてき

ている。 
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今後は、様々な授業形態への対応がさらに要求されてくると思われる。既存設備の

活用と拡充の両面を視野にいれながら柔軟な学内システムを構築していく必要がある。

またそれに伴い、情報機器が増え、それらを維持管理、更新する費用も増加するので、

大きな費用が必要となる建物の維持・保全とのバランスを考え、建物、機器の中長期計

画に基づく維持管理を実施していくことが必要である。  

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞  

 令和２(2020)年、大阪市平野区から本学の施設を二次避難所に指定したいという打

診があったが、現在のところ具体化はしていない。  

 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付‐79「大学等における遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保」予算申  

請書類」 

 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲

得させるために技術的資源を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設設備

の向上・充実を図っている。  

（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。  

（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持し

ている。 

（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。  

（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できるよ

う、学内のコンピュータ整備を行っている。  

（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。  

（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。  

（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備して

いる。 

 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

 本学では、情報センター担当者と総務課の担当者が連携し、情報機器の維持管理、中

期計画に基づいた機器、設備の更新等を実施し、技術的資源の分配を常に見直し、授業

や学校運営に活用しているが、令和２(2020)年度の感染症流行による遠隔授業体制構

築の必要性からサーバーの購入と情報技術者の臨時雇用を行った。令和３(2021)年度

も、引き続き遠隔授業を継続する必要から、情報技術者の再臨時雇用と情報環境のさ
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らなる整備をおこない、情報担当教員と情報技術者の協働により教職員への技術提供、

学生へのトレーニングが適切に行え、遠隔授業のツールを使った効果的な授業を行う

ことができた（備付‐79）。 

学生の学習支援のために必要な教室等で必要とされる学内 LAN は整備しており、

Wi-Fi 環境の拡充についても順次実施してきた。また全講義室の AV 機器のデジタル化

によって、コンピュータによる新しい情報技術の導入が容易になり、授業へ活用され

始めている。 

特別教室は CALL 教室を 1 室、授業にて使用する PC 教室を 2 室、学生が自主的に

使用できる PC 教室を 1 室備えている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞  

 今後、遠隔授業、行事・講演などの構内配信等の増加、また現在学生の個人所有のノ

ートパソコンやスマートフォンから学内 Wi-Fi 環境の利用は制限されているが、将来

的に制限解除などへの対応として基幹インフラ（ネットワークやサーバー）の増強が

必要であり、コンピュータウィルスの混入や悪意のある操作による問題が起こること

も懸念されるので、学生の利用に際する一定の運用ルールやガイドラインの検討が必

要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

 情報技術者の人材補填について、感染症下での国の補助金を活用して臨時雇用をし

ていたが、令和４(2022)年度から派遣ではあるが１名の専従の増員をする予定である。 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

備付‐125「令和３(2021)年度 事業報告書」 

備付‐126「令和３(2021)年度 独立監査人の監査報告書」 

備付‐127「学校法人常磐会学園中期計画（令和２年～令和６年度）」 

備付‐128「令和４(2022)年度事 業計画書 常磐会学園」  

提出資料‐規程集 72「学校法人常磐会学園 経理規程」 

提出資料‐規程集 73「学校法人常磐会学園 固定資産及び物品管理規程」 

提出資料‐75「学校法人常磐会学園 資産運用規約」 

備付‐129「令和３(2021)年度 常磐会短期大学校務分掌」 

備付‐130「経営改善計画 令和３年度～７年度（５ヵ年）」 

備付‐131「本学ホームページ 情報公開 財務情報の公開」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

備付‐132「本学ホームページ 情報公開 監事監査報告書」 

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/financial_situation2021-07.pdf 

備付‐133「令和３(2021)年度 監査法人 監査実施報告書」 
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備付‐134「常磐会短期大学 コロナウイルスの感染症拡大防止対策関連」 

備付‐135「新型コロナウイルス感染症（疑い）が発生した場合の対応」  

備付‐115「常磐会短期大学 紀要」Vol.49 令和３(2021)年 12 月 31 日 

備付‐136「ときたん Agenda 2024 令和２(2020)年度・令和３(2021)進捗状況 

 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。  

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 

 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握して

いる。 

 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。  

 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。  

 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。  

 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。  

 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。  

 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。  

 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切で

ある。 

 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。  

 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。  

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。  

 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。  

（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。  

 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算

を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。  

 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。  

 ③ 年度予算を適正に執行している。  

 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告してい

る。 

 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金

出納簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理してい

る。 

 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。  

 

＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

 過去３年間の教育活動資金収支差額は、令和元(2019)年度は 109,272 千円、令和２

(2020)年度は△176,360 千円、令和３(2021)年度は△133,888 千円であった。  

事業活動収支は、平成 29(2017)年度までは黒字であったが、平成 30(2018)年度以降
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は赤字に転じている。過去３年間の基本金組入前当年度支差額は、令和元 (2019)年度は

△149,854 千円、令和２(2020)年度は△490,293 千円、令和３(2021)年度は△527,455 千

円であり、いずれの年度も支出超過であった。収容定員未充足が続いており、学生生徒

等納付金収入が減少したことと、収入の減少に対し支出抑制が追い付いていないこと

が支出超過の要因となっている。  

貸借対照表は、特定資産を計上し、退職給与引当特定資産 147,400 千円、減価償却

引当特定資産 1,667,405 千円、その他引当特定資産として 4,423,119 千円を引当て、

健全に推移しているとともに、資産保有の目的を明確にしている。令和３ (2021)年度の

総資産のうち、純資産の占める割合（純資産構成比率）が 97.6％であり、借入金はな

いことから、学園の財務の安全性を十分に確保しており、短期大学の存続を可能とす

る財政を維持している。また、本学の財政と学校法人全体の財政の関係は、理事会を通

じて把握している。  

資産運用は、学校法人常磐会学園資産運用規約に基づき、適切に行われている。経常

収入における教育研究経費の割合は、令和３(2021)年度は 42.9％であり、教育研究用

の施設設備や学習資源（図書等）への資金配分も十分な水準を確保している（備付‐

125）。 

 公認会計士の監査意見への対応は適切に行われている（備付‐126）。寄付金は、新

入生に対し入学後、趣意書を配付し、適切に募集活動を行っている。なお、学校債の発

行は行っていない。  

令和３(2021)年度の入学定員充足率は 87.0％、収容定員充足率 63.2%であるため、

安定的な入学者の確保が必要となる。しかし、前述のとおり、借入金はなく、資金繰り

は安定していることから、収容定員充足率が 100％を下回っているものの、健全な財

務体質を維持している。  

本学園の事業計画および予算は、「学校法人常磐会学園中期計画（令和２年～令和６

年度）」をもとに、各部門の意向を集約し、ヒアリングを実施のうえ、策定している。

３月の理事会にて承認を得て、関係部門に周知され、適正に執行している（備付‐127、

備付‐128）。 

日常的な出納業務は、「学校法人常磐会学園経理規程」に基づき会計課が円滑に行い、

事務局長と理事長に報告がなされている。資産及び資金（有価証券を含む）は、「学校

法人常磐会学園固定資産及び物品管理規程」及び「学校法人常磐会学園資産運用規約」

に則って管理、運用し、管理台帳、資金出納簿等に記録し、安全かつ適正に管理してい

る。月次試算表は毎月終了後、速やかに作成し、事務局長を経て、理事長に定期的に報

告している（提出資料‐規程集 72、提出資料‐規程集 73、提出資料‐規程集 75）。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態

を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点  

（1） 短期大学の将来像が明確になっている。  

（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。  
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（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。  

 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。  

 ② 人事計画が適切である。  

 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。  

 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。  

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費

（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。  

（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。  

 

［注意］ 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画

を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提出

資料ではなく備付資料とする。  

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 

 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

 日本私立学校振興・共済事業団の定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分は

Ｂ３（イエローゾーン）に該当する。  

令和３(2021)年度に策定した「常磐会学園 経営改善計画 令和３年度～７年度（５

ヵ年）」によって将来像を明確に示しており、重点項目として、併設する大学との有機

的な統合を目指し、統合に向けて、組織、人事等に関する諸制度を見直すことで、経営

規模の適正化を図る（備付‐129）。 

令和３(2021)年度に理事長と会計課長が SD 研修、教授会、将来構想検討会議におい

て、各種データをもとに経営状態を説明し、出席者から意見を求めるなど客観的な環

境分析を行った。  

 学生募集対策では、オープンキャンパスや高校訪問等を通じて、定員確保に向けて

積極的な広報活動を継続していく。  

 学納金計画では、学費の金額を据置しているため、収支バランスを改善するため値

上げを検討していくが、学生募集に影響が出ないよう他学の動向を調査しながら検討

する。 

人事計画では、「常磐会学園 経営改善計画 令和３年度～７年度（５ヵ年）」におい

て事務組織の活性化、能率化を重点項目の一つとしている。大学との統合に向けて、事

務体制の一体化を目指し、重複する業務を一元化することで、教職員数を適正化する。  

財務計画では、定員数確保により学納金収入を安定させるとともに、教職員の適正

配置により人件費を抑制し、令和６(2024)年度に教育活動資金収支差額の黒字化を目

指している（備付‐130）。 

施設設備は、全館とも耐震基準に適合した建物となっている。本学の施設設備の維
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持管理について、向こう５年間の必要な工事や予算を策定しており、毎年、見直しを加

えながら計画的に実施している。  

外部資金の獲得は、令和３(2021)年度は科学研究費助成事業の採択件数３件（基盤研

究（C）／代表者新規１、継続１、分担者継続１）であった。  

資産の有効活用では、令和３(2021)年度に茨木学舎の土地を売却したことで遊休資産

はなくなり、所有している資産を全て有効に活用している。  

本学は適切な定員管理とするため、令和３(2021)年度より、入学定員を 300 名から

200 名に減らしたが、定員確保に苦慮しているため、収支のバランスがとれていない

のが現状である。  

学内に対する経営情報は、本学園のホームページで公開（備付‐131）しているほか、

令和３(2021)年度の SD 研修において、理事長と会計課長が本学園の経営状態を説明

し、教授会や将来構想検討会議でも同様の説明が行われ、危機意識を共有している。  

 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞  

 定員確保を最優先課題としている。「常磐会学園 経営改善計画 令和３年度～７年

度（５ヵ年）」および事業計画が効果的に実施できるように、全教職員が一丸となって

取り組む。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞  

 本学の財的資源の管理運営状況は適切であると判断している。監査法人及び本学園

監査から、財的資源について特段の指摘事項はなかった（備付‐132、備付‐133）。 

 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞  

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

(１)校務分掌を整備する。  

 校務分掌は、毎年見直しをかけ整備をしている。  

 

(２)FD・SD 活動をさらに充実させる。  

教職員の資質を高めるための FD・SD 活動をさらに充実していくため、教員につい

ては FD 委員会を設置し、事務系職員については学園大学との合同事務連絡会議等で

SD 活動に取り組んでいる。  

令和３(2021)年度の FD 研修会は、基礎演習改定の方向性を共有し、内容を検討する

機会を持った。 

令和３(2021)年度の SD 研修会は「学園の財務状況に基づく経営改善計画の方向性

について」をテーマに理事長と会計課長が本学園の経営状態を説明した。この説明に
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対して、各課職員から経営改善のための提案が寄せられ、問題意識の共有につながっ

た。 

 

(３)短期大学危機管理規程を整備する。  

「学校法人常磐会学園危機管理規程」を理事会において定め、平成 27(2015)年４月

１日から施行している。令和２(2020)年度当初から危機管理対策本部にて「コロナウイ

ルスの感染拡大防止対策関連」の取り纏めを作成して運営（備付‐134）。さらに学生

が陽性または濃厚接触者になった場合の対応、緊急時の授業、入試の運営、陽性者発生

時の関係各機関への報告体制等を取り纏めた（備付‐135）。令和３(2021)年度も感染

状況を観ながら、学生部・危機管理対策本部で「本学の新型コロナウイルス感染症拡大

予防対策」の見直しを図り、新しい通学様式の実践、学内施設等利用時の注意事項、本

人・近親者に感染症の疑いが生じた場合の対応等を学生に周知し、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に努めている。なお令和３(2021)年 12 月に発効した『常磐会短期大

学 紀要』では、感染症流行下における事業継続計画策定の試み、遠隔授業の展開過

程、保育実習指導における代替授業の展開について３名の教員が論文として取り纏め

た（備付‐115）。 

 

(４)諸規程を各研究室から見られるようにする。  

教職員のパソコンから諸規程を閲覧可能とした。規程等の学内情報は教職員フォル

ダを用いて学内共有している。  

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画  

  

(１) 短期大学中期計画の進捗状況（ときたん Agenda2024）を確認しながら計画を遂

行していく（備付‐136）。 

(２) 常磐会学園の歴史を引き継ぎ、さらなる発展のための学園将来構想の検討を始め

たが、将来構想検討会議及び統合準備室を中心に全教職員をあげて力強く改革を進め

て財務状況改善を図っていく。  

 

 

 

 

 

 

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料‐規程集 37「寄付行為」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/donation.pdf?20210426 

備付‐137「役員等名簿」https://www.tokiwakai.ac.jp/files/yakuinmeibo2022_03.pdf 

様式 8－基準Ⅳ 



90 

備付‐138「常任理事会議事録」  

備付‐139「監事ミーティング・資料」  

提出‐29「理事会議事録」  

提出‐31「評議員会議事録」  

備付‐1「理事長挨拶」https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/tokiwakaigakuen 

備付‐127「学校法人常磐会学園中期計画（令和２年～令和６年度）」 

備付‐8「令和４年度 校務分掌」 

備付‐9「学園組織図」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/organizationchart.pdf?20210603 

備付‐130 経営改善計画 令和３年度～７年度（５ヵ年）  

備付‐140「将来構想検討会議 議事録」 

備付‐141「令和３(2021)年度 教職員研修会（録画動画）」 

備付‐142「2023 年度・常磐会短期大学 学生募集要項」 

備付‐143「ミドルマネジメント会議 議事録」 

備付‐144「常磐会学園統合準備室 議事録」 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

（1）  理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。  

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の発

展に寄与できる者である。  

 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。  

 ③ 理事長は、毎会計年度終了後２月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を

経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告

書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。  

（2）  理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機

関として適切に運営している。  

 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。  

 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。  

 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。  

 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。  

 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。  

 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。  

（3）  理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。  

 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学

識及び識見を有している。  

 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。  

 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 
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＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

 

本学の管理運営体制は、学校教育法（設置基準等）、私立学校法、学校法人常磐会学

園寄附行為及び管理運営に関する諸規定に基づき、執行されている。  

理事長は、本学園の経営における意思決定と業務執行責任を担う理事会のトップと

して、適切なリーダーシップを発揮し、学園の永続性と経営の安定化を第一義として

その責務を果たすことに努めている。 

 理事・評議員・監事は、本学園の管理運営において教育基本法、学校教育法及び私立

学校法に従い、「私立大学経営倫理綱領」並びに「私立大学の経営に関する指針」に基

づき、理事長のリーダーシップのもと適正に運営に携わっている。理事長が常勤であ

ることから日常業務や、経営部門と教学部門との連携においても、適時に必要な助言

を行うことができ、業務の円滑な推進のためのリーダーシップを発揮している。 

 学校教育法の改正により教授会の役割が明確化され、学長のリーダーシップがより

一層求められることとなったが、学長のリーダーシップを確立するために、学内の意

見に耳を傾け、よく意思疎通を図り、適正な手続きを経た上で意思決定を図るという

対話の姿勢は続けられていると考えている。 

 学長は、寄附行為により、常磐会学園第２号理事として位置づけられている（提出資

料‐規程集 37、備付‐137）。理事の互選による常任理事の一員でもあることから、学

内の緊急事案においても理事長と迅速に連携を取り、学長としてのリーダーシップを

発揮することで、適切な対応を取ることができている。  

 監事２名の内、１名は常勤監事である。常勤監事は、週３日は出勤し、ほぼすべての書

類に目を通している。また、週１回の常任理事会に出席し、学園の現状把握に努めている

（備付‐138）。常勤監事は、日常的に学内の多くの業務に接することができ、教職員に対

して、時機に応じた適切な助言や指導をしている。  

 本学では、理事長、監事、事務局長と監査法人（公認会計士）との年３回の定期的な

連絡会議をもち、主として財務状況や、法令遵守、業務管理について意見交換を行って

いる（備付‐139）。また、２名の監事は、定例理事会及び評議員会に出席し、私立学

校法及び寄附行為の規程に則り、法人の財産の状況及び業務執行の状況について監査

を行い、監査報告書を作成して、理事会及び評議員会に提出する（提出‐29）。 

 評議員会は、寄附行為に則って理事長が招集し、予算及び事業計画、決算報告、事業

の実績報告の諮問に応えると共に、必要な協議で意見を述べ、適切な運営がなされて

いる（提出‐31）。 

 管理運営のリーダーとしての理事長は、令和３(2021)年度に就任したが、本学創設者

である西脇りかの指導を直接受けた卒業生であり、一般財団法人常磐会の会員として、

学園の校是「和平 知天 創造」に則り、本学の乳幼児教育分野の振興、地域への貢献

並びに乳幼児教育・保育者の育成に寄与している。  

 現在、常勤理事長として教育現場に携わり、学校行事等にも学生、教職員と行動を共

にし、現場の教育及び業務の把握に努めている。学園として重要な儀式や行事、大学の

ホームページにおいても、本学の建学の精神である校是「和平 知天 創造」につい

て、学生、教職員、保護者、その他参加者に対して、その意義を広く周知している  
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（備付‐1）。また、教職員に対しては、就任式、諸会議などの機会に応じて、講話を行

っている。 

理事長は、寄附行為に則り、毎会計年度終了後（2 月以内）に監事及び監査法人公認

会計士による監査を受け、理事会の議決を経た上で、決算及び事業の実績を評議員会

に報告している（提出‐29、提出‐31）。 

理事長は、以下に掲げる事項について本学園について多角的に十分な理解を持って

遂行しており、その存在は学園の永続的な発展に寄与できるものである。  

 

１．中期計画の着実な実行  

(1) 中期計画の運用 

「学校法人常磐会学園中期計画」は「園児、学生の成長を支える魅力ある教育・研究の

実践」「教職員組織の活性化」「園児・学生定員数を充足し、安定した経営基盤の確立」

を主な戦略として策定したものである。諸施策としては，事業計画や予算編成に反映

させるとともに、各部門において重点目標に関わる必要な行動目標を立て実行に移し

ていく。なお中期計画は定期的に PDCA マネジメントサイクルにより、進捗状況をチ

ェックして改善している（備付‐127）。 

 

(2) 法人本部組織の整備と充実 

  法人本部の体制を強化するため、法人本部の組織の整備を行うとともに、その業務 

内容を精査し、事務の一本化を進めている。法人総務部・財務部（会計課）に続き、令 

和４(2022)年度からは保健センターが法人本部に属し、事務局長が所属長となる予定 

である。今後さらに大学と短大の入試広報課を統合することを目指し、また実習指導 

課も大学と短大が協同する方向で打ち合わせを行っている（備付‐8、備付‐9）。 

 

(3) 財政基盤の維持強化 

本学園の財務状況は平成 30(2018)年度より毎年赤字が続いており、現在の経営状態

は、日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標より「B3」（イエローゾーン）と判

定された。「B3」の定義は「経営困難状態」とされており、このまま「B3」が続くと、

学園の存続自体が厳しくなるため、早急な経営の改善が求められる。  

まず経営判断指標「B3」から脱却し、「B0」（イエローゾーンの予備的段階）への改

善を目標とした経営改善計画（令和３(2021)年度～７(2025)年度）を策定した（備付‐

130）。実施計画として、令和７(2025)年度に経営判断指標「B3」から「B0」への改善

を目指す。そのためには教育活動資金収支を２期連続（令和６(2024)年度、令和７(2025)

年度）で黒字にすることが必須となる。教育活動資金収支を黒字（B0）回復するため

には、経営改善計画に沿って、大学・短大の統合に向けて組織体制を確立させ、入学定

員の確保と、人件費を含む経費削減の努力を続けていかなければならない。経営環境

の変化にともない計画の軌道修正を毎年行うことで、段階的に収支を改善させ、令和

７(2025)年度「B0」を通過点として、令和８(2026)年度以降に最終的には「A」段階（正
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常状態）に改善することを目標とする。  

事業収入の大きな赤字は定員確保ができていないことによるものであるから、理事

長は将来構想の具体化に向けて、「将来構想検討会議」の取り組みに着手した（備付‐

140）。同時に学園が置かれている現状について、理事長が説明し定員確保と収支のバ

ランス改善に向かう意識を全教職員で共有した（備付‐141）。 

 

(4)入試のあり方や入試戦略について  

令和３(2021)年度も、令和４(2022)年度入試のあり方や入試戦略の見直しに精力的

に取り組んだが、残念ながら 18 歳人口の減少、教育・保育系への進学希望者の減少、

また短期大学への進学者の減少等により両大学とも定員数を充足することができなか

った。なお令和３(2021)年度には、以下のような対策を立てた。 

・入試における受験料の減免「オープンキャンパス特典」の創設（※1 万円減免：大学

、短期大学） 

・短期大学「TOKIWA スカラシップ制度」の創設   

・学園大学「総合選抜合格者入学金免除制度（新型コロナウイルス感染症拡大による

経済的支援）」創設 （備付‐142） 

 

(5)「将来構想検討会議」と「統合準備室」の設置  

「将来構想検討会議」は、大学の運営部、短大の執行部をメンバーに、令和３(2021)

年７月から 12 月までの間に対面で５回（第１回７月 21 日、第２回８月 18 日、第３回

９月 29 日、第４回 10 月 27 日、第５回 11 月 24 日）Teams で２回（１月 25 日、３月

24 日）開催した。また、内容を共有するために８月４日にミドルマネジメント会議、

９月９日に SD 研修会、さらに 10 月上旬の期間に、SD 研修会動画を専任教員に向け

配信した。11 月 25 日には全事務職員に、全教職員からの統合に向けた意見集約の文

書を配信報告し、統合に向かう意義と必要性を共有した。  

全教職員の率直な意見を集めたことは何よりも大きな収穫となった。この意見をま

とめて、今後の方向性を定める参考とした（備付‐140、備付‐143）。 

検討事項の一つであった「常磐会学園統合準備室」は、令和 4(2022)年１月 31 日に

第１回の会議を行い、第２回は２月７日、第３回は３月 28 日に開催した。メンバーは、

機動性を高めるため、局長、大学と短大の両学長、両事務長、両入試広報課長という事

務局関係のみとしたが、「教育」の立場からの視点は最も重要であるので、機会あるご

とに全教職員に内容を報告し情報交換している。当面、統合へのプロセスにおける改

善の内容や方法を審議し、基本構想をまとめることとし、情報収集、リサーチ、実務的

な支援などについて外部から情報を得ることを検討する予定である。学園として学生

定員を確保し経営の安定を図ることが常磐会の歴史を継承し魅力を向上していくうえ

では欠かせない事項となる。両学の壁をさらに低くして、日常的に意見を交わし交流

を深めながら前へ進めていく（備付‐144）。 

理事長は寄附行為の規定に基づいて理事会を開催している。８月を除き月１回以上

行われる理事会では、理事長が議長となり、適切に運営されている。  

令和３(2021)年度理事会は 13 回開催されたが、緊急事態宣言の発出やその延長、外
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出自粛の要請などにより、第１回(４月)、第２回（５月）、第５回（９月）、第 10 回～

13 回（１月～３月）の理事会は、常任理事以外の理事は書面審査で参加した。各理事

においては、令和３(2021)年度開催された 13 回の理事会における出席率は 100％（書

面審査を含む）であり、学校法人の意思決定機関として適切に機能している。各理事

は、常磐会学園の建学の精神「和平 知天 創造」を十分理解し、学園の健全な経営に

資する学識及び見識をもち、何よりも学園理事としての誇りと帰属意識の高さが伺え

る（提出‐29）。 

学園の管理運営上の様々な課題に対しては、主体的かつ機能的に対処できる体制の  

必要性から、寄附行為に則って常任理事会を設けている（提出資料‐規程集 37）。常

任理事会のメンバーについては機動力を図るため、理事長、大学学長、短期大学学長

、幼稚園代表園長、事務局長の各所属長５人体制とし、学園全体の課題を共有し、即

応的に対応ができるようにしている。週１回開催する常任理事会においても、理事長

が議長となり、原則として法人の日常業務の決定並びに管理部門・教学部門との調整

・連携事項の検討、理事会・評議員会に付議する事項、それらの実施方法等の検討を

行っている（備付‐138）。 

 理事長は、これらの運営全般において建学の精神及び教育理念・目的の理解を基盤

とし、運営上経営と教育のバランスを常に配慮し、役員及び教職員の意向を集約した

上でリーダーシップを発揮し、その責務を果たすことで学校法人としての運営が滞り

なく行われている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

理事会の開催状況 令和３年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 

分 

開催日現在の

状況 

開催年月日  

開催時間 

出席者数等 

監事の 

出席 

状況 

開催日の現況    出 席 者 数 等 

定員 現員 

(a) 

出席  

理事数  

(b) 

実出席率

(b+c/a) 

意思表示

出席者数

(c) 

理 

 

事 

 

会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 

9～11 

人 

10 

令和 3 年 4 月 20 日 

13：30~14：30 

人 

5 

% 

100 

人 

5 
2/2 

10 
令和 3 年 5 月 24 日 

13：30~14：45 

 

5 
100 5 2/2 

10 
令和 3 年 6 月 25 日 

13：30～15：43 
5 100 5 2/2 

9 
令和 3 年 7 月 20 日 

13：30～14：12 
9 100 0 1/2 

10 
令和 3 年 9 月 21 日 

13：30~14：45 
5 100 5 1/2 

10 
令和 3 年 10 月 19 日 

13：30～14：12 
10 100 0 1/2 

10 
令和 3 年 10 月 23 日 

14：50～15：06 
10 100 0 1/2 

10 
令和 3 年 11 月 16 日 

13：25～14：32 
10 100 0 1/2 

10 
令和 3 年 12 月 21 日 

13：21～14：32 
10 100 0 1/2 

10 
令和 4 年 1 月 24 日 

13：30~15：10 
5 100 5 2/2 

10 
令和 4 年 2 月 7 日 

13：30~14：20 
5 100 5 2/2 

11 
令和 4 年 3 月 7 日 

13：30~15：20 
5 100 5 2/2 

11 
令和 4 年 3 月 22 日 

13：30~14：40 
5 100 5 2/2 
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令和３年度理事会において行った規程の策定及び改定等について 

・学校法人常磐会学園「就業規則」（令和 3 年 4 月 第 1 回理事会） 

  ・学校法人常磐会学園「兼任職員の雇用に関する規程」（同上）  

    ・短期大学「学則」（同上） 

・常磐会短期大学「長期履修制度規程」（同上）  

     ・常磐会短期大学「内部質保証に関する方針」（同上）  

・常磐会短期大学「内部質保証に関する規程」（同上）  

・常磐会短期大学「学長室規程」（同上）  

・常磐会短期大学「学科長規程」（同上）  

・常磐会短期大学「執行部規程」（同上）  

・常磐会短期大学「部規程」（同上）  

・常磐会短期大学「評価規程」（同上）  

・常磐会短期大学「第三者評価規程」（同上） 

 ・学校法人常磐会学園「資産運用計画」（令和 3 年 6 月 第 3 回理事会） 

・常磐会学園大学「学則」（令和 3 年 7 月 第 4 回理事会）  

  ・常磐会幼稚園「園則」（同上）  

    ・育児・介護休業等に関する規程（令和 3 年 9 月 第 5 回理事会）  

  ・常磐会学園大学「学則」（令和 3 年 12 月 第９回理事会）  

  ・常磐会短期大学「長期履修制度規定」（同上）  

  ・常磐会短期大学「TOKIWA スカラシップ制度にかかわる内規」（令和 4 年 1 

  月 第 10 回理事会） 

  ・「常磐会短期大学自己点検・自己評価実施規定」（同上）  

  ・「常磐会短期大学 大学評価規程」（同上）  

  ・「常磐会短期大学内部質保証に関する規程」（同上）  

・学校法人常磐会学園 兼任職員の雇用に関する規程（同上）  

  ・常磐会短期大学「内部質保証に関する規程」（令和 4 年 2 月 第 11 回理事会）  

  ・常磐会短期大学「大学評価規程」（同上）  

  ・学校法人常磐会学園大学育児・介護休業に関する規程（同上）  

  ・学校法人常磐会学園保健センター規程（同上）  

  ・学校法人常磐会学園事務組織規程（同上）  

・学校法人常磐会学園大学職務手当支給細則（同上）  

  ・「経営改善計画」（令和 4 年 3 月 第 13 回理事会）  

  ・常磐会短期大学「学則」（同上）  

  ・常磐会短期大学「TOKIWA スカラシップ制度に関する内規」（同上）  

  ・付属幼稚園「臨時特例処遇改善手当支給細則」（同上）  
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＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞  

１．中期計画の着実な実行  

学園の将来構想については、令和元年度第 14 回理事会、第８回評議員会で、令和２

年度～令和６年度の中期計画が策定され、下記の７項目が重点目標（重点項目）として

取り上げられた（提出‐29、提出‐31、備付‐127）。 

(1) 内的環境の更なる充実と両大学の有機的な統合を目指す。  

(2) 教育の質的転換と教育改善を促進する評価システムを確立する。  

(3) 戦略的広報と募集活動による園児・学生の定員数確保を目指す。   

(4) 園児・学生の支援体制の充実を図る。  

(5) 事務組織の活性化、能率化と財政基盤の確立を目指す。  

(6) 施設設備の改修・改築計画を策定する。  

(7) 地域社会への貢献を促進する。  

令和３(2021)年度から「統合」へ向けての一歩を進み始めたが、有機的な統合として

どのような形を具体的に目指すのか、情報の分析と構想の確立が喫緊の課題である。

これら７項目について、大学、短大、付属園による連携を強化して具体策を検討し、改

革に向けて推進していくことが課題となる。  

 
 

 

［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料‐規程集 14「常磐会短期大学 学長選任規程」  

提出資料‐規程集 20「常磐会短期大学 執行部規程」  

備付‐9「令和３（2021）年度 執行部会議事録」、「令和２(2020)年度 執行部議事録」 

備付‐155「令和２（2020）年度 Line トーク履歴」  

備付‐145「令和２（2020）年度 メール配信履歴」  

備付‐146「Teams 運用における「チーム」管理に係る申請書」  

備付‐7 「FD 研修会報告」令和２(2020)年 2 月 17 日 

提出‐6 執行部会・提出資料 令和３(2021)年５月 26 日「教育理念・目標の具体的

展開について」（学長室作成資料 令和３(2021)年５月 21 日） 

提出‐7  令和３(2021)年６月２日教授会・提出資料「建学の理念・各ポリシーの検討 

常磐会短期大学・教育のグランドデザイン（案）」  

提出‐29「理事会議事録」令和３(2021)年４月 20 日 

備付‐37「常磐会短期大学 内部質保証に関する方針」「内部質保証体制の概要」  

提出資料‐規程集 35「常磐会短期大学 内部質保証に関する規程」  

提出資料‐規程集 29「常磐会短期 大学評価規程」 

提出資料‐規程集 20「常磐会短期 大学執行部規程」 

提出資料‐規程集 30「常磐会短期大学 外部評価委員会規程」  

提出資料‐規程集 21「常磐会短期大学 部規程」 
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提出資料‐規程集 33「常磐会短期大学 学長室規程」  

提出資料‐規程集 80「常磐会短期大学 学長補佐の設置に関する規程」  

備付‐115 『常磐会短期大学紀要 Vol.49』 

提出資料‐規程集 79「常磐会短期大学 学生の賞罰に関する規程」  

提出資料‐規程集 15「常磐会短期大学 専任教員選考基準規程」  

備付‐147「常磐会短期大学 専任教員選考基準運用内規」  

備付‐18「常磐会短期大学 昇格基準」 

提出資料‐規程集 81「常磐会短期大学 障がい学生支援規程」 

提出資料‐規程集 1「常磐会短期大学 学則」 

提出資料‐規程集 19「常磐会短期大学 教授会規程」  

提出資料‐規程集 53「学校法人常磐会学園 常任理事会規程」  

備付‐3「令和２（2021）年度・令和３(2021)年度 常任理事会議事録」  

備付‐6 Teams「教授会」・「Teams 運用申請書」  

備付‐28「成績評価の妥当性検証」  

備付‐27「令和２(2020)年度 遠隔授業加速化予算申請資料」、「令和３(2021)年度 遠

隔授業加速化予算申請資料」  

備付‐8「令和４(2022)年度 校務分掌表」 

備付‐148「学生支援／合理的配慮資料」  

提出資料‐規程集 66「常磐会学園 教員研究費使用規程」  

提出資料‐規程集 67「常磐会学園 教員研究旅費規程」  

備付‐149「学生代表者会議規程」  

 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］ 

 

（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。  

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会

の意見を参酌して最終的な判断を行っている。  

 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有して

いる。 

 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に

向けて努力している。  

 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めて

いる。 

 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。  

 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めて

いる。 

（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の

審議機関として適切に運営している。  
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 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。  

 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。  

 ③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定め

た教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定し

ている。 

 ④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議

する事項がある場合には、その規程を有している。  

 ⑤ 教授会の議事録を整備している。  

 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。  

 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切に

運営している。  

 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

 

現学長は、学長選任規程（提出資料‐規程集 14）に基づき選任され、令和２(2020)

年４月１日に就任した。就任当初から新型コロナウイルス感染症流行下での大学運営

に悩まされ続けたが、令和２(2020)年４月 1 日、短期大学の執行部会で危機対策の審

議を始め（提出資料‐規程集 20、備付‐9）、４月２日からは、Line を活用して執行部

メンバーとコミュニケーションを図りながら大学運営が適正になるように課題を検討

し（備付‐155）、さらに迅速に短期大学での感染症対策等を推し進めるために、４月

３日からは短期大学危機対策本部のメール会議（備付‐145）を立ち上げ、対応にあた

るなど、速やかに幹部や教職員との合議体制を確立した。令和２(2020)年８月 31 日か

らは Teams を活用しながら、同年 11 月 20 日には、Teams 上に執行部のチームを、

12 月２日には、教授会のチームを構築してコミュニケーションのチャンネルを確保す

るとともに、その質を高め、（備付‐146）、引き続き令和３(2021)年度も、これらのツ

ールを用いて短期大学の教学運営の最高責任者として危機下にあって適切にリーダー

シップを発揮した。 

建学の精神に基づく教育の推進について、令和２(2020)年度の FD 研修会「ワールド

カフェ」でのクラスづくり教育の研修会（備付‐7）での議論を踏まえて、令和３(2021)

年度は、これまでに積み上げてきた本学の建学の精神から導き出される教育方針と３

つのポリシーを含む教育実践の全体像を「常磐会短期大学教育のグランドデザイン」

として令和３(2021)年５月 26 日の執行部会、６月２日の教授会に示して教育体系を可

視化するとともに（備付‐6、備付‐7）建学の精神に基づく内部質保証体制に関する

各種規程類の改正および新規策定を、令和２(2020)年９月 30 日の執行部会、令和２

(2020)年 12 月９日の学長室会議、令和２(2020)年 11 月９日および令和３(2021)年３

月 15 日（月）、４月５日の常任理事会に諮り令和３(2021)年４月１日および４月７日

の教授会で採決承認。４月 12 日の常任理事会を経て、基準Ⅰ‐C の内部質保証で示し

た諸規程に関して令和３（2021）年４月 20 日の第１回理事会で承認制定された（提出

‐29、備付‐37、提出資料‐規程集 35、提出資料‐規程集 33、提出資料‐規程集 20、

提出資料‐規程集 21、提出資料‐規程集 29、提出資料‐規程集 30）。 
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また、これら今後の大学の内部質保証体制を推進するための核となる組織を構築す

るため、令和２(2020)年度にモデル的に取り組んだ学長室に関する規程の制定を行い、

さらに学長補佐を任命することを令和３年２月 22 日の常任理事会に提案、承認され令

和３(2021)年度から正式に運用することとなった（提出資料‐規程集 33、提出資料‐

規程集 80）。 

研究の推進については、２年間にわたり感染症下での教学運営に力が注がれたため

に十分な研究ができなかったが、感染症下での大学の教育の取り組みのまとめを含む

５本の論文を掲載した「常磐会短期大学紀要 Vol.49」を令和３(2021)年 12 月に発行

することができた（備付‐115）。 

学生の懲戒規程については、すでに学則には明示されていたが、その手続き規程を

制定する必要から、令和３(2021)年 10 月 13 日に Teams 学長室で問題提起をし、原案

を策定、令和４(2022)年 1 月 24 日の第 36 回常任理事会での意見を踏まえて 1 月 26

日の執行部会議及び２月２日、３月２日の教授会での審議を経て制定。令和３(2021)年

度第 13 回理事会で「学生賞罰規程」の制定を報告した（提出資料‐規程集 79）。 

所属教員の統督について、昇格人事基準の明確化等を趣旨とする規程、内規の改正

と昇格人事評価基準の策定を行うためのプロジェクト会議の立ち上げを令和２（2020）

年 10 月 7 日の教授会で提案、承認され、令和２（2020）年 10 月 21 日に資格審査委

員会／昇格人事基準策定プロジェクト会議を開催し、常磐会短期大学「専任教員選考

基準規程（改正案）」、常磐会短期大学「専任教員選考基準運用内規（改正案）」、「専任

教員昇格人事基準（案）」を検討。令和２（2020）年 11 月 4 日の教授会において、前

記の規程、内規の改正と基準を審議、承認された。令和２(2020)年度、令和３(2021)年

度は、これら制定された規程及び基準に則り、教員昇格人事に関する議案を進めた（提

出資料‐規程集 15、備付‐147、備付‐18）。 

令和２(2020)年度から令和３(2021)年度にかけて、いくつかのインシデントから学生

支援体制の構築が課題となっていたところ、令和４(2022)年度に視覚障害（弱視）の受

験生が見込まれ、令和３(2021)年度に IR 担当の学長補佐を中心に入試・入学～卒業ま

での合理的配慮の体制構築を目指してプロジェクトチームを構成して検討を重ね、教

授会の意見を聴取しながら「障がい学生支援規程」を定め入学生を迎えることになっ

た（提出資料‐規程集 81）。 

教授会は、学則等の規程（提出資料‐規程集 1、提出資料‐規程集 19）に則り、学

長が適切に開催し、常磐会短期大学教授会規程第５条に掲げる審議事項を適切に教授

会に諮り意見を聴取している。なお学長提案事項については、教授会規程第４条第２

項で教授会の推薦により半期ごとに学長が委嘱する副議長が審議を進めることとして

いるため、令和３(2021)年度は、令和３(2021)年３月 18 日の第 28 回教授会および令

和３(2021)年９月 22 日の第 10 回教授会おいて副議長の選任投票を行い、適切に開催

し運営している。  

また学長は、併設大学と合同で審議する必要がある場合には、学園常任理事として

毎週月曜日に開催される学園全体の常任理事会に出席し、必要な審議事項と重要報告

事項を諮っている（提出資料‐規程集 53、備付‐3）。 

教授会の議事録に関して、令和２(2020)年７月１日の第９回教授会で議事録様式に
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ついて説明、令和２(2020)年４月に遡って教職員共用フォルダに格納し、いつでも閲覧

できるようにした。また教員間の情報交換を進めるため教員の助言により、令和２

(2020)年 12 月２日の第 19 回教授会で Teams の教授会チーム（Teams「教授会」、

「Teams 運用申請書」）を構成することを提案、事前に会議資料を周知するなど、情報

共有を図りながら適切なリーダーシップを発揮している（備付‐6）。 

学習成果の認識に関して、「成績評価の妥当性検証」について学長室で取りまとめた

分析データを令和３(2021)年４月 28 日の執行部会で報告し、同年５月 12 日の第４回

教授会で報告、教員で共有した（備付‐28）。 

感染症流行下での教育研究の推進に関して、国の「令和２年度補正予算大学等にお

ける遠隔授業の環境構築の加速による学修機会の確保」予算の申請を令和２(2020)年

８月 12 日、プロジェクトチームを構成して検討を行い採択され、令和２（2020）年の

後期からはリモート授業を行える体制を構築し、教育研究の推進と短期大学の教育の

質向上と充実に向けて努力した。令和３(2021)年度も同様に６月８日にプロジェクト

チームで検討し国の遠隔授業の加速化予算を申請、採択されて使用頻度の高い７教室

で授業録画システムの構築と整備を行った（備付‐27）。 

教育上の委員会等については、各種委員会規程等に基づいて設置し適切に運営している

が、令和３(2021)年度は、大学との統合を見据えた組織そのものの見直しや、基礎演習プ

ロジェクト、学生支援委員会、公務員対策プロジェクト、クラブ顧問等連絡会などの新た

な委員会やプロジェクトの立ち上げを進めた。令和３(2021)年度に、建学の精神「知天」

を培う実習教育を充実させるため、教務部に所属していた実習指導室を実習指導部へ

昇格させるとともに、教学課から実習指導課を分割することを検討、令和４ (2022)年度

からの体制構築に向けて準備を行った（備付‐8）。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞  

令和２(2020)年度・令和３(2021)年度は、学長就任直後であるとともに、感染症流行  

下でもあり目前の課題に対応していくことに注力を注がざるを得なかったが、逆に危

機感の中で教職員をあげて直面する課題に取り組むことができた。令和３ (2021)年度

に学長補佐を規程化し任用することや全学的な大学の内部質保証を図る PDCA サイク

ル体制づくりのための諸規程の改定と制定、教育のグランドデザインの構想を行った

が、今後この仕組みを実質的に動かしていくことが課題となる。特に教育の質保証の

取り組みでは、アセスメント・ポリシーの制定と教育上のエビデンスによる教育成果

指標の設定が求められているが、感染症下での教学運営の適正化に力を削がれて、具

体的な成果を得ることはできなかった。また学習や生活における支援の必要な学生が

散見されるため総合的で有機的な個別学生支援体制の構築が求められ、令和３(2021)

年度に IR 担当学長補佐のもとでプロジェクトを立ち上げ検討する（備付‐148）とと

もに、令和４(2022)年度からの障害学生の入学にあたって合理的配慮の手続きを整備

したが、今後はこれらの仕組みが十全に機能することが求められる。  

教員の研究について、個々の研究室や研究日の確保、研究費の給付などはされてい

るものの、外部資金獲得のための環境整備や個々の教員の実績の蓄積について充分な
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環境整備が出来ているとは言い難いので、これも今後の課題となる（提出資料‐規程

集 66、提出資料‐規程集 67）。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞  

各種の学生アンケートは従前から行われているが、学生の生の声を聴くために学生

代表者会議規程を令和３(2021)年９月１日の教授会で制定したが、感染症の影響によ

り開催することができなかった（備付‐149）。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

（1）  監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。  

（2）  監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会及び評議員会に出席

して意見を述べている。  

（3）  監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につ

いて、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事

会及び評議員会に提出している。  

 

 

＜根拠資料＞ 

資料 47 本学ホームページ 情報公開 監事監査報告書  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/financial_situation2021-07.pdf 

備付‐138「常任理事会議事録」  

備付‐139「監事ミーティング・資料」  

提出‐29「理事会議事録」  

提出‐31「評議員会議事録」  

提出資料‐規程集 37「寄付行為」  

備付‐137「役員等名簿」  

https://www.tokiwakai.ac.jp/files/yakuinmeibo2022_03.pdf 

備付‐131 本学ホームページ 情報公開 財務情報の公開  

https://www.tokiwakai.ac.jp/aboutus/publish/financial 

備付‐150「常磐会短期大学 教育情報の公開についての検討」令和２(2021)年８月４

日、執行部会 Teams 会議資料 

備付‐151「グランドデザイン答申の評価指標と「指針」における収集・公表情報の比

較」、「大学情報の公開検討について検討資料」令和３(2021)年 12 月７日、執行部会

Teams 会議資料 

備付‐152「日本私立短期大学協会 私立大学・短期大学版 ガバナンスコード第 1 版」

「常磐会短期大学ガバナンスコードの確認（2021 年度）」 

備付‐153「一財・大学・短期大学基準協会 短期大学・内部質保証ルーブリック」  

「常磐会短期大学 内部質保証ルーブリックの確認 2021 年」 
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＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事２名の内、１名は常勤監事である。常勤監事は、週３日は出勤し、ほぼすべて

の書類に目を通し、また学校法人常磐会学園の業務及び財産の状況について、月次資

金収支計算書・試算表の確認、財務関係、帳簿証憑類の監査、重要な書類等の監査を

行っている（備付‐132）。また、週１回の常任理事会に出席し、学園の現状把握に努

めている（備付‐138）。常勤監事は、日常的に学内の多くの業務に接することがで

き、教職員に対して、時機に応じた適切な助言や指導をしている。  

本学園では、理事長、監事、事務局長、会計課長と監査法人（公認会計士）との年

３回の定期的な連絡会議をもち、主として財務状況や、法令遵守、業務管理について

意見交換を行っている（備付‐139）。また、２名の監事は、定例理事会及び評議員会

に出席し、私立学校法及び寄附行為の規程に則り、毎会計年度、監査報告書を作成

し、当該年度終了後２か月以内に理事会及び評議員会に提出している。監事は、常に

寄附行為の規定に基づいて適切に業務を処理している（提出‐29、提出‐31）。 

 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問

機関として適切に運営している。］  

（1）  評議員会は、理事の定数の２倍を超える数の評議員をもって、組織している。  

（2）  評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。  

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員会は、寄附行為第４章 評議員会及び評議員の中で、（評議員会）（議事録）

（諮問事項）（評議員会の意見具申等）（評議員の選任）（任期）（評議員の解任及び退

任）について第 21 条から第 27 条までに規定されている。令和３(2021)年度末現在、

評議員会は、理事 10 名の２倍を超える 22 名の評議員をもって組織されている（提出

資料‐規程集 37、備付‐137）。 

評議員会においては、寄附行為の規定に基づき、学校法人の現状、理事会での審議

内容について報告を受けると共に、必要な事項について諮問を受け、審議し、意見を

表明している。 

評議員会は、寄附行為により評議員の互選によって選出された議長により進められ

る。令和３年度（2021 年度）は、年間４回開催された。  

 

評議員開催状況 令和３年度 

開催日の状況  
開催年月日  

開催時間（方法）  

出席者数等  
監事の 

出席状況 定員 現員 
a 

出席者数  

b 

意思表示  

出席者数 c 

出席率  

(b+c)/a 

 

 
23 

2021 年 5 月 25 日 

第 1 回 評議員会 
5 17 95.7 2/2 
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23 

 

 

 

 

22 

2021 年 10 月 16 日 

第 2 回 評議員会 

13：30～14：26 

16 0 72.7 1/2 

22 
2021 年 1 月 30 日 

第 3 回 評議員会 
5 14 86.4 2/2 

 
22 

2022 年 3 月 14 日 

第 4 回 評議員会 
7 15 100 2/2 

 

令和３（2020）年度の評議員会は４回開催されたが、緊急事態宣言の発出、外出自粛

の要請などにより、第１回（令和３年５月）、第３回（令和４年１月）、第４回（同３月）

の評議員会は、常任理事（兼・評議員）以外の評議員は書面審査で参加した（ただし、

第４回評議員会では、２名の常任理事以外の学内評議員は対面会議に出席）。 

５月の評議員会では、理事会で承認した前年度の事業実績及び会計決算について

、茨木高美幼稚園の建築工事について、新入生緊急支援金の支給について報告し、

意見を伺った。10 月の第２回評議員会では、茨木学舎の土地売却、常磐会幼稚園隣

地の使用申請について了承を求めた。１月の第３回評議員会は補正予算(寄付行為第

19 条)、そして３月の評議員会では、次年度の事業計画と当初予算、経営改善計画

について諮問にこたえた。それぞれ意見をもとに、その後の理事会で議決を確定す

るという手順を踏んでいる（提出‐31）。 

評議員は、寄附行為の定めにより選任され、評議員会の運営及び諮問事項等にお 

いても寄付行為に則っており、私立学校法に抵触するところなく適切に運営され、 

「この法人の設置する学校を卒業したもので年齢25歳以上のもののうちから、理事

会において選任された者」、「一般財団法人常磐会理事のうちから本学園の理事会に

おいて選任された者」等を評議員としていることは、本学院の設立母体の意向を継

続している証左でもある（提出資料‐規程集37）。 

 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情

報を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。  

（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している  

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

 学校教育法施行規則並びに私立学校法で定められた情報については、従前から本学

のホームページで公表している。本学ホームページ「情報の公開」では、「教育情報の

公開」と「財務状況の公開」において、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、

公表すべき教育研究活動等の状況（１号関係から９号関係／大学の教育研究上の目的

に関すること、教育研究上の基本組織に関すること、教員組織、教員の数並びに各教員

が有する学位及び業績に関すること、入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容

定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者及び就職者数その
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他進学及び就職等の状況に関すること、授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の

授業計画に関すること、学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての

基準に関すること、成績の評価基準（学務規定第 2 章（評価）の第 7 条 2、3）校地、

校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること、授業料、入学料そ

の他大学が徴収する費用に関すること、大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の

健康等に係る支援に関すること）を掲載し、私立学校法第 63 条の 2、第 47 条に示さ

れる寄付行為、監査報告書の内容、役員に対する報酬等の基準、財産目録、貸借対照

表、収支計算書、事業報告書、役員等名簿の公表を行っている（備付‐131）。  

 令和３(2021)年度は、特にこれらの公開情報について、今後の大学情報公開促進を鑑

みて「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成 30(2018)年 11 月

26 日中央教育審議会）および「教学マネジメント指針」（令和２(2020)年１月 22 日中

央教育審議会大学分科会）による大学が収集できる情報と公開情報の検討を学長室で

行い執行部会に報告。その後、学長室 Teams 会議で短大教学課員とで具体的に検討し

執行部会で報告、検討した（備付‐150、備付‐151）。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞  

 近年の大学のガバナンスにおける議論を踏まえて、本学のガバナンスコードを策定

し、それを定期的に点検して、その結果を公表する必要がある。  

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞  

 令和３(2021)年度に理事長が交替し、新たな体制の下で学園のガバナンスが図られ

ることになった。  

 

＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞  

 前回の認証評価における改善計画では、評議員会は適切に委員を選任し運営されて

いるが、さらに今後、評議員会の活性化を図る必要があるとされていた。その後、評議

員選任において年齢・性別等のバランスを考慮するなどが行われたが、大学のガバナ

ンス改革による法整備が行われる予定であるため、法改正を踏まえた抜本的な改革が

必要となる。 

 

(a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画

の実施状況 

 前回、平成 26(2014)年度に受審した当時の認証評価における課題は、少子化の動向

を踏まえた短期大学の将来計画の具体化であった。しかし、平成 27(2015)年度までは、

定員 300 人を超える入学者数があったため、具体的な検討は見られなかった。しかし

近年の入学者定員を割る事態を見て、令和元(2019)年に学園全体の「中期計画 2020-

2024」を策定し、さらに令和３(2021)年には将来構想検討会議、令和４(2022)年には常

磐会学園統合準備室を設置、具体的な将来構想に向けて進んでいる。  
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(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 今回の認証評価受審にあたり、日本私立短期大学協会によるガバナンスコードと短

期大学内部質保証ルーブリックの確認を行ったが、これらの指標をもとに定期的な確

認を行うための仕組みを構築する必要がある。今後の学校法人ガバナンス改革の方向

や、さらなる教育の質保証の取り組み、大学情報の積極的公開などに沿って、再検討し

ながら進めていく。また教学の質保証のためのガバナンスコードを策定することも必

要である（備付‐152、備付‐153）。 

 

 

 


